
被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら

写真番号 掲載ページ 掲載場所 被撮影者 撮影態様 AorB

写真
・一部
・全面

・見開き

記事 関連性

甲１－１ 上
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A E C D C A

甲１－２ 中央 Ｈ A E A C B A

甲１－３ 下 Ｈ D E B A C A

甲１－４ 上 Ｈ、Ｋ E E C D C E

甲１－５ 下 Ｈ E E C C C E

甲１－６ 上
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A E C D C A

甲１－７ 下 Ｈ A E A C B A

甲１－８ 2 Ｈ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開
の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 A B A C C E

甲１－９ 3 Ｈ、Ｊ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開
の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 A C C D C C

甲１－１０ 4 Ｈ 同上 A 全 無 A B B D C E

甲１－１１ 5 Ｈ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されている。
写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは本件写真
の約１８％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様
子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパ
ブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 一 有 無 A D C B C C

甲１－１２ 6 Ｈ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開
の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 A C C C C E

甲１－１３ 上 Ｈ A D C F B C

甲１－１４ 下 Ｈ A D C C C C

甲１－１５ 8 Ｈ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開
の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 A C C C C E

甲１－１６ 上 Ｈ A D C C C E

甲１－１７ 下 Ｈ A D C C C E

甲１－１８ 10 Ｈ 同上 A 全 無 A C C C B E

甲１－１９ 11 Ｈ 同上 A 全 無 A C C C C E

甲１－２０ 12 Ｈ、Ｉ、Ｌ 同上 A 全 無 A C C D C E

甲１－２１ 上 Ｈ D D B E C C

甲１－２２ 下 Ｈ D D B C C C

甲１－２３ 14、15
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されている。写真右上に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、
その大きさは本件写真の約８％にすぎず、また、写真右下の紹介記事の大きさも本件写真の約３％にすぎ
ず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもの
ではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び
肖像権を侵害するものである。

A 見 有
無
有

D C D C F C C

甲１－２４ 左上
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
D E C D B C

甲１－２５ 下
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A D C D C C

甲１－２６ 16、17 右上
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約６％にすぎず、単に原
告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を
侵害するものである。

A 全 有 有 D C C D C C

甲１－２７ 18
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約８％にすぎず、単に原
告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を
侵害するものである。

A 全 有 有 A C C D C C

甲１－２８ 19 Ｈ、Ｉ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開
の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 A C C D C D

甲１－２９ 20、21
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されている。写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約２％にすぎず、
単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもので
はあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖
像権を侵害するものである。

A 見 有 有 D B C D C B

甲１－３０ 22 Ｈ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開
の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 A B B C B D

甲１－３１ 23 Ｈ

左記被撮影者のコンサート時の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約８％にすぎず、単に原
告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を
侵害するものである。

A 全 有 有 A C C B C C

甲１－３２ 24
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されている。
写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約８％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞さ
せるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものであ
る。

A 全 有 有 D D C D B C

原告らの主張

無表袖

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではない。記
事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、
プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載さ
れた写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 一

個別主張一覧表（１）

表紙

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表表紙において、原告らの表情まで分
かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 一 無

被告の主張及び原告らの認否

記事の有無等写真の大きさ

無

7

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されている。写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約５％にすぎず、単に原
告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を
侵害するものである。

1

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されており、
記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様
子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパ
ブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 一

A 全

有 有

無

有 有

9 同上 A 全

13

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情が分かるように
掲載されている。写真左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約６％にすぎず、単に原告
らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、
芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵
害するものである。

A 全

有 有16

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されている。
頁中央に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは甲１－２４の写真の大きさの約２２％にすぎず、また、頁
下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは、甲１－２５の写真の約１２％にすぎず、単に原告らの肖像を
鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に
関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもので
ある。

A 一

写真の鮮明度 肖像占有度 表情・ポーズ等撮影中の活動

1



甲１－３３ 25 Ｈ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開
の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 A C C F B D

甲１－３４ 26 Ｈ、Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート時の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、写真下に紹介記事
があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として
掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 有 A C C D C C

甲１－３５ 27 Ｈ

左記被撮影者のコンサート時の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開
の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 A C B C C D

甲１－３６ 28 Ｈ 同上 A 全 無 A B C C C E

甲１－３７ 29 Ｈ 同上 A 全 無 A C B C C E

甲１－３８ 30 Ｈ 同上 A 全 無 A C C C B E

甲１－３９ 31 Ｈ 同上 A 全 無 A C B B C E

甲１－４０ 32 Ｈ 同上 A 全 無 A C B B C E

甲１－４１ 33 Ｈ 同上 A 全 無 A C C C C E

甲１－４２ 34、35
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されている。写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約６％にすぎず、
単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもので
はあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖
像権を侵害するものである。

A 見 有 有 D B C F C C

甲１－４３ 上
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
D D C E C C

甲１－４４ 下 Ｈ D D C E C C

甲１－４５ 37 Ｈ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されている。写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約６％にすぎず、単に原
告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を
侵害するものである。

A 全 有 有 D B C E C D Ｂ

甲１－４６ 38
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されている。
写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約１１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞
させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものであ
る。

A 一 有 有 D D C D C C

甲１－４７ 39 Ｈ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開
の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 D C C B B D

甲１－４８ 背景 Ｈ A B C B C B

甲１－４９ 下 Ｈ A E C B B C

甲１－５０ 背景 Ｈ A B C C C B

甲１－５１ 上 Ｈ B E A C C C

甲１－５２ 42 Ｈ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開
の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 D C A C C D

甲１－５３ 43
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されている。
写真上に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、その大きさは本件写真の約
２７％にすぎず、また、写真下の記事の大きさも本件写真の約１３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞さ
せるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものであ
る。

A 一 有
無
有

D D C D C C

甲１－５４ 上 Ｈ A D C C B D

甲１－５５ 下 Ｈ A D B B B D

甲１－５６ 45 Ｈ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約１２％にすぎず、単に
原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあ
るが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権
を侵害するものである。

A 全 有 有 A C C B C C

甲１－５７ 46 Ｈ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約４％にすぎず、単に原
告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を
侵害するものである。

A 全 有 有 B B B C B B

甲１－５８ 47 Ｈ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開
の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 B C B E C D

甲１－５９ 48 Ｈ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されている。写真左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約４％にすぎず、単に
原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあ
るが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権
を侵害するものである。

A 全 有 有 A B C F C B

甲１－６０ 49 Ｈ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開
の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 A C C F B D

甲１－６１ 50 Ｈ 同上 A 全 無 A C C C B D

甲１－６２ 51 Ｈ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されている。写真左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約１３％にすぎず、単
に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものでは
あるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像
権を侵害するものである。

A 全 有 有 A D Ｃ C C C C

36

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されている。
写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞さ
せるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものであ
る。

A 全 有 有

40

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真が、頁全体の背景と頁左下に使用されている。
同頁に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、その大きさは両写真の大きさの
約４３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子
を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブ
リシティ権及び肖像権を侵害するものである。

41

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真が、頁全体の背景と頁右上に使用されている。
同頁に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、その大きさは両写真の大きさの
約５８％にとどまり、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様
子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパ
ブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

無44

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開
の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全

2



甲１－６３ 52 Ｈ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開
の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 A C C C C D

甲１－６４ 53 Ｈ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されている。写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約４％にすぎず、単に
原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあ
るが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権
を侵害するものである。

A 全 有 有 A B B C C B

甲１－６５ 54、55 Ｈ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情まで分かるよ
うに掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公
開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真で
はなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 見 無 A B C B C E

甲１－６６ 56 Ｈ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではない。記
事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、
頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するも
のである。

B 全 無 E C C C C C

甲１－６７ 上 Ｈ E D C F C C

甲１－６８ 下 Ｈ、Ｋ E E C F C C

甲１－６９ 58 Ｈ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではない。記
事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、
頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するも
のである。

B 全 無 E C C C C E

甲１－７０ 左上 Ｈ E D C B C E

甲１－７１ 右上 Ｈ E D C F C E

甲１－７２ 下 Ｈ E E C B C E

甲１－７３ 60、61
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情まで分かるよ
うに掲載されている。写真左下に記事があるが、記事の大きさは本件写真の９％にすぎず、また、写真右下
に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるた
めに掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 見 有
無
有

A B C D C C

甲１－７４ 上
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A D C D C E

甲１－７５ 下 Ｈ A D C B C E

甲１－７６ 上 Ｈ A D C C C E

甲１－７７ 下
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A D C D C E

甲１－７８ 左上 Ｈ A D C C B E

甲１－７９ 右上 Ｈ A D C C B E

甲１－８０ 下 Ｈ、Ｋ A D C D C E

甲１－８１ 上 Ｈ、Ｋ A D C D C E

甲１－８２ 左下 Ｈ、Ｋ A E C D C E

甲１－８３ 右下 Ｈ A E C C C E

甲１－８４ 66 Ｈ 同上 A 全 無 A B B C B D

甲１－８５ 上 Ｈ A D C C C C

甲１－８６ 下 Ｈ A D A C C C

甲１－８７ 68 Ｈ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開
の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 A C C B C E

甲１－８８ 69 Ｈ、Ｉ 同上 A 全 無 A B C D C E

甲１－８９ 70、71
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情まで分かるよ
うに掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公
開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真で
はなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 見 無 A B C D B E

甲１－９０ 72 Ｈ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約８％にすぎず、単に原
告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を
侵害するものである。

A 全 有 有 A C C C C C

甲１－９１ 左上 Ｈ A D C C C D

甲１－９２ 右上 Ｈ A D C A C D

甲１－９３ 下 Ｈ A D C B B D

甲１－９４ 74 Ｈ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開
の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 A B C C B E

甲１－９５ 75 Ｈ 同上 A 全 無 A C C C B E

甲１－９６ 76、77
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情まで分かるよ
うに掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公
開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真で
はなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 見 無 A B C D C E

甲１－９７ 上 Ｈ、Ｌ A D C D C E

甲１－９８ 下 Ｈ A D C B C E

甲１－９９ 79 Ｈ、Ｌ 同上 A 全 無 A C C D C E

甲１－１００ 上 Ｈ、Ｉ A D C D B D

甲１－１０１ 下 Ｈ A D C C C D

甲１－１０２ 上
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A D C D C C

甲１－１０３ 左下 Ｈ A E C C C C

甲１－１０４ 右下 Ｈ A E C C C C

57

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではない。頁
右上に記事があるが、記事の大きさは両写真の約２１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために
掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライベート時の様子がアップで掲載されているもので
あり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、か
つ肖像権を著しく侵害するものである。

B 一

無

無

有 無

59 同上 B 全

62

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開
の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全

無

64 同上

63 同上 A 全

A 全

有 有

無

無

65 同上 A 全

67

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されている。写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約６％にすぎず、単に
原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあ
るが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権
を侵害するものである。

A 全

無

78

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開
の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

73

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開
の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全

A 全

有 無

無

無

80 同上 A 全

81

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されている。頁右下に記事があるが、記事の大きさは本頁の写真３枚の大きさの約３％にすぎず、単
に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものでは
あるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像
権を侵害するものである。

A 全

3



甲１－１０５ 82、83 Ｈ

左記被撮影者のコンサート時の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情まで分かるよ
うに掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公
開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真で
はなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 見 無 A B C B B E

甲１－１０６ 84 Ｈ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開
の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 A C C D B D

甲１－１０７ 左 Ｈ A D C B C C

甲１－１０８ 右上 Ｈ A D C C C C

甲１－１０９ 右下 Ｈ A E C D C C

甲１－１１０ 86 Ｈ

左記被撮影者のコンサート時の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開
の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 A C C D C E

甲１－１１１ 87 Ｈ 同上 A 全 無 A C C C C E

甲１－１１２ 左下 Ｈ A D C F C E

甲１－１１３ 右上 Ｈ A B C B C E

甲１－１１４ 左 Ｈ A C C B B E

甲１－１１５ 中央 Ｈ A D C B C E

甲１－１１６ 右 Ｈ A D C B C E

甲１－１１７ 上 Ｈ A D C E C C

甲１－１１８ 左下 Ｈ A E C B C C

甲１－１１９ 右下 Ｈ、Ｉ A E C D C C

甲１－１２０ 左上 Ｈ、Ｊ A E C D C D

甲１－１２１ 右上 Ｈ A E C B C D

甲１－１２２ 下 Ｈ A D C E C D

甲１－１２３ 94 Ｈ 同上 A 全 無 A C C C C E

甲１－１２４ 上 Ｈ、Ｋ、Ｌ A D C D C E

甲１－１２５ 左下 Ｈ A E C B C E

甲１－１２６ 右下 Ｈ A E C B C E

甲１－１２７ 左 Ｈ A 全 無 C D C C B D

甲１－１２８ 右上 Ｈ A 全 無 C E C C C D

甲１－１２９ 右下 Ｈ、Ｊ、Ｋ A 全 無 C E C D C D

甲１－１３０ 背景 Ｈ D B C C C B

甲１－１３１ Ｈ G E B B C C

甲１－１３２ 98、99 背景 Ｈ A A C C B B

甲１－１３３ 左 Ｈ A D B C B C

甲１－１３４ 右 Ｈ A D B C B C

甲１－１３５ 99 Ｈ A D C C B C

甲１－１３６ 左 Ｈ C E C B C C

甲１－１３７ 右 Ｈ G E C A C C

甲１－１３８ 101 Ｈ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではない。記
事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、
頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するも
のである。

B 全 無 G C C C A D

甲１－１３９ 左 Ｈ G Ｆ D C F C E

甲１－１４０ 右 Ｈ G Ｆ D C F C E

甲１－１４１ 左 Ｈ G Ｆ D C F C E

甲１－１４２ 右 Ｈ G Ｆ D C C C E

甲１－１４３ 104 Ｈ 同上 B 全 無 G Ｆ C C C C E

甲１－１４４ 左 Ｈ G Ｆ D C C A E

甲１－１４５ 右上 Ｈ G Ｆ E C F C E

甲１－１４６ 右下 Ｈ G Ｆ E C B C E

甲１－１４７ 106 Ｈ 同上 B 全 無 G Ｆ C C C C D

甲１－１４８ 上 Ｈ G Ｆ C C F C C

甲１－１４９ 下 Ｈ G Ｆ D C B C C

甲１－１５０ 左上
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ
C E C E C E

甲１－１５１ 下
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
C D C D B E

甲１－１５２ 右上
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
C C C D C E

甲１－１５３ 110
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されており、
記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様
子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパ
ブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 一 無 C D C D C E

甲１－１５４ 上 Ｈ A E C C C E

甲１－１５５ 下 Ｈ D E C A C E

有 有

88,89

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情まで分かるよ
うに掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公
開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真で
はなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

85

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されている。頁左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本頁の写真３枚の大きさの約４％に
すぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影した
ものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権
及び肖像権を侵害するものである。

A 全

A 見

有 有

無

無

95 同上

90、91

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されており、
記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様
子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパ
ブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 見

92

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されている。頁中央に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本頁の写真３枚の大きさの約６％に
すぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影した
ものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権
及び肖像権を侵害するものである。

A 全

93

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるよう
に掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開
の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無

96 同上

A 全 無

97

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真が、頁全体の背景と頁中央に使用されている。
同頁に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、その大きさは頁全体の約４３％
にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影し
たものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ
権及び肖像権を侵害するものである。

一B 有

98

100

甲1-136は左記被撮影者の映画撮影時のオフショットの、甲1-137は左記被撮影者のプライベート時のカ
ラー写真である。同頁下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大
きさは両写真の約２４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであり、芸能活動
に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著
しく侵害するものである。

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真が、見開き２頁全体の背景と、98頁左上及び右
下、99頁右下に使用されている。同頁に記事があるが、記事の内容はこれらの写真とは関連しない内容で
ある上、その大きさは２頁全体の約３８％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載さ
れた写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

無

103 同上 B 全 無

102 同上 B 全

B 全

有

無

一

全 有

105 同上

無

108、109

107

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではない。頁
右下に記事があるが、記事の内容は両写真と直接には関連しない内容である上、記事の大きさは両写真の
約５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであり、撮影場所は不明であるが、
頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するも
のである。

B

同上 Ａ111

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情まで分かるよ
うに掲載されている。写真下に記事があるが、原告らが発売したＣＤをリスト化したのみの、本件写真と全く
関連しない内容であり、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における
様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 無

無

無

見

4



甲１－１５６ 左 Ｈ D E C A C E

甲１－１５７ 中央上 Ｈ A E C A C E

甲１－１５８ 中央下 Ｈ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではない。記
事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、
プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載さ
れた写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 一 無 G Ｆ E C A C E

甲１－１５９ 右上 Ｈ D E C A C E

甲１－１６０ 右下 Ｈ A E C A C E

甲１－１６１ 左 Ｈ 同上 A 一 無 D E C C B A

甲１－１６２ 右
Ｈ、Ｉ、Ｋ、

Ｌ
同上 A 一 無 A E C D C A

A 無

一 無

一

裏表紙

112

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されており、
記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様
子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパ
ブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されており、
記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様
子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパ
ブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

5



被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら

写真番号 掲載ページ 掲載場所 被撮影者 撮影態様 AorB

写真
・一部
・全面

・見開き

記事 関連性

甲２-１ 上
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A E C D C A

甲２-２ 中央 Ｉ A E B C B A

甲２-３ 下 Ｉ D E B A C A

甲２-４ 上 Ｉ E E C B C E

甲２-５ 下 Ｉ E E C F C E

甲２-６ 上
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A E C D C A

甲２-７ 下 Ｉ A E B C B A

甲２-８ Ｉ A D A C B C

甲２-９ Ｈ、Ｉ、Ｊ D B C F C D

甲２-１０ 4 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する
解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害する
ものである。

A 全 無 A B C C C E D

甲２-１１ 左 Ｉ、Ｊ A D C D C C

甲２-１２ 右 Ｉ A D C C C C

甲２-１３ 6 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する
解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害する
ものである。

A 全 無 A C B C B E

甲２-１４ 左上 Ｉ A E C C C E

甲２-１５ 右上 Ｉ A E C F B E

甲２-１６ 左下 Ｉ A E C C C E

甲２-１７ 右下 Ｉ A E C F C E

甲２-１８ 8 Ｉ 同上 A 全 無 A C C C C E

甲２-１９ 9 Ｉ 同上 A 全 無 A B C C B E

甲２-２０ 上 Ｉ A D C C C E

甲２-２１ 下 Ｈ、Ｉ、Ｌ A D C D B E

甲２-２２ 11 Ｉ 同上 Ａ 全 無 A C B C C E

甲２-２３ 12 Ｉ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもの
ではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されて
いるものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパ
ブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 E C C C C E

甲２-２４ 上 Ｉ、Ｋ E D C F F E

甲２-２５ 下 Ｉ E E C C C E

甲２-２６ 14 Ｉ、Ｊ 同上 B 全 無 E C C D D E

甲２-２７ 15 Ｉ 同上 B 全 無 E C C B B E

甲２-２８ 16 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載
されている。写真上に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、
記事の大きさは本件写真の約２８％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解
説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するも
のである。

A 一 有 無 D D C B B C

甲２-２９ 17 Ｉ、Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載
されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約１１％にすぎず、
単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮
影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影
者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 一 有 有 D C C D D C

甲２-３０ 上
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
D D C E C E C

甲２-３１ 下 Ｉ、Ｋ、Ｌ D E C D B C

甲２-３２ 19 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する
解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害する
ものである。

A 全 無 D C C B A E D

甲２-３３ 20 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり表情ま
で分かるように掲載されている。写真上に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真
の約１０％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場
所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 有 G D C B F B C

甲２-３４ 21 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり表情ま
で分かるように掲載されている。写真上に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真
の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所
における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写
真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 有 G D C C C B C

甲２-３５ 22 Ｉ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり表情ま
で分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真
の約１０％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場
所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 有 A C C D C C

甲２-３６ 上
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A D C D C C

甲２-３７ 下 Ｉ、Ｋ、Ｌ A D C D B D C

個別主張一覧表（２）

表紙

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表表紙において、原告らの
表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるた
めに掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に
関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵
害するものである。

A 一 無

表袖

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもの
ではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸
能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

1

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載
されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 一 無

B 一 無

無2,3

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情
まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために
掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関
する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害
するものである。

A 見

5

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載
されている。写真下に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、記
事の大きさは本件写真の約３０％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載され
たものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもの
である。

有 無A 一

A 全

無

無

無

10 同上 A 全

7 同上

全

13 同上 B 全

18

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載
されている。写真左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約１１％にすぎず、
単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮
影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影
者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 一 有 有

有 有23

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。頁中央に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の
約６％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所に
おける様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真
ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A

原告らの主張
被告の主張及び原告らの認否

撮影中の活動 写真の大きさ 写真の鮮明度 肖像占有度 表情・ポーズ等 記事の有無等

6



甲２-３８ 24 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり表情ま
で分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真
の約９％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所
における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写
真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 有 A C C B C C

甲２-３９ 25 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する
解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害する
ものである。

A 全 無 A B B C B D

甲２-４０ 上 Ｈ、Ｉ、Ｌ A C C D C E

甲２-４１ 下
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A C C D C E

甲２-４２ 背景 Ｉ A B C C C B

甲２-４３ Ｉ D C C E B C

甲２-４４ 背景 Ｉ A B C C C B

甲２-４５ Ｉ、Ｊ、Ｌ C E C E C C

甲２-４６ 30
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載
されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約９％にすぎず、
単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮
影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影
者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 一 有 有 D C C D C C

甲２-４７ 31 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり表情ま
で分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真
の約９％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所
における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写
真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 有 A C B C B C

甲２-４８ 32 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する
解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害する
ものである。

Ａ 全 無 A C C C C E

甲２-４９ 33 Ｉ 同上 Ａ 全 無 A B B B C E

甲２-５０ 34 Ｉ 同上 Ａ 全 無 A C C C C E

甲２-５１ 35 Ｉ 同上 Ａ 全 無 A C C F B E

甲２-５２ 上
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A D C D B C

甲２-５３ 左下 Ｉ A E C B A C

甲２-５４ 右下 Ｉ A E C C C C

甲２-５５ 37 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真
の約９％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所
における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写
真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 A C C F B C

甲２-５６ Ｉ、Ｊ A D C D C D

甲２-５７ Ｈ、Ｉ、Ｊ A C C D C C

甲２-５８ 40 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連し
ない内容である上、記事の大きさは本件写真の約８％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞さ
せるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能
活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像
権を侵害するものである。

A 全 有 無 A D C F C C

甲２-５９ 41 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する
解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害する
ものである。

A 全 無 A B B C C D

甲２-６０ 上 Ｉ A D C C C C

甲２-６１ 下 Ｉ A D B C C C

甲２-６２ 43 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する
解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害する
ものである。

A 全 無 A C C B A D

甲２-６３ 上
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
D D C E C C

甲２-６４ 下 Ｉ D D C B B C

甲２-６５ 45 Ｈ、Ｉ、Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載
されている。写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約１４％にすぎ
ず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を
撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮
影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 一 有 有 D D C F C C

甲２-６６ 46 Ｈ、Ｉ、Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。写真左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写
真の約８％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場
所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 D D C E C C

28

29

見 無

有36 A 全

26、27

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情
まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために
掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関
する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害
するものである。

A

有
無

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真が、頁全体の背景と頁中央に使用
されている。同頁に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、その
大きさは両写真の大きさの約３４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載され
たものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもの
である。

左記被撮影者のコンサート時及び番組出演時の様子を撮影したカラー写真が、頁全体の背景
と頁右下に使用されている。同頁に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容
である上、その大きさは両写真の大きさの約５２％にとどまり、原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に
関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵
害するものである。

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。頁中央に紹介記事があるが、これら記事の大きさは本頁の写
真３枚の大きさの約１４％にすぎず、また、頁左下に記事があるが、本件写真とは関連しない
内容である上、記事の大きさは本頁の写真３枚の大きさの約６％にすぎず、単に原告らの肖像
を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権
及び肖像権を侵害するものである。

A 見 有 有

A 全 有 無

38、39

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情
まで分かるように掲載されている。写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写
真の大きさの約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

44

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。頁右下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連し
ない内容である上、その大きさは両写真の約２％にすぎず、また、頁中央右側の紹介記事の
大きさも、両写真の約８％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもので
ある。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部と
して掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

42

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。同頁に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない
内容である上、記事の大きさは両写真の約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるた
めに掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に
関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵
害するものである。

有
有
無

A 全

7



甲２-６７ 47 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写
真の約８％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場
所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 C C C B C C

甲２-６８ 48 Ｈ、Ｉ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。写真左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写
真の約６％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場
所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 D C C D B C

甲２-６９ 49 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する
解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害する
ものである。

Ａ 全 無 D B B C C D

甲２-７０ 50 Ｉ 同上 Ａ 全 無 D C B C C D

甲２-７１ 上 Ｉ A D C B C C

甲２-７２ 下 Ｉ A E C B C C

甲２-７３ 52 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。同頁に記事があるが、記
事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約１４％にす
ぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様
子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、
被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 一 有 無 A C B B B C

甲２-７４ 上 Ｉ A D C C C C

甲２-７５ 下 Ｉ A D C C C C

甲２-７６ 54 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真
の約６％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所
における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写
真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 有 B C C F B C

甲２-７７ 55 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する
解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害する
ものである。

Ａ 全 無 B C B F C D

甲２-７８ 56 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真
の約７％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所
における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写
真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 有 B C B E C C

甲２-７９ 57 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する
解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害する
ものである。

Ａ 全 無 B C C F C D

甲２-８０ Ｉ A C C B B C

甲２-８１ Ｉ A D B C C D

甲２-８２ 上 Ｉ A E C D B C

甲２-８３ 中央 Ｉ A D B C C C

甲２-８４ 下 Ｉ A D C C C C

甲２-８５ 上
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A D C D C E D

甲２-８６ 下 Ｉ A D C C B E D

甲２-８７ 上
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A A D C D C E

甲２-８８ 下 Ｉ A A D C C B E

甲２-８９ 63 Ｉ 同上 A 全 無 A C B C B E

甲２-９０ 上 Ｉ A D C B C E D

甲２-９１ 左下 Ｉ、Ｊ A E C D C E D

甲２-９２ 右下 Ｉ A D C B C E D

甲２-９３ 65 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真
の約９％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所
における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写
真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 A C B C C C

甲２-９４ 背景 Ｉ A B C C C B

甲２-９５ Ｉ A E B C C C

甲２-９６ 背景 Ｉ A B C B C B

甲２-９７ Ｉ A D B C C C

甲２-９８ 68 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真
の約８％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所
における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写
真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 A C C C C C

51

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載
されている。頁右上に紹介記事があるが、紹介記事の内容は両写真の大きさの１０％にすぎ
ず、また、頁左下に記事があるが、記事の大きさは両写真の約４％にすぎず、単に原告らの肖
像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあ
るが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ
権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 一 有
有
無

有
有
無

58、59

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情
まで分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真
の約５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所
における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写
真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

53

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載
されている。頁右上に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の大きさの、約８％にす
ぎず、また、頁左下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、
記事の大きさは両写真の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載された
ものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の
一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもので
ある。

A 全

Ａ 見

無

有 無

有 有

60

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。頁左上に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連し
ない内容である上、記事の大きさは本頁の写真３枚の大きさの約３％にすぎず、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものでは
あるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全

61

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する
解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害する
ものである。

A 全

無

62 同上 全 無

64 同上 A 全

66

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真が、頁全体の背景と頁左下に使用
されている。同頁に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、その
大きさは両写真の大きさの約４５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載され
たものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもの
である。

67

左記被撮影者のコンサート時の様子を撮影したカラー写真が、頁全体の背景と頁右下に使用
されている。同頁に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、その
大きさは両写真の大きさの約３５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載され
たものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもの
である。

8



甲２-９９ 上
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A D C F C D

甲２-１００ 下
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A D C D B D

甲２-１０１ 上 Ｉ Ａ 全 有 無 A D B B C C

甲２-１０２ 下 Ｉ A 全 有 有 A D B C C C

甲２-１０３ 71 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する
解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害する
ものである。

Ａ 全 無 A C B B C D

甲２-１０４ 72 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真
の約７％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所
における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写
真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 A C B C B C

甲２-１０５ 73 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連し
ない内容である上、記事の大きさは本件写真の約５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞さ
せるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能
活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像
権を侵害するものである。

A 全 有 無 A C C C C C

甲２-１０６ 74 Ｉ、Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載
されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約１０％にすぎず、
単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮
影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影
者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 一 有 有 A C B D C C

甲２-１０７ 75 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する
解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害する
ものである。

A 全 無 A C C C C D

甲２-１０８ 76 Ｉ 同上 Ａ 全 無 A B B B C E

甲２-１０９ 左上 Ｉ A E C D C E

甲２-１１０ 右上 Ｉ A E C C C E

甲２-１１１ 左下 Ｉ A E C C C E

甲２-１１２ 右下 Ｉ、Ｊ A E C D C E

甲２-１１３ 上 Ｉ Ａ 全 有 A D C B C C

甲２-１１４ 下 Ｉ A 全 無 A D C C C C

甲２-１１５ 79 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真
の約７％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所
における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写
真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 有 D C B C A C

甲２-１１６ 上
Ｉ、Ｊ、Ｋ、

Ｌ
C D C D C C

甲２-１１７ 下 Ｉ、Ｊ、Ｌ C D C E B C

甲２-１１８ 上 Ｉ A D C C C C

甲２-１１９ 下
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A D C D C C

甲２-１２０ 左上 Ｉ G F E C B C C

甲２-１２１ 右上 Ｉ G F E C F C C

甲２-１２２ 左下 Ｉ G F E C F C C

甲２-１２３ 右下 Ｉ G F E C F C C

甲２-１２４ 左上 Ｉ G F D C B C C

甲２-１２５ 右上 Ｉ G F D C F C C

甲２-１２６ 右下 Ｉ G F D C C C C

甲２-１２７ 左上 Ｉ G F E C F C E D

甲２-１２８ 右上 Ｉ G F E C B C E D

甲２-１２９ 左下 Ｉ G F E C F C E D

甲２-１３０ 右下 Ｉ G F E C F C E D

甲２-１３１ 上 Ｉ G F D C F C C

甲２-１３２ 下 Ｉ G F D B C A C

甲２-１３３ 左上 Ｉ G F E C F C E

甲２-１３４ 右上 Ｉ G F E C F C E

甲２-１３５ 左下 Ｉ G F E C F C E

甲２-１３６ 右下 Ｉ G F E C F C E

甲２-１３７ 87 Ｉ 同上 B 全 無 G F C C B C E

78

全A

77 同上 A

70

無
有

左記被撮影者のコンサート時の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。同頁左下に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連し
ない内容である上、記事の大きさは両写真の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させ
るために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活
動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権
を侵害するものである。

69

左記被撮影者のコンサート時の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載
されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

無

全 無

Ａ 全

A

有

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。同頁に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない
内容である上、記事の大きさは両写真の約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるた
めに掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に
関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵
害するものである。

無

80

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載
されている。同頁左に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約１０％にすぎず、単
に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影
したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者
のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

全 有 有

81

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。頁左上に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しな
い内容である上、記事の大きさは両写真の約４％にすぎず、また、頁中央に紹介記事がある
が、紹介記事の大きさは両写真の約５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する
解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害する
ものである。

82

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもの
ではない。同頁上に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記
事の大きさは本頁の写真４枚の大きさの約２２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるた
めに掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に
関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵
害するものである。

全

全 無

B 一 有 無

有 無

84

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもの
ではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
撮影場所は不明であるが、頁全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されてい
るものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブ
リシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B

83

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもの
ではない。同頁左下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、
記事の大きさは本頁の写真３枚の大きさの約３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させる
ために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時
の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載され
た写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

B

全 有 無85

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもの
ではない。同頁に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、記事の
大きさは両写真の約５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもので
ある。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載
されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影
者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

B

全 無86

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもの
ではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
撮影場所は不明であるが、頁全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されてい
るものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブ
リシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B

9



甲２-１３８ 左上 Ｉ G F E B A C C

甲２-１３９ 右上 Ｉ G F D C B C C

甲２-１４０ 左下 Ｉ G F D C F C C

甲２-１４１ 右下 Ｉ G F D C F C C

甲２-１４２ 89 Ｉ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもの
ではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
撮影場所は不明であるが、頁全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されてい
るものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブ
リシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F C C C C D

甲２-１４３ 90 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載
されており、写真上に記事があるが関連しない内容である上、記事の大きさは、本件写真の約
３１％にすぎず、また、写真左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約１
２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所にお
ける様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真で
はなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 一 有
無
有

D D C E C C

甲２-１４４ 91 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。写真右下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連
しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞さ
せるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能
活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像
権を侵害するものである。

Ａ 全 有 無 D B B B C B

甲２-１４５ 上
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A D C D C C

甲２-１４６ 下 Ｉ A E C C C C

甲２-１４７ 上 Ｈ、Ｉ、Ｊ A D C D C C

甲２-１４８ 下
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A D C D C C

甲２-１４９ 94 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する
解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害する
ものである。

Ａ 全 無 A C A C B E

甲２-１５０ 95 Ｉ 同上 A 全 無 A C C C B E

甲２-１５１ 96、97
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情
まで分かるように掲載されている。写真左下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関
連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑
賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、
芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び
肖像権を侵害するものである。

Ａ 見 有 無 A B C D C C

甲２-１５２ 上 Ｉ A D C C B E

甲２-１５３ 下 Ｉ A D C C C E

甲２-１５４ 99 Ｉ 同上 A 全 無 A C C C C E

甲２-１５５ 上 Ｉ A D C C C E

甲２-１５６ 下 Ｉ、Ｌ A D C D C E

甲２-１５７ 上 Ｉ A C C B C E

甲２-１５８ 左下 Ｉ A D C C C E

甲２-１５９ 右下 Ｉ A E C C C E

甲２-１６０ 102 Ｉ 同上 Ａ 全 無 A C C C C E

甲２-１６１ 103 Ｉ 同上 A 全 無 A C C C B E

甲２-１６２ 104 Ｉ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもの
ではない。写真上に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記
事の大きさは本件写真の大きさの約１６％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載され
ているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

B 一 有 無 E C C C C C

甲２-１６３ 上 Ｈ、Ｉ、Ｊ E D C D C D

甲２-１６４ 左下 Ｉ E D C F C D

甲２-１６５ 右下 Ｉ E D C B C D

甲２-１６６ Ｉ E C C A C E

甲２-１６７ Ｉ E D C C C E

甲２-１６８ 上 Ｉ E E C F C C

甲２-１６９ 中央 Ｉ E D C F C C

甲２-１７０ 下 Ｉ E D C F C C

甲２-１７１ 109 Ｉ、Ｊ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもの
ではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されて
いるものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパ
ブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 E B C D C D

甲２-１７２ 110
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載
されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 一 無 A D C D C C E

甲２-１７３ 上 Ｉ A E B B C C E

甲２-１７４ 下 Ｉ D E C B C C E

甲２-１７５ 左 Ｉ A E C B C E

甲２-１７６ 中央上 Ｉ G D E C A C E

甲２-１７７ 中央下 Ｉ A E C A C E

甲２-１７８ 右上 Ｉ A E C A C E

甲２-１７９ 右下 Ｉ A E C A C E

甲２-１８０ 上 Ｈ、Ｉ、Ｌ A E C D C A

甲２-１８１ 下 Ｉ A E B C C A

111

88

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもの
ではない。同頁に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事
の大きさは本頁の写真４枚の大きさの約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために
掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情
までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真
ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

B 全

92

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載
されている。写真中央に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約１２％にすぎず、
単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮
影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影
者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 一

A 全

有 有

無

有 無

有 無93

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。写真左上に記事がある
が、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは両写真の大きさの
約６％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所に
おける様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真
ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全

98

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する
解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害する
ものである。

100 同上 A 全

無

無

A 全

105

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもの
ではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されて
いるものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパ
ブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

101 同上

B 全

有 無

無

無

106,107

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもの
ではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
撮影場所は不明であるが、見開き及び頁全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲
載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮
影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 見

108

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもの
ではない。同頁に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事
の大きさは本頁の写真３枚の大きさの約３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために
掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載さ
れているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者
のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

B 全

112

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載
されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 一 無

同上 Ａ 一 無

裏表紙

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載
されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 一 無

10



被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら

写真番号 掲載ページ 掲載場所 被撮影者 撮影態様 AorB

写真
・一部
・全面

・見開き

記事 関連性

甲３-１ 上
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A E C D C A

甲３-２ 中央 Ｊ A E B C C A

甲３-３ 下 Ｊ D E C A C A

甲３-４ 上 Ｊ E E C F C E

甲３-５ 下 Ｊ E E C C C E

甲３-６ 上
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。記事等は一切なく、単に原告
らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもの
ではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権及び肖像権を侵害するものである。

A E C D C A E

甲３-７ 下 Ｊ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載さ
れており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公
開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載さ
れた写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A E B C C A E

甲３-８ 2 Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもので
ある。

A 全 無 D D B D B C

甲３-９ 3 Ｊ 同上 Ａ 全 無 A B A C B E

甲３-１０ 4 Ｊ 同上 A 全 無 A B C C C D

甲３-１１ 左 Ｊ A D C C C C

甲３-１２ 右 Ｊ A D C C B C

甲３-１３ 6 Ｊ

左記被撮影者のコンサート時の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもので
ある。

A 全 無 A B B B C E

甲３-１４ 7 Ｊ 同上 A C C F B E

甲３-１５ 8 Ｊ 同上 A C B B B E

甲３-１６ 9 Ｊ 同上 A C C C C E

甲３-１７ 10 Ｊ 同上 A C C C C E

甲３-１８ 上
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A D C D C E

甲３-１９ 下 Ｊ A D C C C E

甲３-２０ 上 Ｊ G D C D C E

甲３-２１ 下 Ｊ、Ｋ G D B C C E

甲３-２２ 13 Ｊ 同上 Ａ 全 無 G C C C C E

甲３-２３ 14 Ｊ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもので
はない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影
場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているも
のであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 E C C B C E

甲３-２４ 上 Ｈ、Ｊ、Ｋ、Ｌ E D C F C E

甲３-２５ 下 Ｊ E D C F C E

甲３-２６ 16 Ｊ 同上 B 全 無 E C C B C E

甲３-２７ 上 Ｊ、Ｋ E E C D C E

甲３-２８ 中央 Ｉ、Ｊ E E C D C E

甲３-２９ 下 Ｉ、Ｊ E E C F C E

甲３-３０ 18 Ｊ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載さ
れている。写真上に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事
の大きさは本件写真の約３６％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部
として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 一 有 無 D D C B C C

甲３-３１ 上 Ｈ、Ｊ、Ｌ D E C F C C

甲３-３２ 下 Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌ D C C D B C

甲３-３３ 上 Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌ A C B D B C

甲３-３４ 下 Ｊ、Ｌ A E B D B C

甲３-３５ 21 Ｈ、Ｊ、Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載さ
れている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約１０％にすぎず、単
に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影し
たものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 有 D D C D C C

甲３-３６ 22 Ｊ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されている。写真左下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しな
い内容である上、記事の大きさは本件写真の約３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させる
ために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動
に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵
害するものである。

A 全 有 無 A C C D C C

甲３-３７ 上 Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌ A D C D B C

甲３-３８ 下 Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌ D D C D C C

記事の有無等

個別主張一覧表（３）
被告の主張及び原告らの認否

撮影中の活動

原告らの主張

写真の大きさ 写真の鮮明度 肖像占有度 表情・ポーズ等

A 一

一

5

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載さ
れている。写真下に記事があるが、記事の内容は両写真とは全く関連しない内容である上、記
事の大きさは本件写真の約３２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載された
ものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一
部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものであ
る。

A 一

A 全

無

1 A

無

表袖

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもので
はない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影
場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動
に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B

表紙

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表表紙において、原告らの
表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関
する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害す
るものである。

無

全 無

一 無

有

無

A

無A 全

11 同上

12 同上

無

17 同上

15 同上 B 全

B 全

有 有

有 有

無

19

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されている。同頁右上に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは甲３－３１の
写真の約１９％にすぎず、また、その下にも紹介記事があるが、紹介記事の大きさは甲３－３２
の写真の約８％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開
の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載され
た写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全

20

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されている。同頁左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約
７％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所におけ
る様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではな
く、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全

有 有23

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載さ
れている。同頁中央に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは甲３－３７の写真の約１７％にす
ぎず、また、同頁下にも紹介記事があるが、紹介記事の大きさは甲３－３８の写真の約２０％に
すぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様
子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被
撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 一

11



甲３-３９ 24 Ｊ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約
７％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所におけ
る様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではな
く、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 有 A C B C C C

甲３-４０ 25 Ｊ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもので
ある。

A 全 無 A C C C C D

甲３-４１ 26 Ｊ 同上 Ａ 全 無 A B B C C E

甲３-４２ 27 Ｊ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない
内容である上、記事の大きさは本件写真の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるた
めに掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に
関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害
するものである。

Ａ 全 有 無 A C C B B C

甲３-４３ 28 Ｊ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもので
ある。

A 全 無 A C C C C E

甲３-４４ 29 Ｊ 同上 A 全 無 A C C C B C E

甲３-４５ 30 Ｊ 同上 A 全 無 A B C C B D

甲３-４６ 左上 Ｊ D D C C C C

甲３-４７ 右上 Ｊ D E C B A C

甲３-４８ 下 Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌ D D C D B C

甲３-４９ 背景 Ｊ A B C C C B

甲３-５０ Ｊ A D C B C C

甲３-５１ 背景 Ｊ A B C C B B

甲３-５２ Ｊ G D C C C C

甲３-５３ 34 Ｊ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約
９％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所におけ
る様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではな
く、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 D C C F C C

甲３-５４ 左上 Ｊ D D C B A D

甲３-５５ 右上 Ｊ D E C F C D

甲３-５６ 下 Ｈ、Ｊ、Ｋ、Ｌ D D C D D D

甲３-５７ 36 Ｊ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約
７％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所におけ
る様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではな
く、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 A C B C B C

甲３-５８ 上 Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌ A D C D B D

甲３-５９ 下 Ｊ A D C C C D

甲３-６０ 38 Ｊ 同上 A 全 無 A B C C C E

甲３-６１ 39 Ｉ、Ｊ 同上 Ａ 全 無 A D C D C E

甲３-６２ 40 Ｊ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載さ
れている。写真下に記事があるが、記事の大きさは本件写真の約１３％にすぎず、単に原告ら
の肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもので
はあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 一 有 無 A C A C B C

甲３-６３ 41 Ｊ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもので
ある。

A 全 無 A B C C C D

甲３-６４ 42 Ｊ 同上 A 全 無 A C B C C E

甲３-６５ 43 Ｊ 同上 A 全 無 A C B C B E

甲３-６６ 44 Ｊ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載さ
れている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約１５％にすぎず、単
に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影し
たものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 一 有 有 D D C F C C

甲３-６７ 上 Ｊ、Ｋ D D C E C C

甲３-６８ 下 Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌ D D C E C C

31

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されている。頁中央に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本頁の写真３
枚の大きさの約１０％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載
された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 有

32

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真が、頁の全体の背景と頁左下に使用
されている。同頁に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、その大
きさは頁全体の約３９％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として
掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

33

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真が、頁全体の背景と頁左下に使用さ
れている。同頁に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、その大き
さは頁全体の約４４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載
された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

無

37

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもので
ある。

35

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもので
ある。

Ａ 全

A 全

有
有
無

無

45

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載さ
れている。同頁右上に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約８％にすぎず、ま
た、同頁中央右に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の
大きさは両写真の約６％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として
掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 一
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甲３-６９ 46 Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載さ
れている。写真上に記事があるが関連しない内容であり、また、写真下に紹介記事があるが、こ
れら記事の大きさは本件写真の約４１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載
されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解
説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもの
である。

Ａ 一 有
無
有

D D C E C C

甲３-７０ 47 Ｊ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載さ
れている。写真左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約１６％にすぎず、
単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影
したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 一 有 有 D C C B C C

甲３-７１ 上 Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌ D D B D B C

甲３-７２ 下 Ｊ D D C B C C

甲３-７３ 49 Ｊ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもので
ある。

A 全 無 D C B B B D

甲３-７４ 50 Ｊ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約
９％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所におけ
る様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではな
く、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 有 D C C B C C

甲３-７５ 上 Ｊ A D C C C C

甲３-７６ 下 Ｉ、Ｊ A D C D C C

甲３-７７ 52 Ｊ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもので
ある。

Ａ 全 無 A C B C C D

甲３-７８ 53 Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載さ
れている。写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約１３％にすぎず、
単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影
したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 一 有 有 A D C D C C

甲３-７９ 54 Ｊ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもので
ある。

Ａ 全 無 A B C C B E

甲３-８０ 上 Ｊ A E B F C E

甲３-８１ 中央 Ｊ A D C C C E

甲３-８２ 下 Ｊ A D C B C E

甲３-８３ Ｊ、Ｋ A D C D C D

甲３-８４ Ｊ A C C C C C

甲３-８５ 左上 Ｊ A E C C C E

甲３-８６ 右上 Ｊ A D C F C E

甲３-８７ 左下 Ｊ A E C C C E

甲３-８８ 右下 Ｊ A D C B C E

甲３-８９ 59 Ｊ 同上 A 全 無 A C C F B E

甲３-９０ 60 Ｊ 同上 A 全 無 A C C F C E

甲３-９１ 61 Ｊ 同上 A 全 無 A C B C B E

甲３-９２ 上 Ｊ、Ｋ A D C D C D

甲３-９３ 下 Ｉ、Ｊ A D B D C D

甲３-９４ 63 Ｊ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されている。写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の
約６％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所に
おける様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真で
はなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 A C B C C D

甲３-９５ 64 Ｊ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもので
はない。写真上に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の
大きさは本件写真の大きさの約２２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載され
たものである。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているも
のであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 一 有 無 E D B B C C

甲３-９６ 上 Ｊ E D C F C C

甲３-９７ 下 Ｊ E D C F C C

甲３-９８ 66 Ｊ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもので
はない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影
場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているも
のであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 E C C F C E

甲３-９９ 上 Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ E D C F C E

甲３-１００ 下 Ｊ E D C C C E

有 有48

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されている。同頁中央左側に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真
の約５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所
における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真
ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全

有
有
無

55 同上

51

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載さ
れている。同頁右上に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約５％にすぎず、ま
た、同頁左下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容であり、記事の大き
さは両写真の約３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公
開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載さ
れた写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全

Ａ 全

無

有 無

無

56、57

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。写真右下に紹介記事があるが、記事の内容は本件写真とは関
連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞
させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能
活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像
権を侵害するものである。

Ａ 見

58

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもので
ある。

A 全

無

65

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもので
はない。頁右上に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、記事の大
きさは両写真の約７％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されてい
るものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリ
シティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

62 同上 A 全

B 全

無

有 無

67 同上 B 全
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甲３-１０１ 68 Ｊ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載さ
れている。写真上に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事
の大きさは本件写真の約３９％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部
として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 一 有 無 A D C B C C

甲３-１０２ 上 Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌ A D C D C C

甲３-１０３ 下 Ｊ A D C C B C

甲３-１０４ 70 Ｊ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもので
ある。

Ａ 全 無 A C C C C E

甲３-１０５ 71 Ｊ 同上 A 全 無 A D C F C E

甲３-１０６ 72 Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載さ
れている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約９％にすぎず、単に
原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影した
ものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパ
ブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 有 A D C D C C

甲３-１０７ 73 Ｊ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもので
ある。

A 全 無 A B B C C E D

甲３-１０８ 上 Ｊ A D C C C C

甲３-１０９ 下 Ｊ A D C C C C

甲３-１１０ 75 Ｊ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもので
ある。

Ａ 全 無 A C C C C D

甲３-１１１ 76 Ｊ、Ｋ 同上 Ａ 全 無 A D C D C E

甲３-１１２ 上 Ｊ A D C C C E

甲３-１１３ 下 Ｊ A D C C C E

甲３-１１４ 78、79 Ｊ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。写真左下に紹介記事があるが、記事の大きさは本件写真の約
３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所におけ
る様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではな
く、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 見 有 有 A B C A A C

甲３-１１５ 左上 Ｊ A E C C C B

甲３-１１６ 左下 Ｊ A D C C C C

甲３-１１７ 右上 Ｊ A E C B C C

甲３-１１８ 右下 Ｊ A D C C C C

甲３-１１９ 81 Ｊ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもので
ある。

Ａ 全 無 A B B C B E

甲３-１２０ 上 Ｊ A D C C C E

甲３-１２１ 左下 Ｊ A D C C C E

甲３-１２２ 右下 Ｊ、Ｌ A D C D C E

甲３-１２３ 83 Ｊ 同上 Ａ 全 無 A C C B C E

甲３-１２４ 上 Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌ A D C D B D

甲３-１２５ 下 Ｊ A D C B C D

甲３-１２６ 85 Ｊ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約
９％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所におけ
る様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではな
く、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 有 D C C F C C

甲３-１２７ 背景 Ｊ C B C C C B

甲３-１２８ Ｊ A E C B C C

甲３-１２９ 背景 Ｊ A B C C C B

甲３-１３０ Ｊ A E C B A C

甲３-１３１ 上 Ｊ、Ｋ C D B D C C

甲３-１３２ 下 Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌ C D C D C C

甲３-１３３ 上 Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌ A D B D C C

甲３-１３４ 下 Ｊ、Ｌ A E C D C C

有 有69

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されている。写真左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の
約７％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所に
おける様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真で
はなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全

有 無

77 同上

74

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されている。写真左下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しな
い内容である上、記事の大きさは両写真の約５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるた
めに掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に
関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害
するものである。

A 全

Ａ 全

無

有 有

無

80

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されている。写真左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の
約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所に
おける様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真で
はなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全

82 同上 Ａ 全

無

86

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真が、頁全体の背景と頁左下に使用さ
れている。同頁に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、その大き
さは頁全体の約４８％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載
された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

84 同上 Ａ 全

有 有

87

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真が、頁全体の背景と頁中央に使用さ
れている。同頁に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、その大き
さは頁全体の約５４％にとどまり、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として
掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

88

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載さ
れている。同頁右上に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約１１％にすぎず、
単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影
したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 一

有 有89

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されている。写真左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の
約８％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所に
おける様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真で
はなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全
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甲３-１３５ 90 Ｊ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもので
ある。

Ａ 全 無 A C B C B E

甲３-１３６ 上 Ｉ、Ｊ、Ｋ A D B D C E

甲３-１３７ 左下 Ｉ、Ｊ、Ｌ A D C D C E

甲３-１３８ 右下 Ｊ A D C C C E

甲３-１３９ 92 Ｊ 同上 Ａ 全 無 A C C C B D

甲３-１４０ 上 Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌ A D C D C C

甲３-１４１ 下 Ｊ A D C E A C

甲３-１４２ Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌ A C C D C C

甲３-１４３ Ｊ A D C C C D

甲３-１４４ 96 Ｊ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもので
ある。

Ａ 全 無 A B C C B D

甲３-１４５ 上 Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌ A D C D B C

甲３-１４６ 下 Ｊ A D C C B C

甲３-１４７ 上 Ｊ A E C C C E

甲３-１４８ 中央 Ｊ A D C B C E

甲３-１４９ 下 Ｊ A E C C B E

甲３-１５０ 99 Ｊ 同上 Ａ 全 無 A C C C C E

甲３-１５１ 100 Ｊ 同上 Ａ 全 無 A C C C C D

甲３-１５２ 左上 Ｊ A D C C C C

甲３-１５３ 右上 Ｊ A D C C C B

甲３-１５４ 下 Ｈ、Ｊ、Ｋ A D C C C C

甲３-１５５ 102 Ｊ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもので
はない。写真上及び左下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である
上、記事の大きさは本件写真の大きさの約４４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活
動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を
侵害するものである。

B 一 有 無 G F D C B C C

甲３-１５６ 左上 Ｊ G F E C F C D

甲３-１５７ 右上 Ｊ G F E C F C D

甲３-１５８ 左下 Ｊ G F E C F C D

甲３-１５９ 右下 Ｊ G F E C F C D

甲３-１６０ 上 Ｊ G F D C A A C

甲３-１６１ 下 Ｊ G F D C C A C

甲３-１６２ 上 Ｊ G F D B B C D

甲３-１６３ 下 Ｊ G F D C C C D

甲３-１６４ 左上 Ｊ G F E C F C E

甲３-１６５ 右上 Ｊ G F E C F C E

甲３-１６６ 下 Ｊ G F D C B C E

甲３-１６７ 107 Ｊ 同上 B 全 無 G F C C F C E

甲３-１６８ 上 Ｊ G F E C F C C

甲３-１６９ 左下 Ｊ G F E C F C C

甲３-１７０ 右下 Ｊ G F D C F C C

甲３-１７１ 上 Ｊ G F D C F C D

甲３-１７２ 下 Ｊ G F D C A C D

甲３-１７３ 110
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載さ
れており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公
開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載さ
れた写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 一 無 A D C D C E

甲３-１７４ 上 Ｊ A E C C B E

甲３-１７５ 下 Ｊ D E C B B E

甲３-１７６ 左 Ｊ A E B A A E

甲３-１７７ 中央上 Ｊ D E C A C E

甲３-１７８ 中央下 Ｊ A E C A C E

甲３-１７９ 右上 Ｊ A E C A C E

甲３-１８０ 右下 Ｊ A E C A A E

甲３-１８１ 上 Ｊ A E C C B A

甲３-１８２ 下 Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌ A E C D C A

101

91 同上 Ａ 全

有 有

有 無

無

93

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されている。写真左下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しな
い内容である上、記事の大きさは本件写真の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させる
ために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動
に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵
害するものである。

Ａ 全

94、95

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。写真左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真
の約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所
における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真
ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 見

無

97

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されている。写真左下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しな
い内容である上、記事の大きさは本件写真の約７％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させる
ために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動
に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵
害するものである。

Ａ 全 有 無

98

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもので
ある。

Ａ 全

無

103

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもので
はない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影
場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているも
のであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで
分かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない
内容であり、記事の大きさは本件写真の約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関
する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害す
るものである。

A 全 有

無

有 無104

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもので
はない。写真右上に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事
の大きさは本件写真の大きさの約５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及
び肖像権を侵害するものである。

B 全

105

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもので
はない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影
場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているも
のであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全

無

108

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもので
はない。写真右上に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事
の大きさは本件写真の大きさの約７％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及
び肖像権を侵害するものである。

106 同上 B 全

B 全

無

無

有 無

B 全

111 同上 Ａ 一

裏表紙 同上

112

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載さ
れており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公
開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載さ
れた写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

109

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもので
はない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影
場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているも
のであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

無

無Ａ 一

Ａ 一
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被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら

写真番号 掲載ページ 掲載場所 被撮影者 撮影態様 AorB

写真
・一部
・全面

・見開き

記事 関連性

甲４-１ 上
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A E C D C A

甲４-２ 中 Ｋ A E A C B A

甲４-３ 下 Ｋ A E C A B A

甲４-４ 上 Ｋ E E C C C E

甲４-５ 下 Ｋ E E C B C E

甲４-６ 上
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A E C D C A E

甲４-７ 下 Ｋ A E A C B A E

甲４-８ 2 Ｋ 同上 Ａ 全 無 D C B C C C

甲４-９ 3 Ｋ 同上 Ａ 全 無 A C C C C D

甲４-１０ 4 Ｋ 同上 Ａ 全 無 A B B B B D

甲４-１１ 5 Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されて
いる。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大きさ
は本件写真の約３３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開
の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写
真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 一 有 無 A D C B C C

甲４-１２ 6 Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 A C C C C E

甲４-１３ 左上 Ｋ A D C B C E

甲４-１４ 右上 Ｋ A E C C C E

甲４-１５ 左下 Ｋ A E C C C E

甲４-１６ 右下 Ｋ A E C B C E

甲４-１７ 上 Ｋ A D C B B E

甲４-１８ 左下 Ｋ A E C C B E

甲４-１９ 右下 Ｋ A E C C B E

甲４-２０ 上 Ｋ B D B E C E

甲４-２１ 下 Ｋ D D C C C E

甲４-２２ 10
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されて
おり、写真上に記事があるが関連しない内容である上、記事の大きさは、本件写真の約２５％にすぎ
ず、また、写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約３８％にすぎず、単に原
告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもので
はあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権
及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 一 有
無
有

D D C D B C

甲４-２３ 11
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されて
いる。頁中央に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約１６％にすぎず、単に原告ら
の肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあ
るが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び
肖像権を侵害するものである。

Ａ 一 有 有 D D C D B C

甲４-２４ 12、13
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情まで分
かるように掲載されている。写真右下に紹介記事があるが、記事の大きさは本件写真の約４％にす
ぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮
影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 見 有 有 A A C D B B

甲４-２５ 14 Ｉ、Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されて
いる。頁中央に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約１３％にすぎず、単に原告ら
の肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあ
るが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び
肖像権を侵害するものである。

Ａ 一 有 有 D D C D C C

甲４-２６ 15 Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 D C C B C D

甲４-２７ Ｈ、Ｉ、Ｋ D C C D C C

甲４-２８
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A C C D C C

甲４-２９ 18
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート時の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約９％に
すぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を
撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者
のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 D C C D C C

甲４-３０ 19 Ｈ、Ｋ

左記被撮影者のコンサート時の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約８％に
すぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を
撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者
のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 A C B D C C

甲４-３１ 20 Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 A C C C B E

甲４-３２ 左 Ｋ A D C C C E

甲４-３３ 右 Ｋ A D C C C E

甲４-３４ 22
Ｈ、Ｊ、
Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート時の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情までわ
かるように掲載されている。写真上に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約７％に
すぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を
撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者
のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 D C C D B C

甲４-３５ 23 Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容で
ある上、記事の大きさは本件写真の約５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一
部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 無

甲４-３６
Ｈ、Ｊ、
Ｋ、Ｌ

D C C D C C

甲４-３７ Ｋ D D C B C D

甲４-３８ 26、27
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情まで分
かるように掲載されている。写真左下に紹介記事があるが、その大きさは本件写真の約４％にすぎ
ず、また、写真左下に紹介記事があるが、その大きさは本件写真の約２％にすぎず、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖
像権を侵害するものである。

Ａ 見 有 有 A B C D C C

個別主張一覧表（４）

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

表紙

表袖

9

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情まで分
かるように掲載されている。写真左下に紹介記事があるが、記事の大きさは両写真の約４％にすぎ
ず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影
したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブ
リシティ権及び肖像権を侵害するものである。

24、25

同上 Ａ

同上

Ａ 全 無

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情まで分
かるように掲載されている。１６頁に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは甲４－２７の写真の約１
１％にすぎず、また、１７頁にも紹介記事があるが、紹介記事の大きさは甲４－２８の写真の約１０％
にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子
を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者
のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

無

Ａ 見 有

Ａ

Ｂ 全

1 Ａ 全 無

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表表紙において、頁の全面にわ
たり、原告らの表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞
させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動
に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害
するものである。

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不
明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能
活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

8 Ａ 全 無同上

7 同上

全 無

全 無

全 無

16、17

Ａ 見 有 有

有

21 Ａ

原告らの主張
被告の主張及び原告らの認否

撮影中の活動 写真の大きさ 写真の鮮明度 肖像占有度 表情・ポーズ等 記事の有無等
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甲４-３９ 28 Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の内容は本件写真とは関連しな
い内容である上、記事の大きさは本件写真の約５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する
解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもので
ある。

Ａ 全 有 有 A C B C C C

甲４-４０ 左上 Ｋ A D C B C D

甲４-４１ 右上 Ｋ A D C C D D

甲４-４２ 左下 Ｋ A E C C C D

甲４-４３ 右下 Ｋ A D C C B D

甲４-４４ 30 Ｋ 同上 Ａ 全 無 A C B C C E

甲４-４５ 左 Ｋ A D B C C E

甲４-４６ 右 Ｋ A D B C C E

甲４-４７ 32、33
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情まで分
かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 見 無 A B C F C E

甲４-４８ 背景 Ｋ A B C C C B

甲４-４９ Ｋ A E C C B C

甲４-５０ 背景 Ｋ A B C C C B

甲４-５１ Ｋ A E C C C C

甲４-５２ 36、37
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情まで分
かるように掲載されている。写真右下に紹介記事があるが、記事の大きさは本件写真の約４％にす
ぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮
影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 見 有 有 D B C F C C

甲４-５３ 38
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されて
いる。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約１２％にすぎず、単に原告ら
の肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあ
るが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び
肖像権を侵害するものである。

Ａ 一 有 有 D D C E B C

甲４-５４ 39 Ｊ、Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されている。写真右下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容
である上、記事の大きさは本件写真の約５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載
されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の
一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 無 D C C D B C

甲４-５５ 40 Ｈ、Ｉ、Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されて
おり、写真上に記事があるが関連しない内容である上、記事の大きさは、本件写真の約２４％にすぎ
ず、また、写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約１３％にすぎず、単に原
告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもので
はあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権
及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 一 有
無
有

D D C E B C

甲４-５６ 41 Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されて
いる。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約１１％にすぎず、単に原告ら
の肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあ
るが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び
肖像権を侵害するものである。

Ａ 一 有 有 D C C C C C

甲４-５７ Ｋ D C B C C C

甲４-５８
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
D D B D B C

甲４-５９ 44 Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約７％に
すぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を
撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者
のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 B C B E C C

甲４-６０ 45 Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されている。写真上に紹介記事があるが、紹介記事の内容は本件写真とは関連しな
い内容である上、記事の大きさは本件写真の約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する
解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもので
ある。

Ａ 全 有 有 B C B E C C

甲４-６１ 46 Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約８％に
すぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を
撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者
のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 D C C D B C

甲４-６２ 47 Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されている。写真上に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約９％に
すぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を
撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者
のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 A C C C C C

甲４-６３ 上 Ｈ、Ｋ A D C D C D

甲４-６４ 左下 Ｋ A E C C C D

甲４-６５ 右下 Ｈ、Ｋ A D C D C D

甲４-６６ 49 Ｈ、Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約４％に
すぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を
撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者
のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 A C C D C C

甲４-６７ 50 Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されている。写真上に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約８％に
すぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を
撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者
のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 A C C C B C

甲４-６８ 51 Ｊ、Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 A C C D C D

甲４-６９ 左上 Ｋ、Ｌ A E C D C D

甲４-７０ 右上 Ｋ A D C B C D

甲４-７１ 左下 Ｋ A E B C C D

甲４-７２ 右下 Ｋ A D C C C D

甲４-７３ 左上 Ｊ、Ｋ A D C D C C

甲４-７４ 右上 Ｋ A E C C C C

甲４-７５ 下 Ｋ A D C B C C

甲４-７６ 上 Ｋ A D A C C D

甲４-７７ 下 Ｋ A D C C B D

甲４-７８ 55 Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されている。写真上に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約６％に
すぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を
撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者
のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 A C C C C C

全

全

同上 Ａ

見

52

48

34

31

35

29

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

42、43

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情まで分
かるように掲載されている。頁右側に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約３％にす
ぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮
影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ

Ａ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真が、頁全体の背景と頁左下に使用されて
いる。同頁に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、その大きさは両写
真の大きさの約４７％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開
の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写
真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

同上

54

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真が、頁全体の背景と頁右上に使用されて
いる。同頁に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、その大きさは両写
真の大きさの約５７％にとどまり、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公
開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

無

全 無

有 有

無Ａ 全

53

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されている。頁右下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容で
ある上、記事の大きさは本件写真の約６％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一
部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 無

Ａ 全 無

無Ａ
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甲４-７９ 56 Ｋ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。写真上に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは
本件写真の大きさの約１９％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活
動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖
像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 一 有 無 E C C B C C

甲４-８０ 上 Ｈ、Ｊ、Ｋ、Ｌ E E C F C D

甲４-８１ 左下 Ｋ E E C B C D

甲４-８２ 右下 Ｉ、Ｋ E E C F C D

甲４-８３ Ｋ E C C B C D

甲４-８４ 下 Ｋ E E C F C D

甲４-８５ 上 Ｋ E D C B C C

甲４-８６ 下 Ｊ、Ｋ E D C F C C

甲４-８７ 上 Ｋ E D C B C E

甲４-８８ 中央 Ｋ E E C F C E

甲４-８９ 下 Ｋ E D C C C E

甲４-９０ 上 Ｋ E D C F C E

甲４-９１ 下
Ｈ、Ｊ、
Ｋ、Ｌ

E D C F C E

甲４-９２ 上 Ｋ A E C C C C

甲４-９３ 下
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A D C D C C

甲４-９４ 63
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 A C C D C D

甲４-９５ 64 Ｋ 同上 Ａ 全 無 A B C B C E

甲４-９６ 65 Ｋ 同上 Ａ 全 無 A B C B C E

甲４-９７ Ｋ A D C C C C

甲４-９８ Ｉ、Ｊ、Ｋ A C C D C C

甲４-９９ Ｋ A D C C C C

甲４-１００ 68 Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 A C C C C E

甲４-１０１ 左上 Ｋ A E C C C C E

甲４-１０２ 右上 Ｋ A E C C C E

甲４-１０３ 下 Ｊ、Ｋ A D C D C E

甲４-１０４ 左上 Ｋ A E C C C C

甲４-１０５ 右上 Ｋ A D C B C C

甲４-１０６ 下 Ｋ A D C C B C

甲４-１０７ 71 Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 A C C B C D

甲４-１０８ 左 Ｋ、Ｌ A D C D C E

甲４-１０９ 右 Ｈ、Ｋ A D C D C E

甲４-１１０ 73 Ｋ 同上 Ａ 全 無 A B C B C E

甲４-１１１ 74 Ｋ 同上 Ａ 全 無 A B B B B E

甲４-１１２ 75 Ｉ、Ｋ、Ｌ 同上 Ａ 全 無 A D C D C E

甲４-１１３ 76、77 Ｉ、Ｊ、Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情まで分
かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 見 無 A B C D C E

甲４-１１４ 左上 Ｋ A E C B C C

甲４-１１５ 右上 Ｋ A D C C B C

甲４-１１６ 下 Ｋ A D C C C C

甲４-１１７ 79 Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されている。写真上に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約１０％
にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子
を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者
のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 D C C E C C

甲４-１１８ 80 Ｉ、Ｊ、Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されて
いる。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約２４％にすぎず、単に原告ら
の肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあ
るが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び
肖像権を侵害するものである。

Ａ 一 有 有 C D C D C C

甲４-１１９ 上 Ｈ、Ｊ、Ｋ C D C F C D

甲４-１２０ 下 Ｋ C S D C C C D

甲４-１２１ 82 Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約８％に
すぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を
撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者
のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 A C C C C C

甲４-１２２ 上
Ｈ、Ｉ、
Ｊ、Ｋ

A D C D C C

甲４-１２３ 下 Ｉ、Ｋ A D C D C C

甲４-１２４ 背景 Ｋ A B C C C B

甲４-１２５ Ｋ D E C C C C

甲４-１２６ 背景 Ｋ A B C C C B

甲４-１２７ Ｋ A E C B B C

甲４-１２８ 86、87
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情まで分
かるように掲載されている。写真左に紹介記事があるが、記事の大きさは本件写真の約４％にすぎ
ず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影
したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブ
リシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 見 有 有 A B C D C C

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されている。頁右下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容で
ある上、記事の大きさは本件写真の約６％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一
部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

83

84

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真が、頁全体の背景と頁中央に使用されて
いる。同頁に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、その大きさは頁全
体の約４２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所に
おける様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではな
く、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

85

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真が、頁全体の背景と頁中央に使用されて
いる。同頁に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、その大きさは頁全
体の約５３％にとどまり、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所
における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

無

Ａ 全 無

有Ａ 全

78 Ａ 全 有 無

72 全 無同上

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁中央左に記事があるが、記事
の内容は写真３枚とは関連しない内容である上、記事の大きさは写真３枚の大きさの約４％にすぎ
ず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載さ
れた写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

70

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されている。頁左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約７％に
すぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を
撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者
のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

81

66、67

69

62

61 同上

58、59

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。見開き２頁にわたり、表情まで分かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内
容は写真４枚とは関連しない内容である上、記事の大きさは写真４枚の約２％にすぎず、単に原告ら
の肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあ
るが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び
肖像権を侵害するものである。

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不
明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能
活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

57 Ｂ 全 無

有 無

60 Ｂ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不
明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能
活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

全 無

Ｂ 見

有 有

Ａ 見 有
有
無

無

Ａ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されて
いる。写真上に記事があるが関連しない内容であり、甲４－９２の上に記事があるが、記事の内容は
両写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは両写真の約２６％にすぎず、また、甲４－９３の
左上に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約１１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑
賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活
動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵
害するものである。

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情まで分
かるように掲載されている。甲４－９７の下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは写真３枚の約
４％にすぎず、また、甲４－９８の右側に記事があるが、記事の内容は写真３枚とは関連しない内容
である上、記事の大きさは写真３枚の約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一
部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

全

同上 Ａ 全

無

Ａ 一 有
無
有

Ｂ 全

18



甲４-１２９ 左上 Ｋ A E C C C E

甲４-１３０ 右上 Ｋ A E C B C E

甲４-１３１ 下 Ｋ A D C C C E

甲４-１３２ 89 Ｋ 同上 Ａ 全 無 A C B C C E

甲４-１３３ 上 Ｋ A C C B C E

甲４-１３４ 下 Ｋ A C C C C E

甲４-１３５ 上 Ｋ A C C B C E

甲４-１３６ 下 Ｊ、Ｋ A C C C C E

甲４-１３７ 92
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ 同上 Ａ 全 無 A D C D C E

甲４-１３８ 93 Ｋ 同上 Ａ 全 無 A B C B C E

甲４-１３９ 94、95 Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情まで分
かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 見 無 A B C B B E

甲４-１４０ 96 Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 A C C C C D

甲４-１４１ 上 Ｊ、Ｋ、Ｌ A D C D C C

甲４-１４２ 下 Ｋ A D C C C C

甲４-１４３ 98 Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 A B C C B E

甲４-１４４ 上 Ｈ、Ｋ A D C D C E

甲４-１４５ 下 Ｋ A D C C B E

甲４-１４６ 左上 Ｋ A E C C C C

甲４-１４７ 右上 Ｋ A D C C C C

甲４-１４８ 下 Ｋ A D C B C C

甲４-１４９ 101 Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 A B C C C D

甲４-１５０ 左上 Ｋ G E C A C C

甲４-１５１ 右上 Ｋ G F E C A C C

甲４-１５２ 左下 Ｋ G F E C B C C

甲４-１５３ 右下 Ｋ G F E C B C C

甲４-１５４ 左上 Ｋ G F E C C C C

甲４-１５５ 右上 Ｋ G F E C F C C

甲４-１５６ 下 Ｋ G F E C D C C

甲４-１５７ 104 Ｋ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不
明であるが、頁全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活
動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖
像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全 無 G C C A C E

甲４-１５８ 左上 Ｋ G F D C B C E

甲４-１５９ 右上 Ｋ G F E C B C E

甲４-１６０ 左下 Ｋ G F E C F C E

甲４-１６１ 右下 Ｋ G F E C B C E

甲４-１６２ 上 Ｋ C D C E C D

甲４-１６３ 下 Ｋ C D B B C D

甲４-１６４ 上 Ｋ G F E C F A C

甲４-１６５ 中央 Ｋ G F E C C C C

甲４-１６６ 下 Ｋ 不知 F E C B A C

甲４-１６７ 上 Ｋ G F D C F C C

甲４-１６８ 下 Ｋ G F E C F C C

甲４-１６９ 上 Ｋ G F D C B C D

甲４-１７０ 下 Ｋ G F E C B C D

甲４-１７１ 110
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されて
おり、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所
における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 一 無 A D C D C B E

甲４-１７２ 上 Ｊ、Ｋ、Ｌ D E C D B C E

甲４-１７３ 下 Ｋ A E C C B C E

甲４-１７４ 左 Ｋ A E C C B C E

甲４-１７５ 中央上 Ｋ A E C A C C E

甲４-１７６ 中央下 Ｋ A E C A C C E

甲４-１７７ 右上 Ｋ D E C A B C E

甲４-１７８ 右下 Ｋ A E C A C C E

甲４-１７９ 上
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A E C F C A

甲４-１８０ 下 Ｋ A E C B B A

Ａ

105

106

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ

Ｂ

102

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。写真上に記事があるが、記事の内容は写真４枚とは関連しない内容である上、記事の大きさは
写真４枚の大きさの約２６％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活
動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖
像権を著しく侵害するものである。

Ｂ

103

Ａ

Ｂ

108

107

111

109

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。写真右上に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは
両写真の大きさの約６％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。頁
の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する
解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもので
ある。

Ｂ

Ｂ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不
明であるが、頁全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活
動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖
像権を著しく侵害するものである。

97

99

100

Ａ 全

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁中央左に紹介記事があるが、
紹介記事の大きさは写真３枚の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載された
ものであり、撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載さ
れているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブ
リシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ａ 全

有

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されて
おり、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所
における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

無

裏表紙 Ａ 全 無

112

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されて
おり、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所
における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ同上

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。頁中央右に記事があるが、記事の内容は写真３枚とは関連しない内容である上、記事の大きさ
は写真３枚の大きさの約６％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関
する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するも
のである。

無

無

有全

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。頁右下に記事があるが、記事の内容は写真３枚とは直接には関連しない内容である上、記事の
大きさは写真３枚の大きさの約６％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動
に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害
するものである。

全

同上

一

全 有 無

無全

一

Ｂ 全

一

無

全 有

有

無

全

無

有 無

全 無

無

有 有

全 無

無全

Ａ

88

90 同上

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ

Ａ91 同上

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されている。頁右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約６％に
すぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を
撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者
のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

同上
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被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら

写真番号 掲載ページ 掲載場所 被撮影者 撮影態様 AorB

写真
・一部
・全面

・見開き

記事 関連性

甲５-１ 上
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A E C D C A

甲５-２ 中央 Ｌ A E A C C A

甲５-３ 下 Ｌ D E B A B A

甲５-４ 上 Ｌ D E C B C E

甲５-５ 下 Ｌ E E C C C E

甲５-６ 上
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A E C D C A E

甲５-７ 下 Ｌ A E A C C A E

甲５-８ 2 Ｉ、Ｊ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害す
るものである。

Ａ 全 無 A C C D C C E

甲５-９ 3 Ｌ 同上 Ａ 全 無 A C A C C D E

甲５-１０ 4 Ｌ 同上 Ａ 全 無 A B B C C D

甲５-１１ 5
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載
されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、
記事の大きさは本件写真の約１７％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解
説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するも
のである。

Ａ 一 有 無 A C C D C C

甲５-１２ 6 Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害す
るものである。

Ａ 全 無 A C B C B E

甲５-１３ 左上 Ｌ A E B B C E

甲５-１４ 右上 Ｌ A E B C C E

甲５-１５ 左下 Ｌ A E C B C E

甲５-１６ 右下 Ｌ A E C C C E

甲５-１７ 上 Ｌ A D B B C E

甲５-１８ 下 Ｌ A D B B B E

甲５-１９ 上 Ｌ D D C E B E

甲５-２０ 下 Ｌ D D A B B E

甲５-２１ 上
Ｈ、Ｊ、
Ｋ、Ｌ

E D C F C E

甲５-２２ 下 Ｌ E D C C C E

甲５-２３ 上 Ｌ D D C F C E

甲５-２４ 下 Ｌ D D C F C E

甲５-２５ 上 Ｌ E D C F C E

甲５-２６ 下 Ｌ E D C F C E

甲５-２７ 13 Ｌ 同上 Ｂ 全 無 E C C C C E

甲５-２８ 14
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載
されており、写真上に記事があるが関連しない内容である上、記事の大きさは、本件写真の
約１６％にすぎず、また、写真左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約
１５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所に
おける様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真
ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 一 有
無
有

D D C D B C

甲５-２９ 上
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
D D C E C C

甲５-３０ 下 Ｊ、Ｋ、Ｌ D D C D C C

甲５-３１ 上
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A D C D B C

甲５-３２ 下 Ｉ、Ｋ、Ｌ A D C E C C

甲５-３３ 17 Ｉ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート時の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真
の約１０％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場
所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 A D C D A C

甲５-３４ 18、19
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情
まで分かるように掲載されている。写真右下に紹介記事があるが、記事の大きさは本件写真
の約６％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場
所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 見 有 有 D C B C F C C

甲５-３５ 20、21
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A C C D C C

甲５-３６ 20 下 Ｌ A D C C A C

甲５-３７ 21 下
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
D D C D B C

甲５-３８ 22、23
Ｈ、Ｉ、
Ｊ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情
まで分かるように掲載されている。写真右下に紹介記事があるが、記事の大きさは本件写真
の約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場
所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 見 有 有 A C B C D C C

甲５-３９ 左上 Ｌ A D C C B E

甲５-４０ 右上 Ｌ A E C A B E

甲５-４１ 左下 Ｌ A D C B C E

甲５-４２ 右下 Ｌ A D C C C E

甲５-４３ 25 Ｌ 同上 Ａ 全 無 A C C C C E

甲５-４４ 26
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載
されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約１４％にすぎ
ず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子
を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被
撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 一 有 有 D C C D B C

個別主張一覧表（５）

見 有 有

無

無全

全

7 Ａ 全 無

8

9

Ａ

Ａ

11

同上

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもの
ではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されて
いるものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパ
ブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

10

15

12

16

24

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表表紙において、頁の全
面にわたり、原告らの表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告ら
の肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもの
ではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブ
リシティ権及び肖像権を侵害するものである。

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもの
ではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されて
いるものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパ
ブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害す
るものである。

同上

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害す
るものである。

同上

Ｂ 全

Ａ 全 無

Ａ 全 有 有

左記被撮影者のコンサート時の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
でわかるように掲載されている。頁右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の
約８％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所
における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写
真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

全

表紙

表袖

1

無

Ｂ 全 無

Ａ 全

Ａ

無

有

Ａ

全 無

全

Ｂ 無

無

左記被撮影者のコンサート時の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。頁中央に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の
約７％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所
における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写
真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情
まで分かるように掲載されている。甲５－３６の右に紹介記事があるが、紹介記事の大きさ
は、甲５－３５と甲５－３６の約５％にすぎず、また、甲５－３７の上に紹介記事があるが、紹介
記事の大きさは本件写真の約２１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解
説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するも
のである。

Ｂ

有Ａ 全

同上

同上

原告らの主張
被告の主張及び原告らの認否

撮影中の活動 写真の大きさ 写真の鮮明度 肖像占有度 表情・ポーズ等 記事の有無等
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甲５-４５ 27 Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害す
るものである。

Ａ 全 無 D C C B B C D

甲５-４６ 背景 Ｌ G F C C C B C B

甲５-４７ Ｌ G F D C C C C

甲５-４８ 背景 Ｌ G F C C B C B

甲５-４９ Ｌ G F D C C A C

甲５-５０ 30 Ｌ

左記被撮影者のコンサート時の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真
の約９％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場
所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 D C C D C D

甲５-５１ 上
Ｈ、Ｊ、
Ｋ、Ｌ

D D C D C D

甲５-５２ 下 Ｌ D D B F B D

甲５-５３ 32 Ｌ 同上 Ａ 全 無 A C C C B D

甲５-５４ 33 Ｌ

左記被撮影者のコンサート時の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真
の約６％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場
所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 A C C B C C

甲５-５５ Ｌ A C C B A C

甲５-５６ Ｌ A D C C C D

甲５-５７ 36 Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害す
るものである。

Ａ 全 無 A C C C C E

甲５-５８ 上 Ｌ A D C C C E

甲５-５９ 下 Ｌ A D C B C E

甲５-６０ 38 Ｌ 同上 Ａ 全 無 A C C E C E

甲５-６１ 39 Ｌ 同上 Ａ 全 無 A C C C C E

甲５-６２ 上 Ｌ A D C C C E

甲５-６３ 下 Ｌ A D C B C E

甲５-６４ 41 Ｌ 同上 Ａ 全 無 A C C C B E

甲５-６５ 42 Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載
されており、写真上に記事があるが関連しない内容である上、記事の大きさは、本件写真の
約２４％にすぎず、また、写真左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約
１９％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所に
おける様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真
ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 一 有
無
有

D D C B B C

甲５-６６ 上 Ｌ D D C B B C

甲５-６７ 下
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
D C C D B C

甲５-６８ 44 Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載
されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約１１％にすぎ
ず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子
を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被
撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 一 有 有 D C C E B C

甲５-６９ 45 Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害す
るものである。

Ａ 全 無 D C B B B D

甲５-７０ 上 Ｌ D D C E B C

甲５-７１ 下 Ｌ D D B A B C

甲５-７２ 上 Ｌ D D C B C C

甲５-７３ 下 Ｌ D D C F B C

甲５-７４ 48 Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真
の約７％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場
所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 B C B C C C

甲５-７５ 上 Ｌ B D C E C D

甲５-７６ 左下 Ｌ B E C E C D

甲５-７７ 右下 Ｌ B E C B C D

甲５-７８ 上 Ｌ A D C C C C

甲５-７９ 左下 Ｌ A E C C C C

甲５-８０ 右下 Ｌ A E C C B C

甲５-８１ 51
Ｈ、Ｉ、
Ｊ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート時の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真
の約５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場
所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 D C C D C C

同上

同上40

34、35 有見

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害す
るものである。

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真が、頁全体の背景と頁左下に使用
されている。同頁に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、その
大きさは両写真の大きさの約３９％にとどまり、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解
説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するも
のである。

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情
まで分かるように掲載されている。頁左下に記事があるが、両写真とは関連しない内容である
上、記事の大きさは両写真の約５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解
説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するも
のである。

一

無

50 Ａ

43

31

28

29

37

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真が、頁全体の背景と頁中央に使用
されている。同頁に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、その
大きさは両写真の大きさの約３１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載され
たものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもの
である。

有

Ａ

Ａ

49

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害す
るものである。

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載
されている。頁中央に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約１４％にすぎず、
単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮
影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影
者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ

Ａ

Ａ

47

46

一 有 有

無

全 無

無全

全

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。同頁右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真
の約８％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場
所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全

有

有

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。同頁左上に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真
の約９％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場
所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載
されている。同頁左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは写真３枚の大きさの約１６％
にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所におけ
る様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

有

無Ａ 全

有
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甲５-８２ 52 Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害す
るものである。

Ａ 全 無 D C C E C D

甲５-８３ 53 Ｌ

左記被撮影者のコンサート時の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真
の約８％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場
所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 D C C B C C

甲５-８４ 左 Ｌ A D C B C C

甲５-８５ 右 Ｌ A D C C B C

甲５-８６ 55 Ｌ

左記被撮影者のコンサート時の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真
の約５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場
所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 A C C C C C

甲５-８７ 左 Ｌ G F E C F C C

甲５-８８ 右 Ｌ G F E B C A C

甲５-８９ 左上 Ｌ G F D C B C C

甲５-９０ 右上 Ｌ G F E C A C C

甲５-９１ 左下 Ｌ G F D C F A C

甲５-９２ 右下 Ｌ G F E B C C C

甲５-９３ 左上 Ｌ G F E B B C C

甲５-９４ 右上 Ｌ G F E C F C C

甲５-９５ 下 Ｌ G F D C C C C

甲５-９６ 59 Ｌ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもの
ではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されて
いるものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパ
ブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全 無 G F C C B A D

甲５-９７ 60 Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連し
ない内容である上、記事の大きさは本件写真の約５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞さ
せるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸
能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び
肖像権を侵害するものである。

Ａ 　全 有 無 C C C B A C

甲５-９８ 61 Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害す
るものである。

Ａ 全 無 G C C C C D

甲５-９９ 62 Ｌ 同上 Ａ 全 無 G C C B C E

甲５-１００ 63 Ｋ、Ｌ 同上 Ａ 全 無 G C C D C E

甲５-１０１ 64 Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載
されている。写真上に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、
記事の大きさは本件写真の約２４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解
説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するも
のである。

Ａ 一 有 無 A C C F C C

甲５-１０２ 65
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート時の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真
の約１０％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場
所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 A C C D C C

甲５-１０３ 66 Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害す
るものである。

Ａ 全 無 A C C D C E

甲５-１０４ 67 Ｌ 同上 Ａ 全 無 A C B B C E

甲５-１０５
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A C C D C D

甲５-１０６ 左下 Ｈ、Ｌ A D C D B D

甲５-１０７ 右下 Ｌ A D B B B D

甲５-１０８ 下 Ｌ A D C B C C

甲５-１０９ 70、71 Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情
まで分かるように掲載されている。写真右下に紹介記事があるが、記事の大きさは本件写真
の約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場
所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 見 有 有 A B C B B C

甲５-１１０ 上 Ｌ A D C D C E

甲５-１１１ 下 Ｌ A D C B B E

甲５-１１２ 73 Ｌ 同上 Ａ 全 無 A C C C C E

甲５-１１３ 74 Ｌ 同上 Ａ 全 無 A C B B C E

甲５-１１４ 上 Ｌ A D B B C E

甲５-１１５ 左下 Ｌ A D B B C E

甲５-１１６ 右下 Ｌ A E C B C E

甲５-１１７ 76、77 Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情
まで分かるように掲載されている。写真右側に紹介記事があるが、記事の大きさは本件写真
の約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場
所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 見 有 有 A B C C C C

無

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害す
るものである。

見

全

有 有

無

58

54

56

57

72

全

Ａ

Ａ75 同上

Ａ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもの
ではない。頁右下に記事があるが、記事の内容は写真３枚と直接には関連しない内容である
上、記事の大きさは写真３枚の約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものであり、撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情まで
アップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

68、69

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情
まで分かるように掲載されている。６９頁右上に紹介記事があるが、記事の大きさは写真４枚
の約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場
所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載
されている。同頁左上に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは甲５－８４の写真の約１７％
にすぎず、また、同頁右下に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である
上、記事の大きさは両写真の約１０％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解
説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するも
のである。

Ａ
有
無

有

Ｂ 一 有 無

一

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもの
ではない。写真上に記事があるが、記事の大きさは両写真の約２７％にすぎず、単に原告ら
の肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライベート時
の様子がアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

有 無

Ｂ 全 有 無

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもの
ではない。頁右下に記事があるが、記事の内容は写真４枚と直接には関連しない内容である
上、記事の大きさは写真４枚の約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものであり、撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情まで
アップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全
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甲５-１１８ 上 Ｌ A E C B B E

甲５-１１９ 中央 Ｌ A D B C C E

甲５-１２０ 下 Ｌ A D B B C E

甲５-１２１ 上 Ｌ A D C B C E

甲５-１２２ 左下 Ｌ A D C C C E

甲５-１２３ 右下 Ｌ A D C B C E

甲５-１２４ 80 Ｌ 同上 Ａ 全 無 A C C B C E

甲５-１２５ 上 Ｌ A D C B C E

甲５-１２６ 下 Ｌ A D B C C E

甲５-１２７ 上 Ｉ、Ｋ、Ｌ A D C D C C

甲５-１２８ 左下 Ｌ A E C C C C

甲５-１２９ 右下 Ｌ A E C C C C

甲５-１３０ 83 Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真
の約３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場
所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 A C C D C C

甲５-１３１ 左上 Ｌ A D C E C E

甲５-１３２ 右上 Ｌ A D C C C E

甲５-１３３ 下 Ｌ A D C E C E

甲５-１３４ 上 Ｌ A D C E C E

甲５-１３５ 下 Ｌ A D C B C E

甲５-１３６ 86、87
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情
まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために
掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関
する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害
するものである。

Ａ 見 無 A B C D C E

甲５-１３７ 背景 Ｌ A B C C B B

甲５-１３８ Ｌ D E C F C C

甲５-１３９ 背景 Ｌ A B C C C B

甲５-１４０ Ｌ D E C F C C

甲５-１４１ 上 Ｌ D D C F C C

甲５-１４２ 下 Ｌ D D C F C C

甲５-１４３ 91 Ｌ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもの
ではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されて
いるものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパ
ブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全 無 D C C B C D

甲５-１４４ 上 Ｌ D D C E B C

甲５-１４５ 下 Ｌ D E C E B C

甲５-１４６ 93 Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害す
るものである。

Ａ 全 無 D B C F C D

甲５-１４７ 94、95 Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情
まで分かるように掲載されている。写真右下に紹介記事があるが、記事の大きさは本件写真
の約３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場
所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 見 有 有 A B C F B C

甲５-１４８ 96 Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害す
るものである。

Ａ 全 無 A C C F C E

甲５-１４９ 上 Ｌ A D C C C E

甲５-１５０ 下 Ｌ A D C F C E

甲５-１５１ 98 Ｌ 同上 Ａ 全 無 A C C C C E

甲５-１５２ 上 Ｌ A D C B C E

甲５-１５３ 下 Ｌ A D C B B E

甲５-１５４ 100 Ｌ 同上 Ａ 全 無 A C C C C D

甲５-１５５ 101 Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真
の約５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場
所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 有 A C B C C C

甲５-１５６ 上 Ｌ A D C B B E

甲５-１５７ 下 Ｌ A D C B C E

甲５-１５８ 103 Ｌ 同上 Ａ 全 無 A B B C C E

甲５-１５９ 上 Ｌ D D B E B C

甲５-１６０ 左下 Ｌ D E C E C C

甲５-１６１ 右下 Ｌ D D B C C C

甲５-１６２ 105 Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。写真右下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連
しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞
させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸
能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び
肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 有 無 D C C C C C

甲５-１６３ 106 Ｌ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもの
ではない。写真上に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記
事の大きさは本件写真の大きさの約１６％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために
掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載さ
れているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者
のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 一 有 無 E C C F C C

全 有

有

無

無

無

有 有

Ａ 一 有

全

有

Ａ 全

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載
されている。頁左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約１５％にすぎず、
単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮
影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影
者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真が、頁全体の背景と頁左下に使用
されている。同頁に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、その
大きさは頁全体の約４２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもので
ある。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部と
して掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

有

全同上

無

102

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害す
るものである。

Ａ 無全

99 同上 Ａ 全

104

左記被撮影者のコンサート時の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。同頁左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは写真３
枚の約５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の
場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載され
た写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全

同上

82

Ａ

88

97 同上 Ａ

89

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真が、頁全体の背景と頁左下に使用
されている。同頁に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、その
大きさは頁全体の約４８％にとどまり、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部
として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものであ
る。

92

Ｂ

Ａ

85

79 同上 Ａ 全 無

78

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害す
るものである。

84

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害す
るものである。

Ａ 全 無

有

左記被撮影者のコンサート時の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情ま
で分かるように掲載されている。同頁右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは写真３
枚の約５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の
場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載され
た写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ

81

90 全

全 無

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもの
ではない。頁左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約９％にすぎず、単に
原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。頁全面にわたり、プライベート時の
表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

23



甲５-１６４ 上 Ｌ D E C B B D

甲５-１６５ 中央 Ｌ E E C B B D

甲５-１６６ 下 Ｌ E E C F C D

甲５-１６７ 上 Ｌ E D C C C D

甲５-１６８ 下 Ｌ E E C C C D

甲５-１６９ 上
Ｈ、Ｊ、
Ｋ、Ｌ

E D C F C C

甲５-１７０ 下 Ｌ E D C F C C

甲５-１７１ 110
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載
されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 一 無 D D C D B B E

甲５-１７２ 上 Ｌ D E C B B C E

甲５-１７３ 下 Ｌ D E C C B C E

甲５-１７４ 左 Ｌ D E C A C C E

甲５-１７５ 中央上 Ｌ A E C A C C E

甲５-１７６ 中央下 Ｌ A E C A C C E

甲５-１７７ 右上 Ｌ D E C A C C E

甲５-１７８ 右下 Ｌ C E C A C C E

甲５-１７９ 右
Ｈ、Ｉ、
Ｊ、Ｌ

D E C D C A

甲５-１８０ 左 Ｌ D E C B B A

有

無

無Ｂ 全

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもの
ではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されて
いるものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパ
ブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載
されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

107 全

108 Ｂ 全 無

112

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載
されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

一

111

同上

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したもの
ではない。頁右下に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、記事
の大きさは両写真の大きさの約６％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているもので
あり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ
権及び肖像権を侵害するものである。

同上

109

Ｂ

無

Ａ 一 無

Ａ

裏表紙 Ａ 全 無
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被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら

写真番号 掲載ページ 掲載場所 被撮影者 撮影態様 AorB

写真
・一部
・全面

・見開き

記事 関連性

甲６-１ 左上 Ｋ A E B A C A

甲６-２ 左下 Ｌ A E C A C A

甲６-３ 中央 Ｉ A E B A A A

甲６-４ 右上 Ｈ A E C A C A

甲６-５ 右下 Ｊ A E B A C A

甲６-６ 上から１番目 Ｊ A E C A C E

甲６-７ 上から２番目 Ｋ A E C A C E

甲６-８ 上から３番目 Ｌ A E C A C E

甲６-９ 上から４番目 Ｈ A E C A C E

甲６-１０ 上から５番目 Ｉ A E C A C E

甲６-１１ 左上 Ｋ A E B A C C E

甲６-１２ 左下 Ｌ A E C A C C E

甲６-１３ 中央 Ｉ A E B A A C E

甲６-１４ 右上 Ｈ A E C A C C E

甲６-１５ 右下 Ｊ A E B A C C E

甲６-１６ 2、3
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情まで分
かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として
掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 見 無 A B C D C C E

甲６-１７
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A C C D C C

甲６-１８
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A D C D C D

甲６-１９ 6 Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 A B B C B E

甲６-２０ 7 Ｊ 同上 A 全 無 A C B B C E

甲６-２１ 8 Ｌ 同上 A 全 無 A C B B C E

甲６-２２ 9 Ｈ 同上 A 全 無 A B B C C E

甲６-２３ 10 Ｉ 同上 A 全 無 A B B C B E

甲６-２４ 11
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ 同上 A 全 無 A C C D C E

甲６-２５ 左 Ｊ G F E C E C C

甲６-２６ 右 Ｊ G F E C F C C

甲６-２７ 13 Ｊ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。写真右下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大きさ
は本件写真の大きさの約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関
する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するも
のである。

B 全 有 無 G F C C E C B

甲６-２８ 左上 Ｊ G F E B C C C

甲６-２９ 右上 Ｊ 不知 F D C B A C

甲６-３０ 左下 Ｊ G F E C E C C

甲６-３１ 右下 Ｊ G F E C C C C

甲６-３２ 上 Ｊ G F C C B C C

甲６-３３ 下 Ｊ 不知 F D C A A C

甲６-３４ 上 Ｊ G F E C F C C

甲６-３５ 中央 Ｊ G F D C F C C

甲６-３６ 下 Ｊ G F E C F C B

甲６-３７ 左上 Ｊ G F D B B C B

甲６-３８ 右上 Ｊ G F E C F C B

甲６-３９ 左下 Ｊ G F D C F C C

甲６-４０ 右下 Ｊ G F E C F C C

甲６-４１ 18 Ｊ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されて
いる。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖
像権を侵害するものである。

A 一 有 無 A E C B C C

甲６-４２ 左上 Ｊ C D C A A D

甲６-４３ 右上 Ｊ A D C C C D

甲６-４４ 左下 Ｊ A E C C C D

甲６-４５ 右下 Ｊ A E C C B D

甲６-４６ 20 Ｊ 同上 A 全 無 C C C A C E

甲６-４７ 21 Ｊ 同上 A 全 無 C C C C C E

甲６-４８ 22 Ｊ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不
明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能
活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F C C F C D

甲６-４９ 上 Ｊ G F D C F C C

甲６-５０ 中央 Ｊ G F D C F C C

甲６-５１ 下 Ｊ G F D C F C C

甲６-５２ 上 Ｊ G F D C F C C

甲６-５３ 下 Ｊ D D C B B C

個別主張一覧表（６）

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表表紙において、頁の全面にわた
り、原告らの表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させ
るために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関
する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するも
のである。

有

無

無

有

全

見

A 全

無有

全 無

一

A

B

B

全

14

無

表紙

B

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A表袖

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。表情まで分かるように掲載されている。両写真下に記事があるが、記事の大きさは両写真の約２
５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様
子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影
者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

15

4、5 A

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。頁中央左に記事があるが、記事の内容は写真４枚とは関連しない内容である上、記事の大きさ
は写真４枚の約１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場
所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情まで分
かるように掲載されている。５頁右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約９％に
すぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮
影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパ
ブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

B

1

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

16

24

12

23

19

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。頁右上に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは両
写真の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は
不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸
能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、か
つ肖像権を著しく侵害するものである。

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。甲６－３４の右側，甲６－３５及び甲６－３６の下に記事があるが、記事の内容は写真３枚とは関
連しない内容である上、記事の大きさは写真３枚の約５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させる
ために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情
までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではな
く、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。甲６－５３の左側に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、記事の大
きさは両写真の約５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影
場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているもので
あり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵
害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

無有

全 有 無

B 全 有

全 有

A

17

B 全 有

全 無

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。甲６－３７及び甲６－３８の下に記事があるが、記事の内容は写真４枚とは関連しない内容である
上、記事の大きさは写真４枚の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載さ
れているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブ
リシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

無

無

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。甲６－５０の下に記事があるが、記事の内容は写真３枚とは関連しない内容である上、記事の大
きさは写真３枚の約３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮
影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているもの
であり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を
侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 有 無

原告らの主張
被告の主張及び原告らの認否

撮影中の活動 写真の大きさ 写真の鮮明度 肖像占有度 表情・ポーズ等 記事の有無等
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甲６-５４ 25 Ｊ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不
明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能
活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F C C A C D

甲６-５５ 上 Ｊ G F E C F C C

甲６-５６ 下 Ｊ G F C C A B C

甲６-５７ 27 Ｊ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不
明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能
活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F B C C C D

甲６-５８ 左 Ｊ A E C C C C

甲６-５９ 右 Ｊ A E C B C C

甲６-６０ 29 Ｊ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 A C B C B D

甲６-６１ 左上 Ｊ A D C C C E

甲６-６２ 右上 Ｊ A D C B C E

甲６-６３ 左下 Ｊ A D C C C E

甲６-６４ 右下 Ｊ A D C C C E

甲６-６５ 31 Ｊ 同上 A 全 無 A C C B C B E

甲６-６６ 左 Ｋ G F E C F C C

甲６-６７ 右 Ｋ G F E C C C C

甲６-６８ 33 Ｋ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは
本件写真の約３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場
所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 有 無 G F C C F C C

甲６-６９ 上 Ｋ G F E D C D C C

甲６-７０ 中央 Ｋ G F D C F C C

甲６-７１ 下 Ｋ G F E C B C C

甲６-７２ 35 Ｋ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不
明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能
活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F B C C C D

甲６-７３ 36 Ｋ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは
本件写真の約１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場
所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 有 無 G F C C B C C

甲６-７４ 上 Ｋ G F E C F C C

甲６-７５ 中央 Ｋ G F E C F C C

甲６-７６ 下 Ｋ G F D C B C C

甲６-７７ 上 Ｋ G F E C B A C

甲６-７８ 左下 Ｋ G F D C F C C

甲６-７９ 右下 Ｋ G F C C F C C

甲６-８０ 39 Ｋ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは
本件写真の約３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場
所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 有 無 G F C C B C C

甲６-８１ 40 Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されて
いる。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖
像権を侵害するものである。

A 一 有 無 C E C A B C

甲６-８２ 上 Ｋ A D C C B D

甲６-８３ 下 Ｋ A D C C C D

甲６-８４ 左上 Ｋ A D C C C E

甲６-８５ 左下 Ｋ A D C C C E

甲６-８６ 右上 Ｋ A D C C B E

甲６-８７ 右下 Ｋ A D C B C E

甲６-８８ 上 Ｋ A D B C B E

甲６-８９ 下 Ｋ A D C C C E

甲６-９０ 左上 Ｋ G F E C A C C

甲６-９１ 右上 Ｋ G F D C B C B

甲６-９２ 左下 Ｋ G F E C F C C

甲６-９３ 右下 Ｋ G F E C C C C

甲６-９４ 45 Ｋ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは
本件写真の約３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場
所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 有 無 C C C B C B

甲６-９５ 46 Ｋ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。写真左下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大きさ
は本件写真の約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影
場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているもので
あり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵
害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 有 無 G F B C F C B

37

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。頁左下に記事があるが、記事の内容は写真３枚とは関連しない内容である上、記事の大きさは
写真３枚の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、
芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、
かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 有 無

32

34 B

無

全 有

無

無

全

全

全 無

有

一

全A

B

B

A

A 全

B

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。甲６－９０の下及び甲６－９１の左下に記事があるが、記事の内容は写真４枚とは関連しない内
容である上、記事の大きさは写真４枚の約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載
されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで
掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者
のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

43 同上

B

42

38

28

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。甲６－７０の下に記事があるが、記事の内容は写真３枚とは関連しない内容である上、記事の大
きさは写真３枚の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮
影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているもの
であり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を
侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

44

41

30 同上

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。頁下に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは両写
真の約２７％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不
明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の
一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害す
るものである。

同上

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されて
いる。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖
像権を侵害するものである。

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。頁左上に記事があるが、記事の内容は写真３枚とは関連しない内容である上、記事の大きさは
写真３枚の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、
芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、
かつ肖像権を著しく侵害するものである。

無

無

有

26

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。甲６－５６の右下に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、記事の大
きさは両写真の約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮
影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているもの
であり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を
侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

A 一 有

全A

全 有 無

無

無

有 無

26



甲６-９６ 上 Ｋ G F D C F C C

甲６-９７ 下 Ｋ G F D C F C C

甲６-９８ 左上 Ｋ A D C C C D

甲６-９９ 右上 Ｋ A D C B C D

甲６-１００ 左下 Ｋ A D C C C D

甲６-１０１ 右下 Ｋ A D C B C D

甲６-１０２ 49 Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されて
いる。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖
像権を侵害するものである。

A 一 有 無 A E C B C C

甲６-１０３ 左上 Ｋ A D C B C E

甲６-１０４ 右上 Ｋ A E C C C E

甲６-１０５ 左下 Ｋ A E C C C E

甲６-１０６ 右下 Ｋ A D C B C E

甲６-１０７ 51 Ｋ 同上 A 全 無 A C C D C E

甲６-１０８ 52 Ｌ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは
本件写真の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場
所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 有 無 G F C C B C C

甲６-１０９ 左 Ｌ G F E C B C C

甲６-１１０ 右 Ｌ G F E C C A C

甲６-１１１ 54 Ｌ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。頁下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは本
件写真の約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、
芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、
かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 有 無 G F B C B C B

甲６-１１２ 上 Ｌ G F D C C C C

甲６-１１３ 中央 Ｌ G F D C B C C

甲６-１１４ 下 Ｌ G F D C B C C

甲６-１１５ 上 Ｌ G F D C F C D

甲６-１１６ 下 Ｌ G F E C C C D

甲６-１１７ 左上 Ｌ G F D C F C C

甲６-１１８ 右上 Ｌ G F D C F C B

甲６-１１９ 下 Ｌ G F E C F C C

甲６-１２０ 58 Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されて
いる。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖
像権を侵害するものである。

A 一 有 無 C E C A C C

甲６-１２１ 左上 Ｌ A D B C C D

甲６-１２２ 右上 Ｌ A E C B B D

甲６-１２３ 左下 Ｌ A D C C B D

甲６-１２４ 右下 Ｌ A D B B C D

甲６-１２５ 60 Ｌ 同上 A 全 無 A C C C C E

甲６-１２６ 左上 Ｌ A D C C B E

甲６-１２７ 右上 Ｌ A D C C C E

甲６-１２８ 左下 Ｌ A D C C C E

甲６-１２９ 右下 Ｌ A D C C C E

甲６-１３０ 62 Ｌ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不
明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能
活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F C B B C D

甲６-１３１ 上 Ｌ G F D C F C C

甲６-１３２ 下 Ｌ G F E C C C C

甲６-１３３ 上 Ｌ G F D C E C D

甲６-１３４ 下 Ｌ G F E B B C D

甲６-１３５ 65 Ｌ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。頁下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは本
件写真の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、
芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、
かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 有 無 G F B C C C B

甲６-１３６ 上 Ｌ A F E C C C C

甲６-１３７ 中央 Ｌ A F D C B C C

甲６-１３８ 下 Ｌ A F D C F C C

無B 全

無

有

有 無

有 無

B 全 無

有 無

無

A 全

56

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不
明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能
活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 全

B 全

48

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全

一

55

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。甲６－１１３の下及び甲６－１１４の右側に記事があるが、記事の内容は写真３枚とは関連しない
内容である上、記事の大きさは写真３枚の約５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップ
で掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影
者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B

66

61 同上

64

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不
明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能
活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

63

57

53

50

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。頁下に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは両写
真の約２７％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不
明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の
一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害す
るものである。

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。写真右上に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは
両写真の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、
芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、
かつ肖像権を著しく侵害するものである。

無有

無

無

47

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

全

無

B

59

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。甲６－１１８の下及び甲６－１１９の右側に記事があるが、記事の内容は写真３枚とは関連しない
内容である上、記事の大きさは写真３枚の約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップ
で掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影
者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

A 全

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。甲６－１３６の左上及び甲６－１３７の下に記事があるが、記事の内容は写真３枚とは関連しない
内容である上、記事の大きさは写真３枚の約６％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップ
で掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影
者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全

B 全 有

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。甲６－１３１の右側及び甲６－１３２の左下に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない
内容である上、記事の大きさは両写真の約８％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップ
で掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影
者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

27



甲６-１３９ 67 Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 C C C D C D

甲６-１４０ 68 Ｈ、Ｌ 同上 A 全 無 A B C D C D

甲６-１４１ 左 Ｌ A E C F C C

甲６-１４２ 中央 Ｌ A E C B C C

甲６-１４３ 右 Ｌ A E C C C C

甲６-１４４ 左上 Ｌ A E C C C E

甲６-１４５ 右上 Ｌ A E C B A E

甲６-１４６ 左下 Ｌ A E C B C E

甲６-１４７ 右下 Ｌ A E C C C E

甲６-１４８ 71 Ｈ、Ｌ 同上 A 全 無 A C C D C E

甲６-１４９ 左 Ｈ G F E C B C C

甲６-１５０ 中央 Ｈ G F E C F C C

甲６-１５１ 右 Ｈ G F E C B C C

甲６-１５２ 73 Ｈ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 C C C C C D

甲６-１５３ 74 Ｈ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは
本件写真の約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場
所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 有 無 G F C C B C C

甲６-１５４ 75 Ｈ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは
本件写真の約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場
所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 有 無 G F B C B C B

甲６-１５５ 上 Ｈ A D B B C D

甲６-１５６ 左下 Ｈ A E C B C D

甲６-１５７ 右下 Ｈ A A E C B C D

甲６-１５８ 77 Ｈ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されて
いる。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖
像権を侵害するものである。

A 一 有 無 C E C B C C

甲６-１５９ 上 Ｈ A D B B B E

甲６-１６０ 左下 Ｈ A E C C B E

甲６-１６１ 右下 Ｈ A E C B C E

甲６-１６２ 上 Ｈ、Ｋ A D C D C E

甲６-１６３ 下 Ｈ A E C B C E

甲６-１６４ 左上 Ｈ G F D C F C B

甲６-１６５ 右上 Ｈ G F D C F C B

甲６-１６６ 左下 Ｈ G F D C F C C

甲６-１６７ 左上 Ｈ G F E C F C B

甲６-１６８ 右上 Ｈ G F D C C C B

甲６-１６９ 左下 Ｈ G F E C F C C

甲６-１７０ 右下 Ｈ G F D C F C B

甲６-１７１ 上 Ｈ G F D C F C C

甲６-１７２ 中央 Ｈ G F D C B C C

甲６-１７３ 下 Ｈ G F D C C C C

甲６-１７４ 83 Ｈ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは
本件写真の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場
所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 有 無 G F B C C C B

甲６-１７５ 84 Ｈ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 A B B C C D

甲６-１７６ 85 Ｈ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されて
いる。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖
像権を侵害するものである。

A 一 有 無 A E C B C C

甲６-１７７ 左上 Ｈ A D C B C E

甲６-１７８ 右上 Ｈ A D C C C E

甲６-１７９ 左下 Ｈ A D C C C E

甲６-１８０ 右下 Ｈ A D C B C E

甲６-１８１ 87 Ｈ 同上 A 全 無 A C C B C E

甲６-１８２ 左 Ｉ G F E C B C C

甲６-１８３ 右 Ｉ G F E C C C C

甲６-１８４ 89 Ｉ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不
明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能
活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 C B C C A D

甲６-１８５ 上 Ｉ G F D B B C C

甲６-１８６ 中央 Ｉ G F D C F C C

甲６-１８７ 下 Ｉ G F D C F C C

無

86

76

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

70

無

全 無

A 全 無

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

有69

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されて
いる。頁上に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、単に原告らの肖
像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、
芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権
を侵害するものである。

A 一

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無

A

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

無一

全

全

有

A

A

無

80 B

72

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。頁下に記事があるが、記事の内容は写真３枚とは関連しない内容である上、記事の大きさは写
真３枚の約２９％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解
説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵
害するものである。

B

79

78

同上

無

81

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。甲６－１６７、甲６－１６８及び甲６－１７０の下に記事があるが、記事の内容は写真４枚とは関連し
ない内容である上、記事の大きさは写真４枚の約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情まで
アップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被
撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 有 無

全

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。甲６－１６４及び甲６－１６５の下に記事があるが、記事の内容は写真３枚とは関連しない内容で
ある上、記事の大きさは写真３枚の約３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載され
たものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲
載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

有

有 無

82

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。甲６－１７１及び甲６－１７３の左側に記事があるが、記事の内容は写真３枚とは関連しない内容
である上、記事の大きさは写真３枚の約６％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで
掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者
のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 有 無

88

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。頁下に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは両写
真の約２８％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不
明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の
一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害す
るものである。

B 一

有 無90

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。甲６－１８５及び甲６－１８７の下に記事があるが、記事の内容は写真３枚とは関連しない内容で
ある上、記事の大きさは写真３枚の約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載され
たものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲
載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全
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甲６-１８８ 91 Ｉ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは
本件写真の約３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場
所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 有 無 G F C C F C C

甲６-１８９ 上 Ｉ G F D C F C D

甲６-１９０ 下 Ｉ G F D C F C D

甲６-１９１ 93 Ｉ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。頁右下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは
本件写真の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場
所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 有 無 G F B C C C B

甲６-１９２ 94 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されて
いる。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖
像権を侵害するものである。

A 一 有 無 C E C E C C

甲６-１９３ 上 Ｉ A E C B C D

甲６-１９４ 下 Ｉ A D C C C D

甲６-１９５ 左上 Ｉ A E C C C E

甲６-１９６ 右上 Ｉ A E C C C E

甲６-１９７ 左下 Ｉ A E C B C E

甲６-１９８ 右下 Ｉ A E C C C E

甲６-１９９ 97 Ｉ 同上 A 全 無 A C B C C E

甲６-２００ 左上 Ｉ G F D C F C D

甲６-２０１ 右上 Ｉ G F E C F C D

甲６-２０２ 左下 Ｉ G F D C F A D

甲６-２０３ 右下 Ｉ G F E C F C D

甲６-２０４ 99 Ｉ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。頁下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは本
件写真の約１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、
芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、
かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 有 無 G F C B B A C

甲６-２０５ 左上 Ｉ G F D C A C C

甲６-２０６ 右上 Ｉ G F E C F C B

甲６-２０７ 左下 Ｉ G F D C F C B

甲６-２０８ 右下 Ｉ G F E C F C B

甲６-２０９ 上 Ｉ G F E D C F C C

甲６-２１０ 下 Ｉ G F D C F C C

甲６-２１１ 102 Ｉ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。頁下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは本
件写真の約１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、
芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、
かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 有 無 G F C B F C C

甲６-２１２ 103 Ｉ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。頁下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは本
件写真の約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、
芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、
かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 有 無 G F B C F C B

甲６-２１３ 104 Ｉ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されて
いる。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖
像権を侵害するものである。

A 一 有 無 A E B D B C

甲６-２１４ 左上 Ｉ A D C B B D

甲６-２１５ 右上 Ｉ A D C C C D

甲６-２１６ 左下 Ｉ A D C C B D

甲６-２１７ 右下 Ｉ A D C C C D

甲６-２１８ 106 Ｉ 同上 A 全 無 A B C C C E

甲６-２１９ 上 Ｉ A D C B C E

甲６-２２０ 左下 Ｉ A D C C C E

甲６-２２１ 右下 Ｉ A D C B C E

甲６-２２２ 上
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
A E C D B D

甲６-２２３ 下
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ
C E C D C D

甲６-２２４ 109
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したモノクロ写真である。表情まで分かるように掲載され
ている。頁右下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、単に原告ら
の肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖
像権を侵害するものである。

A 一 有 無 A D C D C C

甲６-２２５ 111 Ｉ、Ｊ 同上 A 一 有 無 A D C D C C

甲６-２２６ 113 Ｈ、Ｋ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したモノクロ写真である。表情まで分かるように掲載され
ている。頁右上に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、単に原告ら
の肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖
像権を侵害するものである。

A 一 有 無 A D C D C C

甲６-２２７ 115 Ｌ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したモノクロ写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。写真左側に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大き
さは本件写真の大きさの約１１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもので
ある。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能
活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 一 有 無 G F D C F C C

甲６-２２８ 117 Ｋ 同上 B 一 有 無 G D B B C C

甲６-２２９ 119 Ｉ 同上 A 一 有 無 C D B B C C

全

92

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不
明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能
活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 全

同上 A

95

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A

98

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不
明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能
活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B

105

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。頁右上に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは両
写真の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は
不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸
能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、か
つ肖像権を著しく侵害するものである。

B

107 同上 A

108

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したモノクロ写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として
掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全

全 無

全 無

無

全96

全 無

無

無

無

有 無

100

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではな
い。甲６－２０６、甲６－２０７及び甲６－２０８の下に記事があるが、記事の内容は写真４枚とは関連し
ない内容である上、記事の大きさは写真４枚の約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情まで
アップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被
撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 有 無

101 全
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甲６-２３０ 121 Ｊ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したモノクロ写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。頁下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは
本件写真の約９％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場
所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 有 無 G F D C F C C

甲６-２３１ 122 Ｈ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したモノクロ写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。写真左側に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大き
さは本件写真の大きさの約１４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもので
ある。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能
活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 一 有 無 G F D C B C C

甲６-２３２ 124
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したモノクロ写真である。表情まで分かるように掲載され
ており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場
所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真で
はなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 一 無 C E C D C B E

甲６-２３３ 127
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ 同上 Ａ 一 無 C D C B C C E

甲６-２３４ 上 Ｈ C E C B C C E

甲６-２３５ 中央 Ｉ、Ｊ C E C D B C E

甲６-２３６ 下 Ｋ、Ｌ C E C D B C E

甲６-２３７ 裏袖 上から１番目 Ｉ A E C A C E

甲６-２３８ 裏袖 上から２番目 Ｈ A E C A C E

甲６-２３９ 裏袖 上から３番目 Ｌ A E C A C E

甲６-２４０ 裏袖 上から４番目 Ｋ A E C A C E

甲６-２４１ 裏袖 上から５番目 Ｊ A E C A C E

甲６-２４２ 裏表紙
Ｈ、Ｉ、Ｊ、

Ｋ、Ｌ 同上 A 全 無 A D C D C A

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載されて
おり、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所
における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無

128 同上 A 一 無
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被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら

写真番号 掲載ページ 掲載場所 被撮影者 撮影態様 AorB

写真
・一部
・全面

・見開き

記事 関連性

甲７－１ 左 Ｎ D E B A C A

甲７－２ 右 Ｍ D E B A C A

甲７－３ 表袖 Ｎ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわた
り、表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を
鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもの
ではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影
者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 D E C C C E

甲７－４ 上
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

A E C D A B E

甲７－５ 下段（左） Ｎ D E C A C C E

甲７－６ 下段（右） Ｍ D E C A C C E

甲７－７ 2 Ｎ 同上 A 全 無 A B C C B B E

甲７－８ 3 Ｍ 同上 A 全 無 A B B B C B E

甲７－９ 4、5 Ｎ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわ
たり、表情まで分かるように掲載されている。写真右下に記事があるが、記事の内
容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約４％に
すぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所
における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載
された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 見 有 無 A B C C C B

甲７－１０ 6 Ｎ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわた
り、表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を
鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもの
ではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影
者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 A C A B B C E

甲７－１１ 7 Ｎ 同上 Ａ 全 無 A B B C C D E

甲７－１２ 8 Ｎ 同上 Ａ 全 無 D B B A C D E

甲７－１３ 9 Ｎ 同上 Ａ 全 無 D C A B B C E

甲７－１４ 上 Ｎ G F E C A C C D

甲７－１５ 中央 Ｎ G F E C A C C D

甲７－１６ 下 Ｎ G F E C A C C D

甲７－１７ 11 Ｎ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。写真右下及び頁下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは
本件写真の大きさの約１５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載
されたものである。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲
載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 一 有 有 G F C C C C B

甲７－１８ 上 Ｎ G F E C B C C

甲７－１９ 左下 Ｎ G F E C F C C

甲７－２０ 右下 Ｎ G F E C C C C

甲７－２１ 13 Ｎ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時
の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著し
く侵害するものである。

Ｂ 全 無 G F B C A C D

甲７－２２ 上 Ｎ G F C C F C B

甲７－２３ 左下 Ｎ G F D C C C B

甲７－２４ 右下 Ｎ G F D C C C C

甲７－２５ 15 Ｎ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁の右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真
の約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。撮影場所は不明であるが、頁全面にわたり、プライベート時の表情までアップで
掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真で
はなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F C C C C B

甲７－２６ 左上 Ｎ G F D C A C B

甲７－２７ 右上 Ｎ G F D C F C C

甲７－２８ 左下 Ｎ G F D C F C B

甲７－２９ 右下 Ｎ G F D C F C B

甲７－３０ 18 Ｎ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時
の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著し
く侵害するものである。

Ｂ 全 無 G F B C C C D

甲７－３１ 上 Ｎ G F D C B C C

甲７－３２ 下 Ｎ G F D C C C C

記事の有無等

個別主張一覧表（７）
被告の主張及び原告らの認否

原告らの主張

撮影中の活動 写真の大きさ 写真の鮮明度 肖像占有度 表情・ポーズ等

無

1 同上

表紙

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表表紙におい
て、原告の表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影し
たものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、
被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全

Ａ 全

有 有

無

無

10

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時
の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著し
く侵害するものである。

Ｂ 全

12

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。甲７－１８の右に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは写
真３枚の約３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもので
ある。撮影場所は不明であるが、頁全面にわたり、プライベート時の表情までアップ
で掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真
ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全

有 有

16

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。甲７－２６、甲７－２８及び甲７－２９の左下に紹介記事がある
が、紹介記事の大きさは写真４枚の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させ
るために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の
一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害
するものである。

14

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。甲７－２２及び甲７－２３の下に紹介記事があるが、紹介記事
の大きさは写真３枚の約３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載
されたものである。撮影場所は不明であるが、頁全面にわたり、プライベート時の表
情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものであ
る。

Ｂ 全

Ｂ 全

有
無
有

有 有

19

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁右側に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない
内容である上、記事の大きさは両写真の約４５％にすぎず、また、頁の下に紹介記
事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を
鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライベート時
の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著し
く侵害するものである。

Ｂ 一
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甲７－３３ 20 Ｎ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時
の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著し
く侵害するものである。

Ｂ 全 無 G F B C B C E

甲７－３４ 上 Ｎ G F D C C C E

甲７－３５ 中央 Ｎ G F D C B B E

甲７－３６ 下 Ｎ G F D C C C E

甲７－３７ 22 Ｎ 同上 Ｂ 全 無 G F B C B C D

甲７－３８ 上 Ｎ G F D C B C C

甲７－３９ 下 Ｎ G F D C A C C

甲７－４０ 上 Ｎ G F E C C C C

甲７－４１ 中央 Ｎ G F D C B C C

甲７－４２ 下 Ｎ G F E C F C C

甲７－４３ 25 Ｎ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の
約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮
影場所は不明であるが、頁全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載さ
れているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、
被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F B C C C B

甲７－４４ 上 Ｎ E D C C C C

甲７－４５ 下 Ｎ E D C C C C

甲７－４６ 27 Ｎ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時
の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著し
く侵害するものである。

Ｂ 全 無 E B C D C D

甲７－４７ 左上 Ｎ G F E C A C C

甲７－４８ 右上 Ｎ G F E C A C C

甲７－４９ 右下 Ｎ G F E C A C C

甲７－５０ 上 Ｎ G F D C F C C

甲７－５１ 下 Ｎ G F E C F C C

甲７－５２ 30 Ｎ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁左下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しな
い内容である上、記事の大きさは本件写真の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を
鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわ
たり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関
する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖
像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 無 G F B C F C B

甲７－５３ 31 Ｎ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁右下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しな
い内容である上、記事の大きさは本件写真の約１％にすぎず、単に原告らの肖像を
鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわ
たり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関
する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖
像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 無 G F C C F C B

甲７－５４ 32 Ｎ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁左下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しな
い内容である上、記事の大きさは本件写真の約１％にすぎず、単に原告らの肖像を
鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわ
たり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関
する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖
像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 無 G F C C F C B

甲７－５５ 上 Ｎ G F C C F C B

甲７－５６ 左下 Ｎ G F D C F C C

甲７－５７ 右下 Ｎ G F D C F C B

甲７－５８ 35 Ｎ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時
の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著し
く侵害するものである。

Ｂ 全 無 G F C C B C D

無21 同上 Ｂ 全

有 無

24

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。甲７－４０の左、甲７－４１の上及び甲７－４２の左下に紹介記
事があるが、紹介記事の大きさは写真３枚の約７％にすぎず、単に原告らの肖像を
鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁全面にわた
り、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像
権を侵害するものである。

23

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁右側に記事があるが、記事の内容は両写真と関連しない内
容である上、記事の大きさは両写真の約４４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞
させるために掲載されたものであり、撮影場所は不明であるが、プライベート時の表
情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵
害するものである。

Ｂ 一

Ｂ 全

有 無

有 有

有 有

26

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁左上に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の
大きさの約１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもので
ある。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアッ
プで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写
真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全

28

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁左下に記事があるが、記事の内容は写真３枚とは関連しな
い内容である上、記事の大きさは写真３枚の約４０％にすぎず、単に原告らの肖像
を鑑賞させるために掲載されたものであり、撮影場所は不明であるが、プライベート
時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部と
して掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著
しく侵害するものである。

Ｂ 一

有
無
有

34

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。甲７－５５の左上及び甲７－５７の左下に記事があるが、記事
の内容は写真３枚とは関連しない内容である上、記事の大きさは写真３枚の約３％
にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されて
いるものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮
影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

29

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。甲７－５０の右下に記事があるが、記事の内容は両写真とは
関連しない内容である上、記事の大きさは両写真の約４％にすぎず、また、甲７－５
１の右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約２％にすぎず、単に
原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明である
が、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブ
リシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全

Ｂ 全 有 無
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甲７－５９ 上 Ｎ G F D C F C B

甲７－６０ 下 Ｎ G F D C F C B

甲７－６１ 37 Ｎ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時
の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著し
く侵害するものである。

Ｂ 全 無 G F B C B C D

甲７－６２ 左上 Ｎ G F D C F C B

甲７－６３ 右上 Ｎ G F D C C C C

甲７－６４ 左下 Ｎ G F D C B C B

甲７－６５ 右下 Ｎ G F D C F C C

甲７－６６ 39 Ｎ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時
の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著し
く侵害するものである。

Ｂ 全 無 G F C C F C D

甲７－６７ 40 Ｎ 同上 Ｂ 全 無 G F B C B C D

甲７－６８ 42 Ｎ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の
約１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮
影場所は不明であるが、頁全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載さ
れているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、
被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F B C F C B

甲７－６９ 上 Ｎ G F D C F C D

甲７－７０ 中央 Ｎ G F E C F C D

甲７－７１ 下 Ｎ G F E C F C D

甲７－７２ 上 Ｎ G F D C C C B

甲７－７３ 下 Ｎ G F D C C C C

甲７－７４ 45 Ｎ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時
の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著し
く侵害するものである。

Ｂ 全 無 G F B C B C D

甲７－７５ 左 Ｎ G F E C B C C

甲７－７６ 右 Ｍ、Ｎ G F E C F C C

甲７－７７ 47 Ｎ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時
の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著し
く侵害するものである。

Ｂ 全 無 G F B C A C D

甲７－７８ 左上 Ｎ G F D C F C D

甲７－７９ 右上 Ｎ G F D C B C D

甲７－８０ 左下 Ｎ G F D C F C D

甲７－８１ 右下 Ｎ G F D C F C D

甲７－８２ 上 Ｎ G F D C C C E

甲７－８３ 中央 Ｎ G F D C C C E

甲７－８４ 下 Ｎ G F D C C C E

甲７－８５ 51 Ｎ 同上 Ｂ 全 無 G F B C F C E

甲７－８６ 上 Ｎ G F C C F C C

甲７－８７ 下 Ｍ、Ｎ、Ｐ G F C C D C B

甲７－８８ 上 Ｍ、Ｎ G F C C D C B

甲７－８９ 下 Ｍ、Ｎ G F C C D C B

甲７－９０ 左 Ｎ、Ｐ G F D C D C C

甲７－９１ 右 Ｎ、Ｑ G F D C D C C

有
無
有

有
無
有

36

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁左側と甲７－６０の下に記事があるが、記事の内容は両写
真とは関連しない内容である上、記事の大きさは両写真の約３３％にすぎず、また、
甲７－５９の下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約２％にすぎ
ず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明
であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動
に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵
害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 一

38

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。甲７－６２の下に記事があるが、記事の内容は写真４枚とは関
連しない内容である上、記事の大きさは写真４枚の約１％にも及ばず、また、甲７－
６４の下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは写真４枚の約１％にも及ばず、
単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であ
るが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関
する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全

無

44

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁左側と甲７－７２の下に記事があるが、記事の内容は両写
真と関連しない内容である上、記事の大きさは両写真の約４６％にすぎず、単に原
告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであり、撮影場所は不明であるが、
プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解
説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

43

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時
の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著し
く侵害するものである。

Ｂ 全

Ｂ 一

無

有 無

有 無

46

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁下に記事があるが、記事の内容は両写真と関連しない内容
である上、記事の大きさは両写真の約２９％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞さ
せるために掲載されたものであり、撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情
までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載さ
れた写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害す
るものである。

Ｂ 一

49 同上 Ｂ 全

無

52

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。甲７－８７の下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両
写真の約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもので
ある。撮影場所は不明であるが、頁全面にわたり、プライベート時の表情までアップ
で掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真
ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

50 同上 Ｂ 全

Ｂ 全

有 有

有 無

有 有

53

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。各写真の右下に記事があるが、記事の内容は両写真とは関
連しない内容である上、記事の大きさは両写真の約８％にすぎず、単に原告らの肖
像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面
にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動
に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及
び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全

54

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約４
２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであり、撮影
場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブ
リシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 一
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甲７－９２ 55
Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約
４２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであり、撮影
場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブ
リシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 一 有 有 E C C D C C

甲７－９３ 56 Ｍ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわた
り、表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を
鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもの
ではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影
者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 A C B C C D

甲７－９４ 58 Ｍ 同上 Ａ 全 無 A B A B B D E

甲７－９５ 59 Ｍ 同上 Ａ 全 無 A C B C C C E

甲７－９６ 60 Ｍ、Ｏ 同上 Ａ 全 無 A C C D B E

甲７－９７ 61 Ｍ 同上 Ａ 全 無 D B A B B E

甲７－９８ 62 Ｍ 同上 Ａ 全 無 D C B A C C E

甲７－９９ 63 Ｍ 同上 Ａ 全 無 A C C C C D E

甲７－１００ 左 Ｍ G F E C B C C

甲７－１０１ 右 Ｍ G F E C A C C

甲７－１０２ 下 Ｍ G F E C A C C

甲７－１０３ 65 Ｍ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約
１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影
場所は不明であるが、頁全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載され
ているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被
撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F B C F C B

甲７－１０４ 上 Ｍ G F D C B C C

甲７－１０５ 中央 Ｍ G F E C F C C

甲７－１０６ 下 Ｍ G F D C F C C

甲７－１０７ 67 Ｍ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約
１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮
影場所は不明であるが、頁全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載さ
れているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、
被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F B C B C B

甲７－１０８ 68 Ｍ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時
の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著し
く侵害するものである。

Ｂ 全 無 G F B C F C D

甲７－１０９ 上 Ｍ G F D C F C C

甲７－１１０ 下 Ｍ G F D C B C C

甲７－１１１ 71 Ｍ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約
１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮
影場所は不明であるが、頁全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載さ
れているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、
被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F B C B C B

甲７－１１２ 72 Ｍ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約
２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影
場所は不明であるが、頁全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載され
ているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被
撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F E C C C C B

甲７－１１３ 上 Ｍ G F E C C C C

甲７－１１４ 中央 Ｍ G F D C C C C

甲７－１１５ 下 Ｍ G F E C A C C

甲７－１１６ 左上 Ｍ G F D C A C B

甲７－１１７ 右上 Ｍ G F D C A C B

甲７－１１８ 左下 Ｍ G F D C B C C

甲７－１１９ 右下 Ｍ G F D C B C B

甲７－１２０ 75 Ｍ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の
約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
撮影場所は不明であるが、頁全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載
されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではな
く、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F C C C C B

有 無

66

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。甲７－１０４の右及び甲７－１０５の上に紹介記事があるが、紹
介記事の大きさは写真３枚の約２％にすぎず、また、甲７－１０６の右下に記事があ
るが、記事の内容は写真３枚とは関連しない内容である上、記事の大きさは写真３
枚の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
り、撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているも
のであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者
のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

64

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁下に記事があるが、記事の内容は写真３枚とは関連しない
内容である上、記事の大きさは両写真の約２６％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑
賞させるために掲載されたものであり、撮影場所は不明であるが、プライベート時の
表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として
掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく
侵害するものである。

Ｂ 一

Ｂ 全

有 有

有
無
有

有
有
無

70

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁左側に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない
内容である上、記事の大きさは両写真の約４４％にすぎず、また、甲７－１０９の左に
紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約４％にすぎず、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の
一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像
権を著しく侵害するものである。

Ｂ 一

73

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。甲７－１１３の左及び甲７－１１４の下に紹介記事があるが、紹
介記事の大きさは写真３枚の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁全面にわたり、プライベート
時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部と
して掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するも
のである。

Ｂ 全

有 有74

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。甲７－１１６、甲７－１１７及び甲７－１１９の下に紹介記事があ
るが、紹介記事の大きさは写真４枚の約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞さ
せるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁全面にわたり、プラ
イベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の
一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害
するものである。

Ｂ 全
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甲７－１２１ 上 Ｍ G F D C B C B

甲７－１２２ 左下 Ｍ G F D C C C B

甲７－１２３ 右下 Ｍ G F D C C C C

甲７－１２４ 77 Ｍ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の
約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲
載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F B C A B B

甲７－１２５ 左上 Ｍ G F D C B C C

甲７－１２６ 右上 Ｍ G F C C C C B

甲７－１２７ 下 Ｍ G F C C F C B

甲７－１２８ 80 Ｍ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁の左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真
の約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであり、
撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲
載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F B C C C B

甲７－１２９ 上 Ｍ G F D C F C C

甲７－１３０ 中央 Ｍ、Ｒ G F D C D C C

甲７－１３１ 下 Ｍ G F D C B C B

甲７－１３２ 上 Ｍ G F D C C C C

甲７－１３３ 下 Ｍ G F D C C C B

甲７－１３４ 83 Ｍ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時
の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著し
く侵害するものである。

Ｂ 全 無 G F B C C C D

甲７－１３５ 上 Ｍ G F D C B C D

甲７－１３６ 中央 Ｍ G F D C C C D

甲７－１３７ 下 Ｍ G F D C F C D

甲７－１３８ 85 Ｍ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約
１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであり、撮影
場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載さ
れているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、
被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F B C B C B

甲７－１３９ 上 Ｍ G F E C A B C

甲７－１４０ 右 Ｍ G F E C A C C

甲７－１４１ 下 Ｍ G F E C A C C

甲７－１４２ Ｍ E F C C F C C

甲７－１４３ 上 Ｍ G F C C F C D

甲７－１４４ 下 Ｍ G F D C F C D

甲７－１４５ 89 Ｍ、Ｎ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約
１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであり、撮影
場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載さ
れているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、
被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F C C F C B

甲７－１４６ 90 Ｍ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。写真下及び頁下に記事があるが、記事の内容は本件写真と
は関連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約３４％にすぎず、単に原
告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、
プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解
説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を
侵害するものである。

Ｂ 一 有 無 G F C C F C C

甲７－１４７ 左 Ｍ G F D C F C C

甲７－１４８ 右 Ｍ G F D C F C B

甲７－１４９ 左上 Ｍ G F D C F C B

甲７－１５０ 右上 Ｍ G F D C C C C

甲７－１５１ 左下 Ｍ G F D C B C B

甲７－１５２ 右下 Ｍ G F E C B C B

76

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁右上及び甲７－１２１、甲７－１２２の下に紹介記事がある
が、紹介記事の大きさは写真３枚の約１０％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞さ
せるために掲載されたものであり、撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、
プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解
説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全

有 有

有 有

有 有

78

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。甲７－１２６及び甲７－１２７の下に紹介記事があるが、紹介記
事の大きさは写真３枚の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものであり、撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時
の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著し
く侵害するものである。

Ｂ 全

81

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。甲７－１３０及び甲７－１３１の下に紹介記事があるが、紹介記
事の大きさは写真３枚の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものであり、撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時
の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著し
く侵害するものである。

Ｂ 全

有
無
有

84 同上

82

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁左側に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない
内容である上、記事の大きさは両写真の約４２％にすぎず、また、甲７－１３３の下に
紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約２％にすぎず、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の
一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像
権を著しく侵害するものである。

Ｂ 一

Ｂ 全

無

有
無
有

無

86、87

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。８６頁の下に記事があるが、記事の内容は写真４枚とは関連し
ない内容である上、記事の大きさは写真４枚の大きさの約３％にすぎず、また、甲７
－１４２の右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは写真４枚の約１％にも及
ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不
明であるが、見開き２頁にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されてい
るものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影
者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである

Ｂ 見

88

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時
の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著し
く侵害するものである。

Ｂ 全

有
有
無

92

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。甲７－１４９、甲７－１５１及び甲７－１５２の下に記事がある
が、記事の内容は写真４枚とは関連しない内容である上、記事の大きさは写真４枚
の約３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲
載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

91

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。甲７－１４８の下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両
写真の約１％にすぎず、また、頁の下に記事があるが、記事の内容は両写真とは関
連しない内容である上、記事の大きさは両写真の約２８％にすぎず、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものであり、撮影場所は不明であるが、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の
一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像
権を著しく侵害するものである。

Ｂ 一

Ｂ 全 有 無
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甲７－１５３ 93 Ｍ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時
の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著し
く侵害するものである。

Ｂ 全 無 G F B C C C D

甲７－１５４ 左 Ｍ G F E C C B C

甲７－１５５ 右 Ｍ G F E C B B C

甲７－１５６ 上 Ｍ G F C C B C C

甲７－１５７ 下 Ｍ G F C C B C B

甲７－１５８ 上 Ｍ G F C C F C B

甲７－１５９ 下 Ｍ G F C C F C B

甲７－１６０ 上 Ｍ G F D C B C B

甲７－１６１ 下 Ｍ G F D C F C B

甲７－１６２ 98 Ｍ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁左下に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない
内容である上、記事の大きさは本件写真の約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を
鑑賞させるために掲載されたものであり、撮影場所は不明であるが、頁の全面にわ
たり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関
する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全 有 無 G F B C C C B

甲７－１６３ 左上 Ｍ G F E C C C C

甲７－１６４ 右上 Ｍ G F E C F B C

甲７－１６５ 下 Ｍ G F D C F B B

甲７－１６６ 上 Ｍ G F D C B C C

甲７－１６７ 下 Ｍ、Ｏ G F D C D C C

甲７－１６８ 上 Ｍ G F C C B C B

甲７－１６９ 下 Ｍ G F C D C E C B

甲７－１７０ 上 Ｍ G F E C F C C

甲７－１７１ 下 Ｍ、Ｎ E E C D C B

甲７－１７２ 上 Ｍ、Ｏ E D C F C B

甲７－１７３ 左下 Ｍ E D C C C B

甲７－１７４ 右下 Ｍ、Ｏ E D C D C B

甲７－１７５ 上 Ｍ E D C B C D

甲７－１７６ 下 Ｍ、Ｏ E C C D C D

甲７－１７７ 左上 Ｍ、Ｏ E D C D B D

甲７－１７８ 右上 Ｍ、Ｏ E E C D C D

甲７－１７９ 下 Ｍ、Ｏ E C C D B D

甲７－１８０ 108、109 Ｍ、Ｏ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。撮影場所は不明であるが、見開き２頁にわたり、プライベート
時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部と
して掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著
しく侵害するものである。

Ｂ 見 無 G F B C D C E

有 有

有 無94

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁下に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内
容である上、記事の大きさは両写真の約３６％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞
させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表
情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものであ
る。

Ｂ 一

95

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。甲７－１５７の右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは
両写真の約１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもので
あり、撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアッ
プで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写
真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するもの
である。

Ｂ 全

有 有

97

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁右側と甲７－１６１の下に記事があるが、記事の内容は両写
真とは関連しない内容である上、記事の大きさは両写真の約３７％にすぎず、また、
甲７－１６０の下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約２％にすぎ
ず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明
であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動
に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵
害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

96

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。両写真の左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写
真の約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
り、撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップ
で掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真
ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するもので
ある。

Ｂ 全

Ｂ 一

有 有

有 有

有
無
有

100

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは写真３枚の
大きさの約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情まで
アップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するも
のである。

Ｂ 全

101

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁中央に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の大
きさの約１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップ
で掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真
ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するもので
ある。

Ｂ 全

有 有

103

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。頁右側に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない
内容である上、記事の大きさは両写真の約３８％にすぎず、また、甲７－１７１の左に
紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約１％にすぎず、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の
一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像
権を著しく侵害するものである。

102

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。両写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真
の大きさの約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情まで
アップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するも
のである。

Ｂ 全

Ｂ 一

無

有
無
有

有
無
有

104

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。甲７－１７２の右下に記事があるが、記事の内容は写真３枚と
は関連しない内容である上、記事の大きさは写真３枚の約１％にすぎず、また、甲７
－１７３及び甲７－１７４の下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは写真３枚の
約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮
影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載
されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではな
く、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全

105

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時
の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著し
く侵害するものである。

Ｂ 全

107 同上 Ｂ 全 無
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甲７－１８１ 上
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

D D C D C B E

甲７－１８２ 表中（左上） Ｍ D E C A B C E

甲７－１８３ 表中（右上） Ｑ A E C A C C E

甲７－１８４ 表中（下） Ｐ B E C A B C E

甲７－１８５ 上
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

D D C D B B E

甲７－１８６ 表中（上） Ｏ B E C A B C E

甲７－１８７ 表中（中央） Ｎ A E C A A C E

甲７－１８８ 表中（下） Ｒ D E C A B C E

甲７－１８９ 上段（左） Ｎ G F E C C C C E

甲７－１９０ 下段（左） Ｎ G F E C A C C E

甲７－１９１ 下段（中央） Ｎ G F E C B C C E

甲７－１９２ 上段（中央） Ｍ G F E C B C C E

甲７－１９３ 上段（右） Ｍ G F E C B C C E

甲７－１９４ 下段（右） Ｍ G F E C F C C E

甲７－１９５ 裏袖 Ｍ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわた
り、表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を
鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもの
ではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影
者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 D E C C C E

甲７－１９６ 裏表紙
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

同上 Ａ 全 無 A E C D A A

110

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわた
り、表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を
鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもの
ではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影
者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全

全 無

無

同上 Ａ111

112

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮
影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時
の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著し
く侵害するものである。

Ｂ 全 無

37



被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら

写真番号 掲載ページ 掲載場所 被撮影者 撮影態様 AorB

写真
・一部
・全面

・見開き

記事 関連性

甲８－１ 左 Ｐ D E C A B A

甲８－２ 右 Ｏ D E C A C A

甲８－３ 表袖 Ｐ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわた
り、表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑
賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものでは
あるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 D E C C B E

甲８－４ 上
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

A E C D B B E

甲８－５ 下段（左） Ｐ D E C A B C E

甲８－６ 下段（右） Ｏ D E C A C C E

甲８－７ 2 Ｐ 同上 Ａ 全 無 A B C C C B E

甲８－８ 3 Ｏ 同上 Ａ 全 無 A B C C C B E

甲８－９ 4 Ｐ 同上 Ａ 全 無 A B B E C D

甲８－１０ 6 Ｐ 同上 Ａ 全 無 A C B C C B E

甲８－１１ 7 Ｐ 同上 Ａ 全 無 A B C C C D E

甲８－１２ 8 Ｐ 同上 Ａ 全 無 D C C C B E

甲８－１３ 9 Ｐ 同上 Ａ 全 無 D C B B B E

甲８－１４ 10 Ｐ 同上 Ａ 全 無 D C B C E

甲８－１５ 11 Ｐ 同上 Ａ 全 無 B C B D E

甲８－１６ 左上 Ｐ G F E C A C C

甲８－１７ 右上 Ｐ G F E C A C C

甲８－１８ 左下 Ｐ G F E C A B C

甲８－１９ 右下 Ｐ G F E C A B C

甲８－２０ 13 Ｐ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。頁下に記事があるが、記事の内容は本件写真と直接には関連し
ない内容である上、記事の大きさは本件写真の約４％にすぎず、単に原告らの肖像
を鑑賞させるために掲載されたものであり、撮影場所は不明であるが、頁の全面に
わたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関
する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、
かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全 有 無 G F C C B C B

甲８－２１ 14 Ｐ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。頁下に記事があるが、記事の内容は本件写真と直接には関連し
ない内容である上、記事の大きさは本件写真の約１％にも及ばず、単に原告らの肖
像を鑑賞させるために掲載されたものであり、撮影場所は不明であるが、頁の全面
にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に
関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全 有 無 G F C C B C B

甲８－２２ 左上 Ｐ G F D C C C B

甲８－２３ 右上 Ｐ G F D C F C C

甲８－２４ 左下 Ｐ G F D C C C B

甲８－２５ 右下 Ｐ G F E C C C C

甲８－２６ 上 Ｐ G F D C B C C

甲８－２７ 左下 Ｐ G F D C C C B

甲８－２８ 右下 Ｐ G F E C B C B

甲８－２９ 18 Ｐ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。頁下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の１％
にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであり、撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されて
いるものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮
影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F C C B C B

甲８－３０ 19 Ｐ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載
されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではな
く、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全 無 G F B C C C D

甲８－３１ 上 Ｐ G F D C C C B

甲８－３２ 下 Ｐ G F D C C C C

甲８－３３ 21 Ｐ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の
大きさの約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもので
ある。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアッ
プで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真
ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F B C B C B

甲８－３４ 22 Ｐ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の
大きさの約１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップ
で掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真で
はなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F B C B C B

記事の有無等

個別主張一覧表（８）
被告の主張及び原告らの認否

撮影中の活動

原告らの主張

写真の大きさ 写真の鮮明度 肖像占有度 表情・ポーズ等

17

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。頁右上に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは甲８－２６の写
真の約４％にすぎず、また、甲８－２７及び甲８－２８の下に記事があるが、記事の内
容は両写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは両写真の約５％にすぎ
ず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明
であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているもの
であり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパ
ブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

20

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。頁左側に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内
容である上、記事の大きさは両写真の約７３％にとどまり、また、甲８－３１の下に紹
介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約７％にすぎず、単に原告らの肖像
を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライベート
時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく
侵害するものである。

有

Ｂ

無

有 有

12

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない
内容である上、記事の大きさは本件写真の大きさの約５５％にとどまり、単に原告ら
の肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一
部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を
著しく侵害するものである。

Ｂ 一

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。甲８－２２及び甲８－２４の下に紹介記事があるが、紹介記事の大
きさは写真４枚の約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載され
たものであり、撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情
までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載さ
れた写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害する
ものである。

有
無
有

全

有
有
無

Ｂ 一

Ｂ 全

無

無Ａ 全

Ａ 全表紙

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表表紙において、
原告の表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像
を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもの
ではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者
のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

1 同上

15

38



甲８－３５ 上 Ｐ G F D C C C C

甲８－３６ 下 Ｐ G F D C B C C

甲８－３７ 左 Ｐ G F E C C C C

甲８－３８ 右上 Ｐ G F D C C C C

甲８－３９ 右下 Ｐ G F E C C C C

甲８－４０ 25 Ｐ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。頁下に記事があるが、記事の内容は写真と直接には関連しない
内容である上、記事の大きさは写真の約１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞さ
せるために掲載されたものであり、撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プ
ライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖
像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全 有 無 E B C E C B

甲８－４１ 左上 Ｑ、Ｐ E E C D C C

甲８－４２ 左下 Ｐ E E C C C C

甲８－４３ 右 Ｐ E D C C C C

甲８－４４ 27 Ｐ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の
大きさの約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップ
で掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真で
はなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 E B C C C B

甲８－４５ 左上 Ｐ G F E C A C C

甲８－４６ 右上 Ｐ G F E C A B C

甲８－４７ 下 Ｐ G F E C A C C

甲８－４８ 29 Ｐ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。頁下に記事があるが、記事の内容は写真と直接には関連しない
内容である上、記事の大きさは写真の約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞
させるために掲載されたものであり、撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、
プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解
説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全 有 無 G F B C F B B

甲８－４９ 左上 Ｐ G F E C F B D

甲８－５０ 左下 Ｐ G F D C F C D

甲８－５１ 右 Ｐ G F D C F C D

甲８－５２ 31 Ｐ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない
内容である上、記事の大きさは本件写真の大きさの約９７％にとどまり、単に原告ら
の肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一
部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を
著しく侵害するものである。

Ｂ 一 有 無 G F D C F C C

甲８－５３ 左 Ｐ G F D C F C D

甲８－５４ 右上 Ｐ G F D C F C D

甲８－５５ 右下 Ｐ G F D C F C D

甲８－５６ 34 Ｐ 同上 Ｂ 全 無 G F B C F B E

甲８－５７ 上 Ｐ G F D C F C E

甲８－５８ 下 Ｐ G F D C F C E

甲８－５９ 36 Ｐ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。頁下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内
容である上、記事の大きさは本件写真の約５２％にとどまり、また、写真下に紹介記
事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を
鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライベート時
の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として
掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵
害するものである。

Ｂ 一 有
有
無

G F B D C F C C

甲８－６０ 37 Ｐ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。写真左下に紹介記事があるが、記事の大きさは本件写真の大き
さの約１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲
載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではな
く、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F B C C C B

甲８－６１ 38 Ｐ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表
情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載
された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害す
るものである。

Ｂ 全 無 G F B C F C D

甲８－６２ 左上 Ｐ G F D C C C C

甲８－６３ 左下 Ｐ G F D C F C C

甲８－６４ 右 Ｐ G F E C F C C

有 無

35 同上

39

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。甲８－６３右下及び甲８－６４上に記事があるが、記事の内容は写
真と直接には関連しない内容である上、記事の大きさは写真３枚の大きさの約３％に
すぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであり、撮影場所は不
明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているも
のであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全

Ｂ 全

無

無

無

32

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表
情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載
された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害す
るものである。

Ｂ 全

30

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表
情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載
された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害す
るものである。

Ｂ 全

有 無

26

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。頁上に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは写真３枚の大きさ
の約５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮
影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載
されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではな
く、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

28

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は写真３枚とは関連しない内
容である上、記事の大きさは写真３枚の大きさの約３０％にすぎず、単に原告らの肖
像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライベー
ト時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部と
して掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著し
く侵害するものである。

Ｂ 一

Ｂ 全

有 無

有 有

有 有

24

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。頁左上と頁左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは写真３
枚の大きさの約５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情まで
アップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全

23

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。頁右に記事があるが、両写真とは関連しない内容である上、記事
の大きさは両写真の大きさの約７５％にとどまり、単に原告らの肖像を鑑賞させるた
めに掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情まで
アップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 一

39



甲８－６５ 40 Ｐ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。写真左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の
大きさの約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもので
ある。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアッ
プで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真
ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F C C F C B

甲８－６６ 左上 Ｐ G F D C F C B

甲８－６７ 右上 Ｐ G F D C F C B

甲８－６８ 左下 Ｐ G F D C F C B

甲８－６９ 右下 Ｐ G F D C F C B

甲８－７０ 42 Ｐ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない
内容である上、記事の大きさは本件写真の大きさの約２４％にすぎず、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一
部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を
著しく侵害するものである。

Ｂ 一 有 無 G F E C F C C

甲８－７１ 43 Ｐ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の
大きさの約１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップ
で掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真で
はなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F B C B C B

甲８－７２ 左 Ｐ G F D C C C C

甲８－７３ 右上 Ｐ G F D C B C C

甲８－７４ 右下 Ｐ G F E C B C C

甲８－７５ 46 Ｐ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載
されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではな
く、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全 無 G F B C C C D

甲８－７６ 左上 Ｐ G F E C B C C

甲８－７７ 左下 Ｐ G F D C F C C

甲８－７８ 右 Ｐ G F D C A C C

甲８－７９ 48 Ｐ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。写真左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の
大きさの約１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップ
で掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真で
はなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F C C F C B

甲８－８０ 49 Ｐ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の
大きさの約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもので
ある。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアッ
プで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真
ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F B C F C B

甲８－８１ 50 Ｎ、Ｐ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表
情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載
された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害す
るものである。

Ｂ 全 無 G F B C D C D

甲８－８２ 上 Ｐ G F D C D C C

甲８－８３ 下 Ｎ、Ｐ G F D C F C C

甲８－８４ 上
Ｍ、Ｑ、
Ｐ、Ｒ

G F D C F C D

甲８－８５ 下 Ｍ、Ｐ E D C D C D

甲８－８６ 上 Ｐ、Ｒ E E C D C E

甲８－８７ 下 Ｎ、Ｐ E D C D C E

甲８－８８ 55 Ｐ、Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわた
り、表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑
賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものでは
あるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 D B B E B E

甲８－８９ 57 Ｏ 同上 Ａ 全 無 A C C C B D

甲８－９０ 58 Ｏ 同上 Ａ 全 無 D C A B B C E

甲８－９１ 59 Ｏ 同上 Ａ 全 無 A B C C C D E

甲８－９２ 60 Ｏ 同上 Ａ 全 無 A B C C C D E

甲８－９３ 61 Ｏ 同上 Ａ 全 無 D C C B B C E

甲８－９４ 62 Ｍ、Ｏ 同上 Ａ 全 無 A C C D B D

甲８－９５ 左上 Ｏ G F E C A C C

甲８－９６ 右上 Ｏ G F E C A C C

甲８－９７ 下 Ｏ G F E C A B C

63

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は写真３枚とは関連しない内
容である上、記事の大きさは写真３枚の大きさの約５５％にとどまり、単に原告らの肖
像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライベー
ト時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部と
して掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著し
く侵害するものである。

Ｂ 一 有 無

同上 Ｂ 全 無

無52

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表
情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載
された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害す
るものである。

Ｂ 全

51

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。頁右側に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内
容である上、記事の大きさは両写真の大きさの約５４％にすぎず、単に原告らの肖像
を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライベート
時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく
侵害するものである。

有 無Ｂ 一

有 有

Ｂ 全 有 無

有 有Ｂ 全

Ｂ 全47

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。甲８－７８右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは写真３
枚の大きさの約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情まで
アップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

41

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。各写真右下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連し
ない内容である上、記事の大きさは写真４枚の大きさの約６％にすぎず、単に原告ら
の肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の
全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活
動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及
び肖像権を侵害するものである。

45

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。甲８－７３左上に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは写真３
枚の大きさの約３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情まで
アップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

54

40



甲８－９８ 64 Ｏ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。写真左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の
大きさの約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもので
ある。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアッ
プで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真
ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F C C C C C

甲８－９９ 左上 Ｏ G F D C C B B

甲８－１００ 右上 Ｏ G F D C C C B

甲８－１０１ 左下 Ｏ G F D C C C B

甲８－１０２ 右下 Ｏ G F D C C B C

甲８－１０３ 左上 Ｏ G F D C C C C

甲８－１０４ 右上 Ｏ G F E B A C C

甲８－１０５ 左下 Ｏ G F E C B C B

甲８－１０６ 右下 Ｏ G F E C C C B

甲８－１０７ 左上 Ｏ G F D C C C B

甲８－１０８ 右上 Ｏ G F D C F C B

甲８－１０９ 左下 Ｏ G F D C F C B

甲８－１１０ 右下 Ｏ G F D C F C B

甲８－１１１ 69 Ｏ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の
大きさの約１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップ
で掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真で
はなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものであ
る。

Ｂ 全 有 有 G F B C A C B

甲８－１１２ 上 Ｏ G F D C F C B

甲８－１１３ 下 Ｏ G F D C F C B

甲８－１１４ 71 Ｏ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表
情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載
された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害す
るものである。

Ｂ 全 無 G F C C C C B D

甲８－１１５ 左上 Ｏ G F D C B C B

甲８－１１６ 右上 Ｏ G F D C F C C

甲８－１１７ 下 Ｏ G F D C F C B

甲８－１１８ 73 Ｏ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表
情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載
された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害す
るものである。

Ｂ 全 無 G F C C F C D

甲８－１１９ 74 Ｏ 同上 Ｂ 全 無 G F C C C C D

甲８－１２０ 上 Ｏ G F D C F C C

甲８－１２１ 左下 Ｏ G F D C C C C

甲８－１２２ 右下 Ｏ G F E C C C C

甲８－１２３ 76 Ｏ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。写真左下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しな
い内容である上、記事の大きさは本件写真の大きさの約１％にも及ばず、単に原告ら
の肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の
全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活
動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及
び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 無 G F B C B C B

甲８－１２４ 左上 Ｏ G F D C B C B

甲８－１２５ 右上 Ｏ G F D C F C C

甲８－１２６ 左下 Ｏ G F D C C C C

甲８－１２７ 右下 Ｏ G F D C F C C

甲８－１２８ 左上 Ｏ G F D B C C C

甲８－１２９ 右上 Ｏ G F E C C C B

甲８－１３０ 左下 Ｏ G F E C B C B

甲８－１３１ 右下 Ｏ G F E C F C C

甲８－１３２ 上 Ｏ E D C F C C

甲８－１３３ 下 Ｏ、Ｐ E D C D C C

有 無

79

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。甲８－１２９及び甲８－１３０の右下に紹介記事があるが、記事の
大きさは本頁の写真４枚の大きさの約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させる
ために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一
部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害する
ものである。

80

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。写真左に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない
内容である上、記事の大きさは両写真の大きさの約５０％にとどまり、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一
部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害する
ものである。

Ｂ 一

Ｂ 全

有 有

有 有

有 有

78

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。甲８－１２４の左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは写
真４枚の大きさの約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載され
たものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情
までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載さ
れた写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全

75

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。頁右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは写真３枚の大
きさの約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップ
で掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真で
はなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全

有 有

70

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。頁左側、甲８－１１２及び甲８－１１３の左下に記事があるが、記事
の内容は両写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは両写真の大きさの約
５０％にとどまり、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影
場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、
芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権及び肖像権を侵害するものである。

72

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。甲８－１１５及び甲８－１１７の左下に紹介記事があるが、紹介記
事の大きさは写真３枚の大きさの約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるた
めに掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一
部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害する
ものである。

Ｂ 全

Ｂ 一

有 有

有
有
無

有 無

68

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。甲８－１０７、甲８－１０８及び甲８－１０９の下に紹介記事がある
が、紹介記事の大きさは本頁の写真４枚の大きさの約５％にすぎず、また、甲８－１０
９の下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事
の大きさは本件写真の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載
されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の
表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものであ
る。

Ｂ 全

66

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。甲８－１０４上、甲８－１０５及び甲８－１０６下に紹介記事がある
が、記事の大きさは写真４枚の大きさの約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞さ
せるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プ
ライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害
するものである。

Ｂ 全

有 有65

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。甲８－９９ないし１０１の下に紹介記事があるが、記事の大きさは
写真４枚の大きさの約３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載され
たものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情
までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載さ
れた写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全

41



甲８－１３４ 上 Ｏ、Ｒ D D C E C C

甲８－１３５ 下 Ｑ、Ｏ E D C D C C

甲８－１３６ 左上 Ｏ G F E C A C C

甲８－１３７ 右上 Ｏ G F E C A C C

甲８－１３８ 左下 Ｏ G F E C A B C

甲８－１３９ 右下 Ｏ G F E C A B C

甲８－１４０ 左上 Ｏ G F D C F C B

甲８－１４１ 右上 Ｏ G F D C F F C

甲８－１４２ 左下 Ｏ G F D C F C C

甲８－１４３ 右下 Ｏ G F D C F B C

甲８－１４４ 84 Ｏ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表
情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載
された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害す
るものである。

Ｂ 全 無 G F B C B C D

甲８－１４５ 左 Ｏ G F D C C C C

甲８－１４６ 右上 Ｏ G F D C F C C

甲８－１４７ 右下 Ｏ G F D C F C C

甲８－１４８ 上 Ｏ G F C C F C B

甲８－１４９ 左下 Ｏ G F E C F C C

甲８－１５０ 右下 Ｏ G F D C F C C

甲８－１５１ 左上 Ｏ G F E C F C C

甲８－１５２ 左下 Ｏ G F D C F C C

甲８－１５３ 右 Ｏ G F E C F C C

甲８－１５４ 89 Ｏ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。写真右下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しな
い内容である上、記事の大きさは本件写真の大きさの約１％にすぎず、単に原告ら
の肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一
部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を
著しく侵害するものである。

Ｂ 全 有 無 G F B C F C B

甲８－１５５ 90、91 Ｏ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。写真左に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない
内容である上、記事の大きさは本件写真の約１６．５％にすぎず、単に原告らの肖像
を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、見開き２頁に
わたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関
する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、
かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 見 有 無 G F B C F C C

甲８－１５６ 92 Ｏ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表
情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載
された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害す
るものである。

Ｂ 全 無 G F B C C C D

甲８－１５７ 左上 Ｏ G F D C F C B

甲８－１５８ 右上 Ｏ G F D C F C C

甲８－１５９ 左下 Ｏ G F D C C C B

甲８－１６０ 右下 Ｏ G F D C C C C

甲８－１６１ 左上 Ｏ G F E C F C D

甲８－１６２ 左下 Ｏ G F D C F C D

甲８－１６３ 右 Ｏ G F D C F C D

甲８－１６４ 95 Ｏ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。写真右下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しな
い内容である上、記事の大きさは本件写真の大きさの約４％にすぎず、単に原告ら
の肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の
全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活
動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を
侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全 有 無 G F B C F C B

甲８－１６５ 左 Ｏ G F E C E B C

甲８－１６６ 右 Ｏ G F E C F C C

有 無96

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。頁左上に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内
容である上、記事の大きさは両写真の大きさの約３２％にすぎず、単に原告らの肖像
を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライベート
時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく
侵害するものである。

Ｂ 一

無

93

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。甲８－１５７及び甲８－１５９の下に記事があるが、記事の内容は
本件写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは写真４枚の大きさの約３％に
すぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は
不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されてい
るものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影
者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

94

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表
情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載
された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害す
るものである。

Ｂ 全

Ｂ 全

有 無

有 無

有 無

88

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。甲８－１５１の右上に記事があるが、記事の内容は写真３枚とは
関連しない内容である上、記事の大きさは写真３枚の大きさの約２％にすぎず、単に
原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、
頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸
能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ
権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全

86

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。甲８－１４８及び甲８－１４９下に記事があるが、記事の内容は写
真３枚とは関連しない内容である上、記事の大きさは写真３枚の大きさの約１％にす
ぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不
明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているも
のであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全

有 無

83

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。甲８－１４０の右下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは
関連しない内容である上、記事の大きさは本頁の写真４枚の大きさの約１％にも及ば
ず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明
であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているもの
であり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパ
ブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

85

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。甲８－１４５下及び甲８－１４６左に記事があるが、記事の内容は
写真３枚とは関連しない内容である上、記事の大きさは写真３枚の大きさの約２％に
すぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は
不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されてい
るものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影
者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全

Ｂ 全

有
有
無

有 無

有 無

82

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。写真上に記事があるが、記事の大きさは写真４枚の大きさの約７
９％にとどまり、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影
場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、
芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 一

81

甲８－１３４は、左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表
情まで分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の内容
は本件写真の大きさの約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載
されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に
関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖
像権を侵害するものである。
また、甲８－１３５は、左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真で
あり、芸能活動を撮影したものではない。写真右に記事があるが、記事の内容は本
件写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは両写真の大きさの約６％にす
ぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不
明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動
に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び
肖像権を侵害するものである。

Ａ
Ｂ

一
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甲８－１６７ 97 Ｏ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の
大きさの約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップ
で掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真で
はなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものであ
る。

Ｂ 全 有 有 G F B C E C B

甲８－１６８ 上 Ｏ G F D C C C C

甲８－１６９ 下 Ｏ G F D C F C C

甲８－１７０ 100 Ｏ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。写真左と左下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連
しない内容である上、記事の大きさは本件写真の大きさの約７１％にとどまり、単に
原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。プライベート時の表情まで
アップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 一 有 無 G F D C B C C

甲８－１７１ 上 Ｍ、Ｑ、Ｏ G F D C D C C

甲８－１７２ 下 Ｍ、Ｏ G F D C D C C

甲８－１７３ 左下 Ｍ、Ｏ G F C C F C C

甲８－１７４ 右上 Ｍ、Ｏ G F C C F C C

甲８－１７５ 上 Ｍ、Ｑ、Ｏ G F D C D C E

甲８－１７６ 下 Ｎ、Ｏ、Ｒ E F D C D C E

甲８－１７７ 105 Ｍ、Ｏ 同上 Ｂ 全 無 G F D C D C E

甲８－１７８ 106 Ｎ、Ｏ 同上 Ｂ 全 無 E C C F C D

甲８－１７９ 108、109 Ｑ、Ｏ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。撮影場所は不明であるが、見開き２頁にわたり、プライベート時の表
情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載
された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害す
るものである。

Ｂ 見 無 E A C D C E

甲８－１８０ 上
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

D D C D B C E

甲８－１８１ 表中（左上） Ｍ D E C A B C E

甲８－１８２ 表中（右上） Ｑ A E C A C C E

甲８－１８３ 表中（下） Ｐ B E C A B C E

甲８－１８４ 上
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

D D C D B B E

甲８－１８５ 表中（上） Ｏ B E C A B C E

甲８－１８６ 表中（中央） Ｎ A E C A A C E

甲８－１８７ 表中（下） Ｒ D E C A B C E

甲８－１８８ 上段（左） Ｐ G F E C A B C E

甲８－１８９ 上段（中央左） Ｐ G F E C A C C E

甲８－１９０ 下段（左） Ｐ G F E C A C C E

甲８－１９１ 下段（中央左） Ｐ G F E C A C C E

甲８－１９２ 上段（中央右） Ｏ G F E C A C C E

甲８－１９３ 上段（右） Ｏ G F E C A C C E

甲８－１９４ 下段（中央右） Ｏ G F E C A C C E

甲８－１９５ 下段（右） Ｏ G F E C A C C E

甲８－１９６ 裏袖 Ｏ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわた
り、表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑
賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものでは
あるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 D E C C B E

甲８－１９７ 裏表紙
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ 同上 Ａ 全 無 A D C D B A

無

111 同上

112

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表
情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載
された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害す
るものである。

Ｂ 全

Ａ 全

無

無

無

110

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわた
り、表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑
賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものでは
あるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全

104

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載さ
れたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表
情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載
された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全

有 無

101

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。甲８－１７２右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写
真の大きさの約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情まで
アップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一として掲載された写
真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

102、103

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。甲８－１７３右下及び甲８－１７４左上に記事があるが、記事の内
容は両写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは写真２枚の大きさの約２％
にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、見開き２頁にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されて
いるものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮
影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 見

Ｂ 全

有
有
無

有 有

98

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影
したものではない。甲８－１６８の左に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは甲８－
１６８の大きさの約２％にすぎず、また、甲８－１６９の左下に記事があるが、記事の大
きさは甲８－１６９の大きさの約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために
掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップ
で掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真で
はなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 一
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被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら

写真番号 掲載ページ 掲載場所 被撮影者 撮影態様 AorB

写真
・一部
・全面

・見開き

記事 関連性

甲９－１ 表紙 Ｑ D D C A C A

甲９－２ 表袖 Ｑ A E C C C E

甲９－３ 上
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

D E C D B B E

甲９－４ 下 Ｑ D E C A A C E

甲９－５ 3 Ｑ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、
表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞さ
せるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 A B C C C C E

甲９－６ 4、5 Ｍ、Ｑ、Ｏ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、
表情まで分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさ
は本件写真の約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の
一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害する
ものである。

Ａ 見 有 有 A B C C C B

甲９－７ 6、7
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、
表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞さ
せるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 見 無 D B C D B C E

甲９－８ 8
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、
表情まで分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさ
は本件写真の約１０％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の
一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害する
ものである。

Ａ 全 有 有 D D C D B C

甲９－９ 9 Ｑ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、
表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞さ
せるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 D D B A C C D

甲９－１０ 10、11 Ｑ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、
表情まで分かるように掲載されている。写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大き
さは本件写真の約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の
一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害する
ものである。

Ａ 見 有 有 B B C C C C

甲９－１１ 12 Ｑ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、
表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞さ
せるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 B B C C C C E

甲９－１２ 13 Ｑ 同上 Ａ 全 無 B B C C C D E

甲９－１３ 14 Ｑ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、
表情まで分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさ
は本件写真の約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害す
るものである。

Ａ 全 有 有 C B C C C C C

甲９－１４ 15 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。頁上に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容で
ある上、記事の大きさは本件写真の約３７％にすぎず、また、写真右下に紹介記事があ
るが、紹介記事の大きさは本件写真の約６％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させる
ために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアッ
プで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真で
はなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ａ 一 有
無
有

D D C A B C

甲９－１５ 16 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の大き
さの約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮
影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載さ
れているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被
撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ａ 全 有 有 D B C C A C C

甲９－１６ 17 Ｑ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、
表情まで分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさ
は本件写真の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の
一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害する
ものである。

Ａ 全 有 有 D B C C A C C

甲９－１７ 上 Ｑ D D C B C C

甲９－１８ 下 Ｑ D D C C C C

甲９－１９ 19 Ｑ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、
表情まで分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさ
は本件写真の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の
一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害する
ものである。

Ａ 全 有 有 A B C C C B

甲９－２０ 21 Ｑ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、
表情まで分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさ
は本件写真の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の
一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害する
ものである。

Ａ 全 有 有 A B C E C B

甲９－２１ 22 Ｑ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、
表情まで分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさ
は本件写真の約９％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の
一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害する
ものである。

Ａ 全 有 有 D C C A C C

個別主張一覧表（９）

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表表紙において、原
告の表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑
賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあ
るが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリ
シティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無

被告の主張及び原告らの認否
原告らの主張

写真の鮮明度 肖像占有度 表情・ポーズ等 記事の有無等

有
無
有

撮影中の活動 写真の大きさ

無1

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、
表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞さ
せるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全

18

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるよう
に掲載されている。頁左上に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内
容である上、記事の大きさは両写真の約３７％にすぎず、また、頁左下に紹介記事があ
るが、紹介記事の大きさは本件写真の約５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させる
ために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸
能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権
及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 一
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甲９－２２ 23 Ｑ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、
表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞さ
せるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 D B C B C D

甲９－２３ 24 Ｑ 同上 Ａ 全 無 D C A C C C D

甲９－２４ 上 Ｑ D C E C C C C

甲９－２５ 下 Ｑ D E C C C C

甲９－２６ 26 Ｑ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、
表情まで分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさ
は本件写真の約６％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害す
るものである。

Ａ 全 有 有 D E C C B C C

甲９－２７ 27 Ｑ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、
表情まで分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさ
は本件写真の約８％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害す
るものである。

Ａ 全 有 有 B C C C C C

甲９－２８ 28 Ｑ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、
表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞さ
せるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 B C C B C C E

甲９－２９ 29 Ｑ 同上 Ａ 全 無 B C C C C C E

甲９－３０ 上 Ｑ D E C A C C

甲９－３１ 下 Ｑ、Ｒ D E C D E C

甲９－３２ 32 Ｑ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、
表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞さ
せるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 D C C F C D

甲９－３３ 33 Ｑ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるよう
に掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約１
２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場
所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載さ
れた写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 一 有 有 D D C E C C

甲９－３４ 上 Ｑ D E C B C C

甲９－３５ 下 Ｑ、Ｒ D E C D C C

甲９－３６ 35 Ｎ、Ｑ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、
表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞さ
せるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 D C C D C D

甲９－３７ 36 Ｑ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、
表情まで分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさ
は本件写真の約３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の
一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害する
ものである。

Ａ 全 有 有 D C C B C C

甲９－３８ 上 Ｑ D E B B C C

甲９－３９ 下 Ｑ D E C A C C

甲９－４０ 38 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。頁左下に記事があるが、記事の内容は写真と直接には関連しない内
容である上、記事の大きさは写真の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるた
めに掲載されたものであり、撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート
時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として
掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害
するものである。

Ｂ 全 有 無 G F C C C C C

甲９－４１ 39 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真上と右下に記事があるが、記事の内容は写真と直接には関連し
ない内容である上、記事の大きさは写真の８７％にとどまり、単に原告らの肖像を鑑賞さ
せるために掲載されたものであり、撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情ま
でアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するもので
ある。

Ｂ 一 有 無 G F D C F C C

甲９－４２ 40 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。頁左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約３％
にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不
明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているもの
であり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブ
リシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F C C C C C

甲９－４３ 41 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。頁左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約１％
にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は
不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているも
のであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパ
ブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F B C C C B

有 無

30

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるよう
に掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約１７％
にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所に
おける様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

25

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるよう
に掲載されている。写真右に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容
である上、記事の大きさは両写真の大きさの約２５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑
賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあ
るが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリ
シティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 一

Ａ 一 有 有

有
無
有

有 有34

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、
表情まで分かるように掲載されている。頁左側に紹介記事があるが、紹介記事の大きさ
は両写真の約３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一
部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するも
のである。

Ａ 全

37

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁右側に記事がある
が、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の
約２９％にすぎず、また、写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真
の約６％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影
場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸
能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権
を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ａ 一
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甲９－４４ 左上 Ｑ G F D C B C B

甲９－４５ 右上 Ｑ G F D C C C C

甲９－４６ 左下 Ｑ G F D C B C B

甲９－４７ 右下 Ｑ G F D C B C B

甲９－４８ 43 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約
３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活
動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵
害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F C C C C C

甲９－４９ 44 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約
１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場
所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されてい
るものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者
のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F B B B C B

甲９－５０ 上 Ｑ G F D C A C C

甲９－５１ 下 Ｑ G F D C C C C

甲９－５２ 46 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載された
ものである。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されてい
るものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者
のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全 無 G F B C B C D

甲９－５３ 47 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約５％
にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不
明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているもの
であり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブ
リシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F C C B C C

甲９－５４ 48 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約
１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されている
ものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 E C C B C C

甲９－５５ 上 Ｑ G F D B B C C

甲９－５６ 下 Ｑ G F D C A A C

甲９－５７ 上 Ｑ G F D C B C C

甲９－５８ 下 Ｑ G F D C C C C

甲９－５９ 51 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。頁右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約３％
にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであり、撮影場所は不
明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているもの
であり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブ
リシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F B C B C B

甲９－６０ 52 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の大きさ
の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影
場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載され
ているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮
影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F C C F C C

甲９－６１ 53 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。頁右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは写真の約２％にす
ぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであり、撮影場所は不明で
あるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F B C C C B

甲９－６２ 上 Ｑ G F D C B C C

甲９－６３ 下 Ｑ G F D C B C C

甲９－６４ 55 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。頁右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは写真の約２％にす
ぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであり、撮影場所は不明で
あるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G C C C C B

甲９－６５ 上 Ｑ E E C C C C

甲９－６６ 下 Ｑ E D C C C C

甲９－６７ 57 Ｎ、Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の大き
さの約１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮
影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載さ
れているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被
撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G C C F C B

甲９－６８ 58 Ｎ、Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真上及び写真左下に紹介記事があるが、記事の大きさは本件写真
の約３３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮
影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、
芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ
権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 一 有 有 E D C E C C

全 有

50

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。頁左側に記事があるが、記事の内容は両写真と直接には関連しない
内容である上、記事の大きさは両写真の約３７％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞さ
せるために掲載されたものであり、撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情ま
でアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するもので
ある。

有

45

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。頁右側に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容
である上、記事の大きさは本件写真の約３２％にすぎず、また、頁右下に紹介記事があ
るが、紹介記事の大きさは本件写真の約５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させる
ために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアッ
プで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真で
はなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 一 有

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。甲９－４４、甲９－４６及び甲９－４７の下に紹介記事があるが、紹介記
事の大きさは本頁の写真４枚の約５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために
掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の
表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載
された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ

無
有

49

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。頁左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約６％に
すぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明
であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているもので
あり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリ
シティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有

Ｂ 一

有全

有

Ｂ 有

無

54

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。甲９－６２左上に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約
１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されている
ものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全 有 有

56

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。両写真左に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約３％
にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不
明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているもの
であり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブ
リシティ権及び肖像権を侵害するものである。

42

46



甲９－６９ 59 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真上に記事があるが関連しない内容である上、記事の大きさは本件
写真の約１２％にすぎず、また、写真左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本
件写真の約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているもので
あり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリ
シティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 一 有
無
有

E C C E C B

甲９－７０ 上 Ｑ G D C C C C

甲９－７１ 下 Ｑ E D C C C C

甲９－７２ 61 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約
２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されている
ものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G C C C C C

甲９－７３ 左上 Ｑ G F D C B C B

甲９－７４ 右上 Ｑ G F D C B C C

甲９－７５ 左下 Ｑ G F D C C C C

甲９－７６ 右下 Ｑ G F D C C C B

甲９－７７ 63 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約
２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されている
ものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F C C C C C

甲９－７８ 64 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約
２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されている
ものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 E F B C F C B

甲９－７９ 上 Ｑ G F D C C C C

甲９－８０ 下 Ｑ G F D C A C C

甲９－８１ 左上 Ｑ G F D C C C C

甲９－８２ 右下 Ｑ G F E C C C C

甲９－８３ 68 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載された
ものである。撮影場所は不明であるが、ページの全面にわたり、プライベート時の表情ま
でアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するもので
ある。

Ｂ 全 無 G F B C C C D

甲９－８４ 上 Ｑ G F E C B B C

甲９－８５ 下 Ｑ G F E C B C C

甲９－８６ 上 Ｍ、Ｑ G F D C D C C

甲９－８７ 下 Ｑ G F D C B C C

甲９－８８ 71 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約
２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されている
ものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F B C A C B

甲９－８９ 72 Ｍ、Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。頁上に記事があるが、記事の内容は本件写真と直接には関連しない
内容である上、記事の大きさは本件写真の約２１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞
させるために掲載されたものであり、撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情ま
でアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するもので
ある。

Ｂ 一 有 無 G F D C D C C

甲９－９０ 左上 Ｑ G F D C C C D

甲９－９１ 右上 Ｑ G F D C D C D

甲９－９２ 左下 Ｑ G F D C C C D

甲９－９３ 右下 Ｑ G F D C C C D

甲９－９４ 74 Ｑ 同上 Ｂ 全 無 G F C C C C C D

甲９－９５ 上 Ｍ、Ｑ G F D C D C C

甲９－９６ 下 Ｍ、Ｑ、Ｏ G F D C D C C

有
有
無

62

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。甲９－７３下及び甲９－７６下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさ
は写真４枚の約６％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもので
ある。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで
掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではな
く、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

60

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。両写真の左側に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約
６％にすぎず、また、頁の左側に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内
容である上、記事の大きさは両写真の約３４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させ
るために掲載されたものであり、撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情まで
アップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写
真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものであ
る。

Ｂ 一

Ｂ 全

有 有

有 無

有 有

66

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真左に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容で
ある上、記事の大きさは両写真の大きさの約４０％にとどまり、単に原告らの肖像を鑑賞
させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情
までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載され
た写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 一

67

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。頁左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約５％に
すぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明
であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているもので
あり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリ
シティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全

有 有

70

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。甲９－８６右上と甲９－８７左下に紹介記事があるが、紹介記事の大き
さは両写真の約１０％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップ
で掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

69

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。頁右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約７％に
すぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明
であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関
する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権
を侵害するものである。

Ｂ 全

Ｂ 全

有 無

無

有 有

73

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載された
ものである。撮影場所は不明であるが、頁全面にわたり、プライベート時の表情までアッ
プで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真で
はなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全

75

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。頁右に記事があるが、記事の内容は両写真と直接には関連しない内
容である上、記事の大きさは両写真の約３０％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させ
るために掲載されたものであり、撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情まで
アップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写
真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものであ
る。

Ｂ 一
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甲９－９７ 76 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。頁上に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約２２％に
すぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであり、撮影場所は不明
であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関
する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、か
つ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 一 有 有 G F D C C C C

甲９－９８ 左上 Ｑ、Ｒ G F D C D C D

甲９－９９ 右上 Ｑ、Ｒ G F D C D C D

甲９－１００ 下 Ｑ、Ｏ G F C C D C D

甲９－１０１ 上
Ｍ、Ｑ、
Ｏ、Ｒ

G F D C D C C

甲９－１０２ 下
Ｍ、Ｑ、
Ｏ、Ｒ

G F C D C D C B

甲９－１０３ 79 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約
１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されている
ものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F C B C C C B

甲９－１０４ 80 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真上に記事があるが関連しない内容である上、記事の大きさは本件
写真の約２２％にすぎず、また、写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件
写真の約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 一 有
無
有

G F D C F C B

甲９－１０５ 81 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載された
ものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情まで
アップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写
真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものであ
る。

Ｂ 全 無 G F C C C C D

甲９－１０６ 左上 Ｑ G F E C F C B

甲９－１０７ 右上 Ｑ G F E C C C C

甲９－１０８ 左下 Ｑ G F E C C C B

甲９－１０９ 右下 Ｑ G F E C F C C

甲９－１１０ 83 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真右下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内
容である上、記事の大きさは本件写真の約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させ
るために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部
として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもの
である。

Ｂ 全 有 無 G F C C C C B

甲９－１１１ 84 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載された
ものである。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されてい
るものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者
のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全 無 G F B C C C D

甲９－１１２ 上 Ｑ G F E C C C C

甲９－１１３ 下 Ｑ G F E C C C C

甲９－１１４ 左上 Ｑ G F E C B C C

甲９－１１５ 右上 Ｑ G F E C F C C

甲９－１１６ 左下 Ｑ G F E C B C C

甲９－１１７ 右下 Ｑ G F E C F C C

甲９－１１８ 87 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真右下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内
容である上、記事の大きさは本件写真の大きさの約４％にすぎず、単に原告らの肖像を
鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわた
り、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解
説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害
するものである。

Ｂ 全 有 無 G F C C C C B

甲９－１１９ 89 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真右下に記事があるが、記事の大きさは本件写真の約２％にすぎ
ず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であ
るが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 無 G F C C C C B

甲９－１２０ 左上 Ｑ G F C C C C C D

甲９－１２１ 右下 Ｑ G F E C B C C D

甲９－１２２ 左上 Ｑ G F D C F C B

甲９－１２３ 右上 Ｑ G F D C F C C

甲９－１２４ 左下 Ｑ G F D C F C C

甲９－１２５ 右下 Ｑ G F D C F C B

無

78

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。頁右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約４％に
すぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明
であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているもので
あり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリ
シティ権及び肖像権を侵害するものである。

77

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載された
ものである。撮影場所は不明であるが頁の全面にわたり、プライベート時の表情まで
アップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写
真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものであ
る。

Ｂ 全

Ｂ 全

有
無
有

有
有
無

有 有

82

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。甲９－１０６の下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは写真４枚の
約３％にすぎず、また、甲９－１０８の下に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連
しない内容である上、記事の大きさは写真４枚の約４％にすぎず、単に原告らの肖像を
鑑賞させるために掲載されたものであり、撮影場所は不明であるが、プライベート時の
表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載
された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害する
ものである。

Ｂ 全

85

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。頁右側に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容
である上、記事の大きさは本件写真の約３７％にすぎず、また、頁右下に紹介記事があ
るが、紹介記事の大きさは本件写真の約３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させる
ために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアッ
プで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真で
はなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 一

有 無

90

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載された
ものである。撮影場所は不明であるが、ページの全面にわたり、プライベート時の表情ま
でアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するもので
ある。

86

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。頁上に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容で
ある上、記事の大きさは本頁の写真４枚の約３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞さ
せるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プラ
イベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一
部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するも
のである。

Ｂ 全

Ｂ 全

有 無

無

91

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。甲９－１２２及び甲９－１２５の右下に記事があるが、記事の内容は写
真とは関連しない内容である上、記事の大きさは写真４枚の約４％にすぎず、単に原告
らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全
面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に
関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像
権を侵害するものである。

Ｂ 全
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甲９－１２６ 92 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真左下に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容
である上、記事の大きさは両写真の約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させる
ために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアッ
プで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真で
はなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 無 G F C C F C B

甲９－１２７ 上 Ｑ G F E C F C C

甲９－１２８ 下 Ｑ G F E C F C C

甲９－１２９ 94 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。頁左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約２％
にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不
明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているもの
であり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブ
リシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F B C C C B

甲９－１３０ 上 Ｑ G F D C C C C

甲９－１３１ 下 Ｑ G F D C F C C

甲９－１３２ 96 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真上に記事があるが、記事の内容は本件写真と直接には関連しな
い内容である上、記事の大きさは本件写真の約１７％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑
賞させるために掲載されたものであり、撮影場所は不明であるが、プライベート時の表
情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載さ
れた写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するも
のである。

Ｂ 一 有 無 G F D C C C C

甲９－１３３ 97 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約
１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場
所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されてい
るものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者
のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F C C C C B

甲９－１３４ 98 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約
２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されている
ものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F C C C C B

甲９－１３５ 上 Ｑ G F E C F C C

甲９－１３６ 下 Ｑ、Ｒ G F E C D C C

甲９－１３７ 左上 Ｑ E E C C C C

甲９－１３８ 右上 Ｑ E E C C C C

甲９－１３９ 下 Ｑ G F D C B C C

甲９－１４０ 102 Ｍ、Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真上に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容
である上、記事の大きさは本件写真の約１７％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させ
るために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情まで
アップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写
真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 一 有 無 G F D C E C C

甲９－１４１ 上 Ｑ G F D C D C C

甲９－１４２ 下 Ｑ G F D C C C C

甲９－１４３ 上 Ｍ、Ｑ、Ｏ G F D C D C C

甲９－１４４ 下 Ｑ G F D C D C C

甲９－１４５ 上 Ｑ D D C E C C

甲９－１４６ 下 Ｑ G F D C B C C

甲９－１４７ 上
Ｍ、Ｑ、
Ｐ、Ｒ

G F D C D C C

甲９－１４８ 下 Ｑ、Ｒ G F E C D C C

有 無93

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。頁右側に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容
である上、記事の大きさは本件写真の約３３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させ
るために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部
として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもの
である。

Ｂ 一

有 無

99

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。甲９－１３６の右下及び頁右側に記事があるが、記事の内容は両写真
と直接には関連しない内容である上、記事の大きさは両写真の約３７％にすぎず、単に
原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであり、撮影場所は不明であるが、プ
ライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の
一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を
著しく侵害するものである。

95

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。甲９－１３１左下に記事があるが、記事の大きさは両写真の約５％にす
ぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明で
あるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全

Ｂ 一

有 有

有 有

有 無

100

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。甲９－１３９の左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは写真３枚
の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影
場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載され
ているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮
影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全

103

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。頁下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約８％にす
ぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明で
あるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全

有 有

105

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。頁上及び下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約
２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されている
ものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

104

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。頁中央に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約１％にも
及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明
であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているもので
あり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリ
シティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全

Ｂ 全

有 有

有 有

106

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。甲９－１４７の下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の
約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場
所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されてい
るものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者
のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全
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甲９－１４９ 107 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。頁下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約２％に
すぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明
であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているもので
あり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリ
シティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全 有 有 G F B C D C B

甲９－１５０ 上 Ｍ、Ｑ E D C D C B

甲９－１５１ 左下 Ｑ、Ｏ E E C D C B

甲９－１５２ 右下 Ｍ、Ｑ G E C D C C

甲９－１５３ 上 Ｎ、Ｑ E E C D C C

甲９－１５４ 下 Ｎ、Ｑ E E C D C C

甲９－１５５ 上
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

A D C D B B

甲９－１５６ 表中（左上） Ｏ A E C A C C

甲９－１５７ 表中（右上） Ｑ A E C A C C

甲９－１５８ 表中（下） Ｍ A E C A B C

甲９－１５９ 上
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

D D C D C B E

甲９－１６０ 表中（上） Ｎ A E C A C C E

甲９－１６１ 表中（中央） Ｒ A E C A C C E

甲９－１６２ 表中（下） Ｐ A E C A B C E

甲９－１６３ 左 Ｑ D E C A C C E

甲９－１６４ 中央（上） Ｑ G F E C A C C E

甲９－１６５ 中央（下） Ｑ D E C A C C E

甲９－１６６ 右（上） Ｑ G F E C A C C E

甲９－１６７ 右（下） Ｑ A E C A C C E

甲９－１６８ 裏袖 Ｑ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、
表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞さ
せるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 B E C C C E

甲９－１６９ 裏表紙
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

同上 Ａ 全 無 D E C D B A

有 有108

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。甲９－１５０及び甲９－１５１の左下に紹介記事があるが、紹介記事の
大きさは写真３枚の約１０％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載され
たものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情ま
でアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ｂ 全

109

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。頁右側に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容で
ある上、記事の大きさは両写真の約３２％にすぎず、また、甲９－１５３の右上に紹介記
事があるが、紹介記事の大きさは両写真の１１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞さ
せるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情ま
でアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するもので
ある。

Ｂ 一

110

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、
表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞さ
せるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではある
が、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全

有
無
有

全 無

無

全 無

同上 Ａ111

112

甲９－１６３、甲９－１６５及び甲９－１６７は、左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影
したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分かるように掲載されており、記事
等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場
所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載さ
れた写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。
また、甲９－１６４及び甲９－１６６は、左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影した
カラー写真であり、芸能活動を撮影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、ページの全
面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に
関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、
かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ａ
B

50



被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら

写真番号 掲載ページ 掲載場所 被撮影者 撮影態様 AorB

写真
・一部
・全面

・見開き

記事 関連性

甲１０－１ 表紙 Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表表紙において、頁の全面に
わたり、原告らの表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を
鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸
能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像
権を侵害するものである。

A 全 無 D E B A C A

甲１０－２ 表袖 Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載された
ものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部
として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 B E B C C E

甲１０－３ 上
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

D D C D D B E

甲１０－４ 下 Ｒ D E B A C C E

甲１０－５ 2、3 Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、表情まで
分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載され
たものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一
部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 見 無 D B A B B C E

甲１０－６ 4、5
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ 同上 A 見 無 D A C D B E

甲１０－７ 6 Ｐ、Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部と
して掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 D B B E B D

甲１０－８ 7 Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載され
ている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、単に原告
らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものでは
あるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権
及び肖像権を侵害するものである。

A 一 有 無 D E C A B C

甲１０－９ 8
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載され
ている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大
きさは本件写真の約１５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 一 有 無 B B C C E C D C

甲１０－１０ 9 Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部と
して掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 B B C E C D

甲１０－１１ 10 Ｒ 同上 A 全 無 B B B E C D

甲１０－１２ 11 Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載され
ている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、単に原告
らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものでは
あるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権
及び肖像権を侵害するものである。

A 一 有 無 B E C C C C

甲１０－１３ 左上 Ｒ D E C A C E

甲１０－１４ 中央上 Ｒ D E C A C E

甲１０－１５ 右上 Ｒ D E C A C E

甲１０－１６ 下 Ｒ D E C A B E

甲１０－１７ 13 Ｒ 同上 A 全 無 D B C C C E

甲１０－１８ 14 Ｒ 同上 A 全 無 D B B A B D

甲１０－１９ 上 Ｒ D D C A C C

甲１０－２０ 下 Ｒ D D C A C C

甲１０－２１ 上 Ｒ D D C E C E

甲１０－２２ 左下 Ｒ D D C E C E

甲１０－２３ 右下 Ｒ D D C E B E

甲１０－２４ 17 Ｒ 同上 A 全 無 D C C A C B E

甲１０－２５ 18 Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容
である上、記事の大きさは本件写真の約１０％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲
載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解
説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもので
ある。

A 全 有 無 D C C B B C

甲１０－２６ 左上 Ｒ C E C C C D

甲１０－２７ 右上 Ｒ D E C C C D

甲１０－２８ 下 Ｒ D E C A C D

甲１０－２９ 20 Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部と
して掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 B B C A C D

甲１０－３０ 21 Ｑ、Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載され
ている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、単に原告
らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものでは
あるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権
及び肖像権を侵害するものである。

A 一 有 無 B E B E C C

甲１０－３１ 上 Ｒ D D C B C D

甲１０－３２ 左下 Ｒ D E C C C D

甲１０－３３ 右下 Ｒ D E C B C D

甲１０－３４ 23 Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表情まで分
かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真と直接には関連しな
い内容である上、記事の大きさは本件写真の約１０％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるた
めに掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関
する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害する
ものである。

A 全 有 無 D C C B C C

表情・ポーズ等 記事の有無等撮影中の活動 写真の大きさ 写真の鮮明度 肖像占有度

個別主張一覧表（１０）
被告の主張及び原告らの認否

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載され
ている。頁右下に記事があるが、記事の内容は両写真と直接には関連しない内容である上、記事
の大きさは両写真の約１２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A

甲１０－２６及び甲１０－２８は、左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。
頁全面にわたり、表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を
鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸
能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像
権を侵害するものである。
また、甲１０－２７は、左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活
動を撮影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載された
ものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲
載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者
のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

A
Ｂ

全 無

12

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部と
して掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

16

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部と
して掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無

A 全

一

19

22

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部と
して掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無

無

有 無

無

1 同上 A 全

15

原告らの主張

51



甲１０－３５ 24 Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部と
して掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 D C C C C E

甲１０－３６ 左上 Ｒ D E C B C E

甲１０－３７ 右上 Ｒ D E C B C E

甲１０－３８ 下 Ｒ D E C C C E

甲１０－３９ 26 Ｒ 同上 A 全 無 A C C B B E

甲１０－４０ 27 Ｒ 同上 A 全 無 D B C B C E

甲１０－４１ 28 Ｒ 同上 A A C C B C E D

甲１０－４２ 左 Ｒ A E C B C C

甲１０－４３ 右 Ｒ A E C B C C

甲１０－４４ 30 Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部と
して掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 A C C B C D

甲１０－４５ 31 Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載され
ている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大
きさは本件写真の約７２％にとどまり、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 一 有 無 D D C A C C

甲１０－４６ 32 Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部と
して掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 D B C C C D

甲１０－４７ 33 Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載され
ている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは直接には関連しない内容である上、
記事の大きさは本件写真の約１２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載された
ものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部
として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 一 有 無 D D C C C C

甲１０－４８ 34 Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部と
して掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 A B C C C E

甲１０－４９ 35 Ｒ 同上 A 全 無 A C C B C E

甲１０－５０ 36 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大き
さは本件写真の約１３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活
動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 一 有 無 G F C C C C C

甲１０－５１ 上 Ｒ G F E C C C C

甲１０－５２ 下 Ｒ G F E C B C C

甲１０－５３ 38 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。同頁右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約２％にすぎず、単に原告
らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわた
り、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部と
して掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するも
のである。

B 全 有 有 G F C C A C B

甲１０－５４ 39 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大き
さは本件写真の約５６％にとどまり、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能
活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、か
つ肖像権を著しく侵害するものである。

B 一 有 無 G F D C A C C

甲１０－５５ 40 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。同頁下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約７％にすぎず、単に原告ら
の肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、
プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するもの
である。

B 全 有 有 G F C C B C B

甲１０－５６ 左上 Ｒ G F E C C C C

甲１０－５７ 右上 Ｒ G F E C B C C

甲１０－５８ 下 Ｒ G F E C A C C

甲１０－５９ 42 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。同頁下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大き
さは本件写真の約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮
影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているも
のであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ
権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 有 無 G F C C A C B

甲１０－６０ 43 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵
害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F B C B C D

甲１０－６１ 44 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。同頁下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約６％にすぎず、単に原告ら
の肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、
プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するもの
である。

B 全 有 有 G F C C B C B

甲１０－６２ 左上 Ｒ G F D C B C C

甲１０－６３ 右上 Ｒ G F D C A C C

甲１０－６４ 下 Ｒ G F D C B C C

甲１０－６５ 46 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。同頁下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大き
さは本件写真の約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮
影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているも
のであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ
権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 有 無 G F C C C C B

有 無

無25 同上 A 全

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。同頁右下に記事があるが、記事の内容は写真３枚とは関連しない内容である上、記事の大
きさは写真３枚の約３２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能
活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、か
つ肖像権を著しく侵害するものである。

B 一

B

一

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。同頁右下に記事があるが、記事の内容は写真３枚とは関連しない内容である上、記事の大
きさは写真３枚の約１８％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能
活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、か
つ肖像権を著しく侵害するものである。

B

有 無

無

無

有

有

37 一

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情まで分かるように掲載され
ている。頁下に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、記事の大きさ
は両写真の約１７％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開
の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された
写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A29 一

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。同頁左下に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、記事の大き
さは両写真の約１６％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮
影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動
に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖
像権を著しく侵害するものである。

41

45

52



甲１０－６６ 47 Ｑ、Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。同頁下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大き
さは本件写真の約３４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活
動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 一 有 無 G F D C F C C

甲１０－６７ 48 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。同頁左下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大
きさは本件写真の約６％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されている
ものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 有 無 G F C C C C B

甲１０－６８ 左上 Ｒ G F D C B C C

甲１０－６９ 右上 Ｒ G F D C B C C

甲１０－７０ 下 Ｒ G F E C B C C

甲１０－７１ 50 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。同頁左下に紹介記事があるが、甲１０－７２についての紹介記事があるが、紹介記事の大き
さは本件写真の約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮
影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているも
のであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ
権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 有 有 G F C C B A B

甲１０－７２ 51 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵
害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F B C A C D

甲１０－７３ 52 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。同頁左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約３％にすぎず、単に原告
らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわた
り、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部と
して掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するも
のである。

B 全 有 有 G F C C C C B

甲１０－７４ 53 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵
害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F B C C C D

甲１０－７５ 54 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。写真下及び頁下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記
事の大きさは本件写真の約４０％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵
害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 一 有 無 E C C A C C

甲１０－７６ 上 Ｒ E D C A C D

甲１０－７７ 下 Ｒ E D C A C D

甲１０－７８ 56 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大き
さは本件写真の約５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮
影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているも
のであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ
権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 有 無 G F C C B C C

甲１０－７９ 57 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵
害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F B C C C D

甲１０－８０ 58 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約３％にすぎず、単に原告ら
の肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、
プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するもの
である。

B 全 有 有 G F C C C C B

甲１０－８１ 59 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵
害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F B C C C D

甲１０－８２ 60 Ｒ 同上 B 全 無 G F B C B C D

甲１０－８３ 61 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。写真下に紹介記事があるが、甲１０－８２についての紹介記事があるが、紹介記事の大きさ
は本件写真の約３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮
影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているも
のであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ
権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 有 有 G F C C B C C

甲１０－８４ 62 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。写真下及び頁下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記
事の大きさは本件写真の約１９％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵
害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 一 有 無 G F C C F C C

甲１０－８５ 上 Ｒ G F E C B C C D

甲１０－８６ 下 Ｒ G F D C F C C D

甲１０－８７ 64、65 Ｑ、Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。写真左下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大
きさは本件写真の約３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
撮影場所は不明であるが、見開き２頁にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されている
ものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 見 有 無 G F B C E C B

甲１０－８８ 左上 Ｒ G F E C C C D

甲１０－８９ 右上 Ｒ G F E C F C D

甲１０－９０ 左下 Ｒ G F E C C C B D

甲１０－９１ 右下 Ｒ G F E C B C D

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵
害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵
害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B

一

B 全

B 全

無

66

49

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。同頁右下に記事があるが、記事の内容は写真３枚とは関連しない内容である上、記事の大
きさは写真３枚の約１９％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能
活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、か
つ肖像権を著しく侵害するものである。

63

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵
害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 有 無

55

全

無

無

53



甲１０－９２ 上 Ｒ G F E C B C C

甲１０－９３ 下 Ｒ G F E C B C C

甲１０－９４ 上 Ｒ G F D C A C C

甲１０－９５ 左下 Ｍ、Ｒ G F E C F C C

甲１０－９６ 右下 Ｒ G F E C F C C

甲１０－９７ 69 Ｍ、Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵
害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F C C F C B D

甲１０－９８ 上 Ｍ、Ｑ、Ｏ、Ｒ G F D C F C D

甲１０－９９ 下 Ｍ、Ｒ G F D C F C D

甲１０－１００ 71 Ｍ、Ｑ、Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。写真上に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約２％にすぎず、単に原告ら
の肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、
プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するもの
である。

B 全 有 有 G F C C F C B C

甲１０－１０１ 72 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。同頁上に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大き
さは本件写真の約３５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活
動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 一 有 無 G F D C F C C

甲１０－１０２ 73 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵
害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F D C C F C D

甲１０－１０３ 左上 Ｒ G F E C F C C

甲１０－１０４ 右上 Ｒ G F E C C C C

甲１０－１０５ 下 Ｒ G F E C F C C

甲１０－１０６ 75 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵
害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F C C B C B D

甲１０－１０７ 76 Ｒ 同上 B 全 無 G F B C C C D

甲１０－１０８ 77 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約３％にすぎず、単に原告
らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわた
り、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部と
して掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するも
のである。

B 全 有 有 G F C C C C B C

甲１０－１０９ 左上 Ｒ G F E C C C D

甲１０－１１０ 右上 Ｒ G F D C B C D

甲１０－１１１ 下 Ｒ G F D C B C B C

甲１０－１１２ 79 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大き
さは本件写真の約８％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮
影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているも
のであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ
権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 有 無 G F C C B C C

甲１０－１１３ 80 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵
害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F C C C C D

甲１０－１１４ 上 Ｒ G F D C A C C

甲１０－１１５ 下 Ｒ G F D C B C C

甲１０－１１６ 82 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。表情まで分かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真と
は関連しない内容である上、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の
場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写
真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

B 全 有 無 G F E C C C B C

甲１０－１１７ 83 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵
害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F B C C C D

甲１０－１１８ 上 Ｒ G F D C F C E

甲１０－１１９ 下 Ｒ G F D C B C B E

甲１０－１２０ 85 Ｒ 同上 B 全 無 G F B C A C E

甲１０－１２１ 左上 Ｒ G F E C B C C

甲１０－１２２ 右上 Ｒ G F E C A C C

甲１０－１２３ 左下 Ｒ G F E C F C C

甲１０－１２４ 右下 Ｒ G F E C B C C

甲１０－１２５ 87 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵
害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F C C C C D

甲１０－１２６ 88 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約４％にすぎず、単に原告ら
の肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、
プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するもの
である。

B 全 有 有 G F C C C C B C

無全

有

86 B 一 有 有

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。同頁中央に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは写真４枚の約１２％にすぎず、単に原告
らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライベート時の
表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真
ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

有

84

無有

81

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。同頁右上に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは両写真の約８％にすぎず、単に原告ら
の肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、
プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するもの
である。

B 全

無

有 無

全

一

B

B

同上 B

全

有

B

一

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。同頁右に記事があるが、記事の内容は両写真とは関連しない内容である上、記事の大きさ
は両写真の約５１％にとどまり、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮
影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動
に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖
像権を著しく侵害するものである。

B 一67

68

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。同頁中央に記事があるが、記事の内容は写真３枚とは関連しない内容である上、記事の大
きさは写真３枚の約１２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能
活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、か
つ肖像権を著しく侵害するものである。

74

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。同頁左下に記事があるが、記事の内容は写真３枚とは関連しない内容である上、記事の大
きさは写真３枚の約２５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものであ
る。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能
活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、か
つ肖像権を著しく侵害するものである。

B

無70 同上

78

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵
害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

無
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甲１０－１２７ 89 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵
害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F B C F C D

甲１０－１２８ 左上 Ｒ G F E C F C C

甲１０－１２９ 右上 Ｒ G F E C B C C

甲１０－１３０ 下 Ｒ G F E C B C C

甲１０－１３１ 91 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵
害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F C C C C B D

甲１０－１３２ 左上 Ｒ G F E C F C C

甲１０－１３３ 右上 Ｒ G F E C B C C

甲１０－１３４ 左下 Ｒ G F E C C C B C

甲１０－１３５ 右下 Ｒ G F E C B C C

甲１０－１３６ 93 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵
害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F C C C C D

甲１０－１３７ 94 Ｒ 同上 B 全 無 G F B C B C D

甲１０－１３８ 95 Ｑ、Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。頁右上に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約６％にすぎず、また、頁左
下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは本件写
真の約１５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は
不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する
解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著
しく侵害するものである。

B 一 有
有
無

G F D C D C C

甲１０－１３９ 上 Ｑ、Ｒ G F D C D C C

甲１０－１４０ 左下 Ｒ G F E C F C C

甲１０－１４１ 右下 Ｒ G F E C F C C

甲１０－１４２ 97 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵
害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F C C F C B D

甲１０－１４３ 98、99 Ｍ、Ｏ、Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。写真左側に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大
きさは本件写真の約１４％にすぎず、また、写真右下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本
件写真の約１％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場
所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関
する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権
を著しく侵害するものである。

B 見 有
無
有

E B C D C C

甲１０－１４４ 100 Ｎ、Ｏ、Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵
害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F B C D C B D

甲１０－１４５ 101 Ｑ、Ｐ、Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約３％にすぎず、単に原告ら
の肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、
プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するもの
である。

B 全 有 有 E C C D C C

甲１０－１４６ 102,103 Ｎ、Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。写真右に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大き
さは本件写真の約２９％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
撮影場所は不明であるが、見開き２頁にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されている
ものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 見 有 無 G F B C D C C

甲１０－１４７ 104 Ｑ、Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであ
り、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵
害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 E D C D C B E

甲１０－１４８ 105 Ｏ、Ｐ、Ｒ 同上 B 全 無 E B C F C D E

甲１０－１４９ 106,107 Ｑ、Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。写真左上に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容である上、記事の大
きさは本件写真の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
撮影場所は不明であるが、見開き２頁にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されている
ものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 見 有 無 D B C D C B C

甲１０－１５０ 108,109 Ｑ、Ｐ、Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。写真左下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約２％にすぎず、単に原告
らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、見開き２頁にわた
り、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部と
して掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するも
のである。

B 見 有 有 G B C F C B C

甲１０－１５１
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

D A C D B C E

甲１０－１５２ 表中（左上） Ｏ G F E C A C C E

甲１０－１５３ 表中（右上） Ｎ G F E C A C C E

甲１０－１５４ 表中（下） Ｍ G F E C A C C E

甲１０－１５５ 表中（上） Ｐ A E C A C C E

甲１０－１５６ 表中（中央） Ｑ G F E C A B C E

甲１０－１５７ 表中（下） Ｒ D E C A B C E

甲１０－１５８ 112 Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁全面にわたり、表情まで分か
るように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部と
して掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 無 D D C B C C E

甲１０－１５９ 裏袖 Ｒ 同上 A 全 無 D E C B B E

甲１０－１６０ 裏表紙
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ 同上 A 全 無 D E C D B A

110,111

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真が、頁の全体の背景と１１０頁に３ヵ所
及び１１１頁にも３ヵ所使用されている。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために
掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する
解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもの
である。

96

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。同頁下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約４％にすぎず、単に原告ら
の肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、
プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するもの
である。

92

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。同頁中央右に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは写真４枚の約４％にすぎず、単に原
告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわ
たり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部
として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害する
ものである。

B 全

一

有 有

無

有 有

有

全

90

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものでは
ない。同頁左下に記事があるが、記事の内容は写真３枚と直接には関連しない内容である上、記
事の大きさは写真３枚の約１９％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、
芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B

B
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被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら

写真番号 掲載ページ 掲載場所 被撮影者 撮影態様 AorB

写真
・一部
・全面

・見開き

記事 関連性

甲１１－１ 上
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

A D C D C A

甲１１－２ 下段（左上） Ｎ B E B A B A

甲１１－３ 下段（左下） Ｏ D E C A C A

甲１１－４ 下段（中央左） Ｑ D D E C A C A

甲１１－５ 下段（中央右） Ｒ D D E C A B A

甲１１－６ 下段（右上） Ｍ B E B A B A

甲１１－７ 下段（右下） Ｐ D E C A B A

甲１１－８ 上から１番目 Ｒ D E C A C E

甲１１－９ 上から２番目 Ｑ D E C A C E

甲１１－１０ 上から３番目 Ｏ D E C A C E

甲１１－１１ 上から４番目 Ｐ B E C A C E

甲１１－１２ 上から５番目 Ｎ B E C A C E

甲１１－１３ 上から６番目 Ｍ B E C A C E

甲１１－１４ 上段
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

A D C D B B

甲１１－１５ 中段（左） Ｒ D E C A C C

甲１１－１６ 中段（中央） Ｑ D E C A C C

甲１１－１７ 中段（右） Ｏ D E C A C C

甲１１－１８ 下段（左） Ｐ B E C A C C

甲１１－１９ 下段（中央） Ｎ B E C A C C

甲１１－２０ 下段（右） Ｍ B E C A C C

甲１１－２１
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

A C C D C C E

甲１１－２２ 上 Ｎ、Ｏ、Ｒ E F E C D C C E

甲１１－２３ 下
Ｍ、Ｑ、
Ｐ、Ｒ

G F E C D C C E

甲１１－２４ 上段（左） Ｑ、Ｒ G F E C D C D E

甲１１－２５ 上段（中央） Ｍ、Ｑ G F E C D C D E

甲１１－２６ 上段（右） Ｑ、Ｒ D E C D C D E

甲１１－２７ 下段（左） Ｑ、Ｒ G F E C D C D E

甲１１－２８ 下段（中央） Ｑ、Ｒ G E C D C D E

甲１１－２９ 下段（右） Ｍ、Ｒ E E C D B D E

甲１１－３０ 左上 Ｒ G F E C B C D E

甲１１－３１ 右上 Ｑ G F E C B C D E

甲１１－３２ 左下 Ｒ G F E C B C D E

甲１１－３３ 右下 Ｑ G F E C B C D E

甲１１－３４ 左下（上） Ｏ G F E C B C C E

甲１１－３５ 左下（下） Ｏ G F E C B C C E

甲１１－３６ 右上部（左上） Ｒ D E C A C C E

甲１１－３７ 右上部（右上） Ｑ G F E C A C C E

甲１１－３８ 右上部（左下） Ｏ G F E C A C C E

甲１１－３９ 右上部（右下） Ｒ G F E C A C C E

甲１１－４０ 左上 Ｐ G F E C B C D E

甲１１－４１ 左下 Ｐ G F E C B C D E

甲１１－４２ 右上 Ｎ G F E C A C D E

甲１１－４３ 右下 Ｎ G F E C B C D E

甲１１－４４ 左下（上） Ｍ G F E C B C C E

甲１１－４５ 左下（下） Ｍ G F E B B C C E

甲１１－４６ 右上部（左上） Ｐ G F E C A C C E

甲１１－４７ 右上部（右上） Ｍ G F E C A C C E

甲１１－４８ 右上部（左下） Ｍ G F E C A C C E

甲１１－４９ 右上部（右下） Ｎ G F E C A C C E

甲１１－５０ 左上
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

A C C D B C E

甲１１－５１ 右下
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

D C C D B C E

甲１１－５２ 左下
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

A C C D B C E

甲１１－５３ 右上
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

B C C D B C E

甲１１－５４ 左上 Ｒ G F E C B C D E

甲１１－５５ 右上 Ｒ G F E C A C D E

甲１１－５６ 左下 Ｒ G F E C A C D E

甲１１－５７ 右下 Ｒ G F E C B C D E

甲１１－５８ 13 Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁全面にわ
たり、表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖
像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影し
たものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではな
く、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 D B C A C C E

甲１１－５９ 14 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F B C B C E

甲１１－６０ 左上 Ｒ G F E C A C E

甲１１－６１ 右上 Ｒ G F E C B C E

甲１１－６２ 左下 Ｒ D E C B A E

甲１１－６３ 右下 Ｒ G F E C C C E

甲１１－６４ 左上 Ｒ G F D C A C E

甲１１－６５ 右上 Ｒ G F E C F C E

甲１１－６６ 左下 Ｒ G F D C F C E

甲１１－６７ 右下 Ｒ G F D C A C E

甲１１－６８ 17 Ｑ、Ｒ 同上 B 全 無 G F B C D C E

甲１１－６９ 19 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関
連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約２７％にすぎず、単に原告
らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、
プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 一 有 無 G F D C B C C

表情・ポーズ等 記事の有無等撮影中の活動 写真の大きさ 写真の鮮明度 肖像占有度

B 全

個別主張一覧表（１１）

Ａ 見 無

Ａ

被告の主張及び原告らの認否

15

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表表紙にお
いて、頁の全面にわたり、原告らの表情まで分かるように掲載されており、記事
等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公
開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一
部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害
するものである。

同上

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

同上

表袖

5

6

7

表紙
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8、9

10、11

1

2、3

4

12

甲１１－２１は、左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真であ
る。見開き２頁にわたり、表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切な
く、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所に
おける様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもので
ある。
また、甲１１－２２ないし２９は、左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影した
カラー写真であり、芸能活動を撮影したものではない。記事等は一切なく、単に
原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であ
るが、見開き２頁にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているも
のであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影
者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ａ 全 無

無

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面に
わたり、表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮
影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真で
はなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無

無

Ａ 全 無

見 無

B 全

無全

無

無

無同上 B 全

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 全

B

見

B 全

Ａ
Ｂ

同上

同上

同上

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁に
わたり、表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮
影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真で
はなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁に
わたり、表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮
影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真で
はなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

B 全 無

無

原告らの主張
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甲１１－７０ 20 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F B C F C E

甲１１－７１ 21 Ｒ 同上 B 全 無 G F C C B C E

甲１１－７２ 22 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関
連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約１２％にすぎず、単に原告
らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、
プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 一 有 無 G F D C B D C

甲１１－７３ 24 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F B C C C E

甲１１－７４ 25 Ｒ 同上 B 全 無 G F B C F C E

甲１１－７５ 26 Ｒ 同上 B 全 無 G F B C C C E

甲１１－７６ 左上 Ｒ G F D C C C E

甲１１－７７ 右上 Ｒ G F E C B C E

甲１１－７８ 左下 Ｒ G F E C A C E

甲１１－７９ 右下 Ｎ、Ｒ G F D C D C E

甲１１－８０ 28 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関
連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約２３％にすぎず、単に原告
らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、
プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 一 有 無 G F D C C A C

甲１１－８１ 30 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F B C C C E

甲１１－８２ 左上 Ｒ G F E C A C E

甲１１－８３ 右上 Ｒ G F E C C C E

甲１１－８４ 左下 Ｒ G F D C C C E

甲１１－８５ 右下 Ｒ G F E C A C E

甲１１－８６ 33 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関
連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約１４％にすぎず、単に原告
らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、
プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 一 有 無 G F D C C C C

甲１１－８７ 34 Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁全面にわ
たり、表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖
像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影し
たものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではな
く、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 D B C C C E

甲１１－８８ 35 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F C C C C E

甲１１－８９ 36 Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁全面にわ
たり、表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖
像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影し
たものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではな
く、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 D B C E C E

甲１１－９０ 37 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 D F C C C C E

甲１１－９１ 左上 Ｑ G F E C B C D E

甲１１－９２ 右上 Ｑ G F E C F C D E

甲１１－９３ 左下 Ｑ G F E C B C D E

甲１１－９４ 右下 Ｑ G F E C C C D E

甲１１－９５ 39 Ｑ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁全面にわ
たり、表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖
像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影し
たものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではな
く、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 D B B A C C E

甲１１－９６ 41 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関
連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約１３％にすぎず、単に原告
らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、
プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 一 有 無 G F C C C C C

甲１１－９７ 左上 Ｑ G F E C C C E

甲１１－９８ 右上 Ｑ G F E C C C E

甲１１－９９ 左下 Ｑ G F E C C C E

甲１１－１００ 右下 Ｑ G F E B C C E

甲１１－１０１ 43 Ｑ 同上 B 全 無 G F B C C C E

甲１１－１０２ 44 Ｑ 同上 B 全 無 G F B C F C E

甲１１－１０３ 45 Ｑ 同上 B 全 無 G F C C B C E

甲１１－１０４ 左 Ｑ D F E C A C C

甲１１－１０５ 右 Ｑ D F E C A C C

甲１１－１０６ 左 Ｑ D F E C B A C

甲１１－１０７ 右 Ｑ D F E C A C C

38

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

27

31

47 一 有

42

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。両写真下に記事があるが、記事の内容は両写真とは関
連しない内容である上、記事の大きさは両写真の約６３％にとどまり、単に原告
らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、
プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

46

無

B

一 有

同上 B 全 無

同上 B 全

同上 B 全

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関
連しない内容である上、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもので
ある。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されて
いるものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、
被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 無

無

B 全 無

無
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甲１１－１０８ 48 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F B C A C E

甲１１－１０９ 49 Ｑ 同上 B 全 無 G F C C F C E

甲１１－１１０ 左上 Ｑ G F E C B C E

甲１１－１１１ 右上 Ｑ G F E C C C E

甲１１－１１２ 左下 Ｑ G F E C F C E

甲１１－１１３ 右下 Ｑ G F E C C C E

甲１１－１１４ 51 Ｑ 同上 B 全 無 G F B C C C E

甲１１－１１５ 53 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関
連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約１６％にすぎず、単に原告
らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、
プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 一 有 無 G F D C B C C

甲１１－１１６ 54、55 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、見開き２頁にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 見 無 G F B C C C E

甲１１－１１７ 56 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F C C C C E

甲１１－１１８ 57 Ｑ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁全面にわ
たり、表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖
像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影し
たものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではな
く、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 B B B A B E

甲１１－１１９ 左 Ｑ G F E C A C C

甲１１－１２０ 右 Ｎ、Ｑ G F E C C C C

甲１１－１２１ 左 Ｑ G F E C C C C

甲１１－１２２ 右 Ｑ G F E C C C C

甲１１－１２３ 60 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F C C D C E

甲１１－１２４ 61 Ｑ 同上 B 全 無 G F B C C C E

甲１１－１２５ 左上 Ｑ G F D C C C E

甲１１－１２６ 右上 Ｑ G F D C C C E

甲１１－１２７ 左下 Ｑ G F D C C C E

甲１１－１２８ 右下 Ｑ G F D C C C E

甲１１－１２９ 63 Ｑ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁全面にわ
たり、表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖
像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影し
たものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではな
く、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 D C C A C E

甲１１－１３０ 左上 Ｏ G F E C B C D E

甲１１－１３１ 右上 Ｏ G F E C F C D E

甲１１－１３２ 左下 Ｏ G F E C B C D E

甲１１－１３３ 右下 Ｏ G F E C F C D E

甲１１－１３４ 65 Ｏ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁全面にわ
たり、表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖
像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影し
たものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではな
く、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 D F B C A C C E

甲１１－１３５ 66 Ｏ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F C C C C E

甲１１－１３６ 67 Ｏ 同上 B 全 無 G F B C B C E

甲１１－１３７ 69 Ｏ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関
連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約３５％にすぎず、単に原告
らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、
プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 一 有 無 G F D C A C C

甲１１－１３８ 70 Ｏ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F B C C A E

甲１１－１３９ 左上 Ｏ G F E C B C E

甲１１－１４０ 右上 Ｏ G F E C F C E

甲１１－１４１ 左下 Ｏ G F E C C C E

甲１１－１４２ 右下 Ｏ G F E B B C E

甲１１－１４３ 72 Ｏ 同上 B 全 無 G F B C F C E

甲１１－１４４ 73 Ｏ 同上 B 全 無 G F C C C C E
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50 同上 B 全

同上

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 全

B 全

同上 B 全 無

無

無

一 有 無

無

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関
連しない内容である上、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもので
ある。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されて
いるものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、
被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 一 有 無

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。両写真下に記事があるが、記事の内容は両写真とは関
連しない内容である上、記事の大きさは両写真の約７２％にとどまり、単に原告
らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、
プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B
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甲１１－１４５ 74 Ｏ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関
連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約２１％にすぎず、単に原告
らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、
プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 一 有 無 G F D C C C C

甲１１－１４６ 76 Ｏ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F C C C C E

甲１１－１４７ 左上 Ｏ G F E C B C E

甲１１－１４８ 右上 Ｏ G F E C B C E

甲１１－１４９ 左下 Ｏ G F E C C C E

甲１１－１５０ 右下 Ｎ、Ｏ G F E C B C E

甲１１－１５１ 左上 Ｏ G F E C C C E

甲１１－１５２ 右上 Ｏ G F E C B C E

甲１１－１５３ 左下 Ｏ B E B B B E

甲１１－１５４ 右下 Ｏ G F E C C C E

甲１１－１５５ 79 Ｏ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F C C C C E

甲１１－１５６ 左上 Ｐ G F E C C C D E

甲１１－１５７ 右上 Ｐ G F E C B C D E

甲１１－１５８ 左下 Ｐ G F E C B C D E

甲１１－１５９ 右下 Ｐ G F E C F C D E

甲１１－１６０ 81 Ｐ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁全面にわ
たり、表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖
像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影し
たものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではな
く、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 D C A A B C E

甲１１－１６１ 83 Ｐ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関
連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約２２％にすぎず、単に原告
らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、
プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 一 有 無 G F D C C C C

甲１１－１６２ 左上 Ｐ G F E C C C E

甲１１－１６３ 右上 Ｐ G F E C B C E

甲１１－１６４ 左下 Ｐ G F E C C C E

甲１１－１６５ 右下 Ｐ G F E C C C E

甲１１－１６６ 85 Ｐ 同上 B 全 無 G F C C A C E

甲１１－１６７ 86 Ｐ 同上 B 全 無 G F C C B C E

甲１１－１６８ 87 Ｐ 同上 B 全 無 G F C C C C E

甲１１－１６９ 88 Ｐ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関
連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約２８％にすぎず、単に原告
らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、
プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 一 有 無 G F D C C C C

甲１１－１７０ 90 Ｐ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F B C B C E

甲１１－１７１ 左上 Ｐ G F E C B C E

甲１１－１７２ 右上 Ｐ G F E C C C E

甲１１－１７３ 左下 Ｐ G F E C C C E

甲１１－１７４ 右下 Ｐ G F E C C C E

甲１１－１７５ 92 Ｐ 同上 B 全 無 G F B C C C E

甲１１－１７６ 93 Ｐ 同上 B 全 無 G F C C B C E

甲１１－１７７ 左上 Ｎ G F E C A B D E

甲１１－１７８ 右上 Ｎ G F E C B C D E

甲１１－１７９ 左下 Ｎ G F E C B C D E

甲１１－１８０ 右下 Ｎ G F E C A C D E

甲１１－１８１ 95 Ｎ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁全面にわ
たり、表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖
像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影し
たものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではな
く、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 B C A A B C E

甲１１－１８２ 96 Ｎ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F C C C C B E

甲１１－１８３ 97 Ｎ 同上 B 全 無 G F C C C C E

甲１１－１８４ 99 Ｎ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関
連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約２１％にすぎず、単に原告
らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、
プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 一 有 無 G F D C B C C
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B

甲１１－１５１、１５２及び甲１１－１５４は、左記被撮影者のプライベート時の様子
を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影したものではない。記事等は一切
なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は
不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載され
ているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではな
く、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものであ
る。
また、甲１１－１５３は、左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写
真である。頁全面にわたり、表情まで分かるように掲載されており、記事等は一
切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場
所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部とし
て掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するも
のである。

全 無

B 全 無

全 無

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無

同上 全 無

B 全 無

B

同上

同上

同上

B
Ａ
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甲１１－１８５ 100 Ｎ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F B C C C E

甲１１－１８６ 左上 Ｎ G F E B A C E

甲１１－１８７ 右上 Ｎ G F E B B C E

甲１１－１８８ 左下 Ｎ G F E C A C E

甲１１－１８９ 右下 Ｎ G F E C C C E

甲１１－１９０ 102 Ｎ 同上 B 全 無 G F C C B C E

甲１１－１９１ 103 Ｎ 同上 B 全 無 G F C C C C E

甲１１－１９２ 105 Ｎ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関
連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約２４％にすぎず、単に原告
らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、
プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 一 有 無 G F D C C C C

甲１１－１９３ 106 Ｎ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F C C C C E

甲１１－１９４ 107 Ｎ 同上 B 全 無 G F C C C C E

甲１１－１９５ 左上 Ｍ G F E C A C D E

甲１１－１９６ 右上 Ｍ G F E C A C D E

甲１１－１９７ 左下 Ｍ G F E C C C D E

甲１１－１９８ 右下 Ｍ G F E C B C D E

甲１１－１９９ 109 Ｍ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁全面にわ
たり、表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖
像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影し
たものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではな
く、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 B C A A B C E

甲１１－２００ 111 Ｍ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関
連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約１８％にすぎず、単に原告
らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、
プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 一 有 無 G F D C C C C

甲１１－２０１ 112 Ｍ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F B C B C E

甲１１－２０２ 左上 Ｍ G F E C C C E

甲１１－２０３ 右上 Ｍ G F D C F C E

甲１１－２０４ 左下 Ｍ G F D C B C E

甲１１－２０５ 右下 Ｍ G F E C C C E

甲１１－２０６ 114 Ｍ 同上 B 全 無 G F C C B C B

甲１１－２０７ 115 Ｍ 同上 B 全 無 G F C C C C E

甲１１－２０８ 116 Ｍ 同上 B 全 無 G F B C C C E

甲１１－２０９ 左上 Ｍ G F D C C C E

甲１１－２１０ 右上 Ｍ G F E C B C E

甲１１－２１１ 左下 Ｍ G F D C B C E

甲１１－２１２ 右下 Ｍ G F E C B C E

甲１１－２１３ 119 Ｍ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関
連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約２２％にすぎず、単に原告
らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、
プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

B 一 有 無 G F D C A A C

甲１１－２１４ 120 Ｍ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 全 無 G F C C C C E

甲１１－２１５ 121 Ｍ 同上 B 全 無 G C C A B E

甲１１－２１６ 左下
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

A C C D B C

甲１１－２１７ 右上
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

D C C D A C

甲１１－２１８ 左上
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

G A C C D B C

甲１１－２１９ 右下
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

B D C E B C

甲１１－２２０ 左下
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

A C C D C C

甲１１－２２１ 右上
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

B D C E B C

甲１１－２２２ 上段（左から１番目） Ｐ G F E C C C C E

甲１１－２２３ 上段（左から２番目） Ｒ G F E C C C C E

甲１１－２２４ 上段（左から３番目） Ｎ G F E C C C C E

甲１１－２２５ 上段（左から４番目） Ｎ、Ｑ G F E C D C C E

甲１１－２２６ 上段（左から５番目） Ｒ G F E C A C C E

甲１１－２２７ 上段（左から６番目） Ｑ G F E C A C C E

甲１１－２２８ 上段（左から７番目） Ｑ G F E C A C C E

甲１１－２２９ 下段（左から１番目） Ｍ、Ｎ、Ｏ G F E C D C C E

甲１１－２３０ 下段（左から２番目） Ｍ、Ｒ E E C D C C E

甲１１－２３１ 下段（左から３番目） Ｒ G F E C C C C E

甲１１－２３２ 下段（左から４番目） Ｎ G F E C C C C E

甲１１－２３３ 下段（左から５番目） Ｏ G F E C B C C E

甲１１－２３４ 下段（左から６番目） Ｍ、Ｎ、Ｏ G F E C D C C E

甲１１－２３５ 裏表紙
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁全面にわ
たり、表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖
像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影し
たものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではな
く、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

Ａ 全 無 A D C D C A

108

113

101

128

同上

全 無

同上 B 全 無

B

無

B 全 無

B 全

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を
撮影したものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全

Ａ

Ａ

Ａ

見122,123

124,125

126,127

同上

117 同上

無

有

有

有

有

有

有

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁に
わたり、表情まで分かるように掲載されている。甲１１－２１６の左側に紹介記事
があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約２０％にすぎず、また、甲１１－２１
７の右側に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約１４％にすぎ
ず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所に
おける様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもので
ある。

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁に
わたり、表情まで分かるように掲載されている。甲１１－２１８の右側に紹介記事
があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約１５％にすぎず、また、甲１１－２１
９の左側に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約２１％にすぎ
ず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所に
おける様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもので
ある。

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁に
わたり、表情まで分かるように掲載されている。甲１１－２２０の左側に紹介記事
があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約２４％にすぎず、また、甲１１－２２
１の右側に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは本件写真の約１５％にすぎ
ず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所に
おける様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲
載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもので
ある。

見

見
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被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら 被告 原告ら

写真番号 掲載ページ 掲載場所 被撮影者 撮影態様 AorB

写真
・一部
・全面

・見開き

記事 関連性

甲１２－１ 左上 Ｒ A E B B B A

甲１２－２ 右上 Ｑ A E C B B A

甲１２－３ 左下 Ｎ、Ｐ A E C D C A

甲１２－４ 右下 Ｍ、Ｏ A E C D C A

甲１２－５ 上 Ｑ E E C C C E

甲１２－６ 下 Ｒ E E C F C E

甲１２－７ 左上 Ｒ A E B B B C E

甲１２－８ 右上 Ｑ A E C B B C E

甲１２－９ 左下 Ｎ、Ｐ A E C D C C E

甲１２－１０ 右下 Ｍ、Ｏ A E C D C C E

甲１２－１１ 2、3
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、
表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させ
るために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸
能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及
び肖像権を侵害するものである。

A 見 無 C B C D C C E

甲１２－１２ 6 Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真と
は関連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約２％にすぎず、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもの
ではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 無 A C A C C C

甲１２－１３ 7 Ｑ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真と
は関連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約２％にすぎず、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもの
ではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 無 A C B B C C

甲１２－１４ 10 Ｍ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真と
は関連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約１％にすぎず、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもの
ではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 無 A C B C C C

甲１２－１５ 11 Ｐ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真と
は関連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約１％にすぎず、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもの
ではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 無 A C B C B C

甲１２－１６ 12
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したモノクロ写真である。表情まで分かるよう
に掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容
である上、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所にお
ける様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写
真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 一 有 無 D D C D B C

甲１２－１７ 13 Ｑ、Ｒ 同上 A 一 有 無 D D C D C C

甲１２－１８ 14 Ｏ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真と
は関連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約２％にすぎず、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもの
ではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 無 A C A C C C

甲１２－１９ 15 Ｎ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真と
は関連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約２％にすぎず、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもの
ではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 無 A C A C B C

甲１２－２０ 左上 Ｏ A E C C C D

甲１２－２１ 右上 Ｍ A E C B C D

甲１２－２２ 左下 Ｐ A E B C B D

甲１２－２３ 右下 Ｒ A D C C C D

甲１２－２４ 19
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したモノクロ写真である。頁全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させる
ために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能
活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び
肖像権を侵害するものである。

A 全 無 B C C E C D

甲１２－２５ 20 Ｑ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真と
は関連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約２％にすぎず、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもの
ではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 無 A C C C C C

甲１２－２６ 21 Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真と
は関連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約１％にすぎず、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもの
ではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 無 A C B B B C

甲１２－２７ 23
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したモノクロ写真である。表情まで分かるよう
に掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容
である上、記事の大きさは本件写真の約９６％にとどまり、単に原告らの肖像を鑑賞させ
るために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸
能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及
び肖像権を侵害するものである。

A 一 有 無 A D C D B C

表情・ポーズ等 記事の有無等撮影中の活動 写真の大きさ 写真の鮮明度 肖像占有度

個別主張一覧表（１２）

A 全 無

被告の主張及び原告らの認否

A 全 無

無

B 全 無

A 全表紙

表袖

1

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表表紙において、頁の
全面にわたり、原告らの表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に
原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮
影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被
撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影した
ものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップ
で掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではな
く、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したモノクロ写真である。表表紙において、頁
の全面にわたり、原告らの表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単
に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を
撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、
被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

17

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁全面にわたり、表情
まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるた
めに掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活
動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖
像権を侵害するものである。

原告らの主張
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甲１２－２８ 24 Ｎ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真と
は関連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約２％にすぎず、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもの
ではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 無 A C C B C C

甲１２－２９ 左上 Ｑ、Ｒ A E C D C D

甲１２－３０ 右上 Ｍ A E C B C D

甲１２－３１ 左下 Ｏ A E C F C D

甲１２－３２ 右下 Ｐ A D C C C D

甲１２－３３ 26
Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したモノクロ写真である。表情まで分かるよう
に掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容
である上、記事の大きさは本件写真の約９６％にとどまり、単に原告らの肖像を鑑賞させ
るために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸
能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及
び肖像権を侵害するものである。

A 一 有 無 E D C F C C

甲１２－３４ 28 Ｍ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真と
は関連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約２％にすぎず、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもの
ではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 無 A C B C C C

甲１２－３５ 29 Ｐ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真と
は関連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約２％にすぎず、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもの
ではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 無 A C C B C C

甲１２－３６ 31 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したモノクロ写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容で
ある上、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明
であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 一 有 無 G F E C B C C

甲１２－３７ 32 Ｑ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真と
は関連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約１％にも及ばず、単に原告ら
の肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したも
のではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者
のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 無 A C C B C C

甲１２－３８ 上段 Ｑ A E C A B C

甲１２－３９ 中段（左） Ｍ、Ｑ E F E C F C C

甲１２－４０ 中段（右） Ｑ E E C B C C

甲１２－４１ 下段（左） Ｑ E F E C F C C

甲１２－４２ 下段（右） Ｑ E E C B C C

甲１２－４３ 左上 Ｑ G F E C B C C

甲１２－４４ 右上 Ｑ、Ｒ E E C F C C

甲１２－４５ 左下 Ｑ、Ｐ E E C D C C

甲１２－４６ 右下 Ｑ E E C F C C

甲１２－４７ 37 Ｑ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したモノクロ写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容で
ある上、記事の大きさは本件写真の約９６％にとどまり、単に原告らの肖像を鑑賞させる
ために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアッ
プで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 一 有 無 G D C E C C

甲１２－４８ 左上 Ｒ A E C C C D

甲１２－４９ 右上 Ｑ A D C C C D

甲１２－５０ 左下 Ｍ A D C B C D

甲１２－５１ 右下 Ｎ A E C C B D

甲１２－５２ 39 Ｏ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真と
は関連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約２％にすぎず、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもの
ではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 無 A C C B C C

甲１２－５３ 40 Ｑ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したモノクロ写真である。頁全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させる
ために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能
活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び
肖像権を侵害するものである。

A 全 無 D C C B C D

甲１２－５４ Ｑ

甲１２－５５ Ｒ

甲１２－５６ 45 Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したモノクロ写真である。表情まで分かるよう
に掲載されている。写真上に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容
である上、記事の大きさは本件写真の約７６％にとどまり、単に原告らの肖像を鑑賞させ
るために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸
能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及
び肖像権を侵害するものである。

A 一 有 無 D D C B C C

甲１２－５７ 上段 Ｒ A E C A B C

甲１２－５８ 中段（左） Ｒ E E C F C C

甲１２－５９ 中段（右） Ｒ E E C B C C

甲１２－６０ 下段（左） Ｒ E E C F C C

甲１２－６１ 下段（右）
Ｍ、Ｎ、
Ｏ、Ｒ

E E C D C C

B C BA B C

無

有 有

全

Ｂ 全35 有

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影した
ものではない。甲１２－４５の上に記事があるが、記事の内容は写真４枚とは関連しない
内容である上、記事の大きさは写真４枚の約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞さ
せるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部と
して掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵
害するものである。

甲１２－３８は、左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動
に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像
権を侵害するものである。
また、甲１２－３９ないし４２は、被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真で
あり、芸能活動を撮影したものではない。甲１２－３９の右側、甲１２－４０の左側及び甲１
２－４１の下に記事があるが、記事の内容は写真４枚とは関連しない内容である上、記事
の大きさは写真４枚の約６％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載された
ものである。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されてい
るものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

全 無

無

見

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁全面にわたり、表情
まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるた
めに掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活
動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖
像権を侵害するものである。

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁全面にわたり、表情
まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるた
めに掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活
動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖
像権を侵害するものである。

甲１２－５７は、左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動
に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像
権を侵害するものである。
また、甲１２－５８ないし６１は、被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真で
あり、芸能活動を撮影したものではない。甲１２－５８の下及び甲１２－５９の下に記事が
あるが、記事の内容は写真４枚とは関連しない内容である上、記事の大きさは写真４枚の
約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動
に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。見開き２頁にわたり、
表情まで分かるように掲載されている。４３頁の左下に紹介記事があるが、紹介記事の大
きさは本件写真の約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたも
のである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説
の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害する
ものである。

A

A

A

25

34

46

38

42、43

62



甲１２－６２ 左上 Ｒ D E C E C C

甲１２－６３ 右上 Ｒ D F E C B C C

甲１２－６４ 左下 Ｒ G F E C F C C

甲１２－６５ 右下 Ｒ E E C C C C

甲１２－６６ 左上 Ｎ、Ｐ A E C D C C

甲１２－６７ 右上 Ｒ A E B B C C

甲１２－６８ 下 Ｍ、Ｑ、Ｏ A D C D C B

甲１２－６９ 51 Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したモノクロ写真である。頁全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させる
ために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能
活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び
肖像権を侵害するものである。

A 全 無 D C B E C D

甲１２－７０ 52 Ｍ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真と
は関連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約４％にすぎず、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもの
ではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 無 A C B C C C

甲１２－７１ 上 Ｒ A D C B C C

甲１２－７２ 下 Ｑ A D C C B C

甲１２－７３ 54 Ｒ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したモノクロ写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容で
ある上、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明
であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 一 有 無 G F E C B C C

甲１２－７４ 56 Ｍ、Ｏ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真と
は関連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約２％にすぎず、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもの
ではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 無 A C B D C C

甲１２－７５ 57 Ｎ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは
本件写真の約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもので
ある。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一
部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもの
である。

A 全 有 有 A C A C B C

甲１２－７６ 59 Ｏ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したモノクロ写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容で
ある上、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明
であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

B 一 有 無 G F E B B C C

甲１２－７７ 上段 Ｏ A E C A C C

甲１２－７８ 中段（左）
Ｍ、Ｎ、
Ｏ、Ｐ

G E C D C C

甲１２－７９ 中段（右） Ｍ、Ｏ G E C F C C

甲１２－８０ 下段（左） Ｏ E E C C C C

甲１２－８１ 下段（右） Ｏ D E C F C C

甲１２－８２ 左上 Ｏ E E C F C C

甲１２－８３ 右上 Ｏ E E C C C C

甲１２－８４ 左下 Ｏ E E C C C C

甲１２－８５ 右下 Ｏ E D C C C C

甲１２－８６ 63 Ｏ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したモノクロ写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容で
ある上、記事の大きさは本件写真の約８１％にとどまり、単に原告らの肖像を鑑賞させる
ために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアッ
プで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真では
なく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 一 有 無 G F D C F C C

甲１２－８７ 左上 Ｏ A D C B C D

甲１２－８８ 右上 Ｍ、Ｎ A D C D C D

甲１２－８９ 下 Ｐ A D C B C D

甲１２－９０ 上 Ｑ A D B C C C

甲１２－９１ 下 Ｑ A D C B B C

甲１２－９２ 67 Ｏ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは
本件写真の約２％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもので
ある。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一
部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもの
である。

A 全 有 有 A C B B B C

甲１２－９３ 69 Ｏ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したモノクロ写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容で
ある上、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明
であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 一 有 無 G F E C F C C

A

A

A 全 有

Ｂ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。頁右側に記事があるが、記事の内容は両写真とは
関連しない内容である上、記事の大きさは両写真の約２％にすぎず、単に原告らの肖像
を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものでは
あるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリ
シティ権及び肖像権を侵害するものである。

全

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影した
ものではない。甲１２－６２の下に記事があるが、記事の内容は写真４枚とは関連しない
内容である上、記事の大きさは写真４枚の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させ
るために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部と
して掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵
害するものである。

全

A

66

47

49

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。甲１２－６９の左下に記事があるが、記事の内容は
写真３枚とは関連しない内容である上、記事の大きさは写真３枚の約３％にすぎず、単に
原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮
影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被
撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

64

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁全面にわたり、表情
まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるた
めに掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活
動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖
像権を侵害するものである。

53

60

甲１２－７７は、左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情ま
で分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるため
に掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動
に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像
権を侵害するものである。
また、甲１２－７８ないし８１は、被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真で
あり、芸能活動を撮影したものではない。甲１２－７９の上及び甲１２－８１の右に記事が
あるが、記事の内容は写真４枚とは関連しない内容である上、記事の大きさは写真４枚の
約４％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所
は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動
に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害
し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。甲１２－７１の下に記事があるが、記事の内容は両
写真とは関連しない内容である上、記事の大きさは両写真の約３％にすぎず、単に原告ら
の肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したも
のではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者
のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

無

全 有 無

全 有 無

有

61 Ｂ 全 有 無

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影した
ものではない。甲１２－８４の上に記事があるが、記事の内容は写真４枚とは関連しない
内容である上、記事の大きさは写真４枚の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させ
るために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部と
して掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵
害するものである。

無

無

63



甲１２－９４ 左上 Ｍ A D C B C D

甲１２－９５ 右上 Ｑ C E D C F C D

甲１２－９６ 左下 Ｏ A E D B C C D

甲１２－９７ 右下 Ｎ A E C C C D

甲１２－９８ 71 Ｐ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真と
は関連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約２％にすぎず、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもの
ではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 無 A C B B C C

甲１２－９９ 72 Ｏ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したモノクロ写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容で
ある上、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明
であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 一 有 無 D E C F C C

甲１２－１００ 左上 Ｎ A D B C C D

甲１２－１０１ 右上 Ｏ A D C C C D

甲１２－１０２ 下 Ｐ、Ｒ A D C C C D

甲１２－１０３ 75 Ｍ、Ｑ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは
本件写真の約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもので
ある。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一
部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもの
である。

A 全 有 有 A C B D C C

甲１２－１０４ 77 Ｐ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したモノクロ写真である。表情まで分かるよう
に掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容
である上、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所にお
ける様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写
真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 一 有 無 A E B C C C

甲１２－１０５ 上段 Ｐ A E C A C C

甲１２－１０６ 中段（左） Ｐ D E C F C C

甲１２－１０７ 中段（右） Ｐ G E C F C C

甲１２－１０８ 下段（左） Ｍ、Ｐ E E C F C C

甲１２－１０９ 下段（右） Ｐ E E C C C C

甲１２－１１０ 左上 Ｐ E E C C C C

甲１２－１１１ 右上 Ｏ、Ｐ E E C F C C

甲１２－１１２ 左下 Ｑ、Ｐ G D C F A C

甲１２－１１３ 右下 Ｑ、Ｐ D E C F C C

甲１２－１１４ 左上 Ｍ、Ｏ A D C D C C

甲１２－１１５ 右上 Ｐ A E B B B C

甲１２－１１６ 下 Ｎ、Ｑ、Ｒ C D C E C C

甲１２－１１７ 82 Ｐ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したモノクロ写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容で
ある上、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明
であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 一 有 無 G F E C F C C

甲１２－１１８ 83 Ｐ 同上 Ｂ 一 有 無 E D C F C C

甲１２－１１９ 84 Ｐ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真と
は関連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約２％にすぎず、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもの
ではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 無 A C C C B C

甲１２－１２０ 85 Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真と
は関連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約１％にも及ばず、単に原告ら
の肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したも
のではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者
のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 無 A C C C C C

甲１２－１２１ 86 Ｐ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したモノクロ写真である。表情まで分かるよう
に掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容
である上、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所にお
ける様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写
真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 一 有 無 G E C F C C

甲１２－１２２ 88 Ｑ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真と
は関連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約１％にすぎず、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもの
ではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 無 A C B F C C

甲１２－１２３ 上 Ｎ、Ｐ、Ｒ A D B E C C

甲１２－１２４ 左下 Ｏ A E C C C C

甲１２－１２５ 右下 Ｍ A E C C C C

甲１２－１２６ 91 Ｎ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したモノクロ写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容で
ある上、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明
であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 一 有 無 G F E C B C C

全

Ｂ

A

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影した
ものではない。甲１２－１１１の下に記事があるが、記事の内容は写真４枚とは関連しない
内容である上、記事の大きさは写真４枚の約３％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させ
るために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部と
して掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵
害するものである。

全

70

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁全面にわたり、表情
まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるた
めに掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活
動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖
像権を侵害するものである。

無

無

79

74

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁全面にわたり、表情
まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるた
めに掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活
動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖
像権を侵害するものである。

A

81

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。頁下に記事があるが、記事の内容は写真３枚とは関
連しない内容である上、記事の大きさは写真３枚の約１％にすぎず、単に原告らの肖像を
鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあ
るが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシ
ティ権及び肖像権を侵害するものである。

A

78

甲１２－１０５は、左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情
まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるた
めに掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活
動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖
像権を侵害するものである。
また、甲１２－１０６ないし１０９は、被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写
真であり、芸能活動を撮影したものではない。甲１２－１０６の上及び甲１２－１０７の下に
記事があるが、記事の内容は写真４枚とは関連しない内容である上、記事の大きさは写
真４枚の約７％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。
撮影場所は不明であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、
芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権
を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

全

有 無

有 無

有 無

全

89

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。甲１２－１２３及び甲１２－１２５の下に記事がある
が、記事の内容は写真３枚とは関連しない内容である上、記事の大きさは写真３枚の約
５％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所
における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載され
た写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全

64



甲１２－１２７ 上段 Ｎ A E C A C C

甲１２－１２８ 中段（左） Ｎ、Ｑ E E C F C C

甲１２－１２９ 中段（右） Ｎ G F E C F C C

甲１２－１３０ 下段（左） Ｎ E E C B C C

甲１２－１３１ 下段（右） Ｎ、Ｏ E E C D C C

甲１２－１３２ 左上 Ｎ E E C F C C

甲１２－１３３ 右上 Ｍ、Ｎ E E C D C C

甲１２－１３４ 左下 Ｎ E E C C C C

甲１２－１３５ 右下 Ｎ G F E C F C C

甲１２－１３６ 95 Ｎ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したモノクロ写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容で
ある上、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明
であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 一 有 無 G F E C C C C

甲１２－１３７ 96 Ｎ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真と
は関連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約１％にすぎず、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもの
ではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 無 A C B C C C

甲１２－１３８ 98 Ｍ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真と
は関連しない内容である上、記事の大きさは本件写真の約１％にすぎず、単に原告らの
肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもの
ではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者の
パブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 全 有 無 A C B B C C

甲１２－１３９ 左上 Ｐ A D B C B C

甲１２－１４０ 右上 Ｎ A E C C C C

甲１２－１４１ 下
Ｎ、Ｑ、Ｏ、

Ｐ、Ｒ
C D C D C C

甲１２－１４２ 101 Ｍ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したモノクロ写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容で
ある上、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明
であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 一 有 無 G F E C B C C

甲１２－１４３ 上段 Ｍ A E C A C C

甲１２－１４４ 中段（左） Ｍ E F E C B C C

甲１２－１４５ 中段（右） Ｍ、Ｎ、Ｏ、Ｐ G F E C D C C

甲１２－１４６ 下段（左） Ｍ E F E C F C C

甲１２－１４７ 下段（右） Ｍ E E C C C C

甲１２－１４８ 左上 Ｍ G E C F C C

甲１２－１４９ 右上 Ｍ E D C C B C

甲１２－１５０ 左下 Ｍ、Ｎ、Ｒ E E C F C C

甲１２－１５１ 右下 Ｍ E E C F C C

甲１２－１５２ 105 Ｍ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したモノクロ写真である。表情まで分かるよう
に掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容
である上、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所にお
ける様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写
真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

A 一 有 無 A E C D C C

甲１２－１５３ 左上 Ｒ A D C E C B

甲１２－１５４ 右上 Ｍ、Ｏ C E C F C C

甲１２－１５５ 下 Ｒ A D C E C B

甲１２－１５６ 上 Ｑ、Ｒ A D C E C C

甲１２－１５７ 左下 Ｍ、Ｎ C E C D C C

甲１２－１５８ 右下 Ｏ、Ｐ A E C D C C

甲１２－１５９ 108 Ｍ

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したモノクロ写真であり、芸能活動を撮影し
たものではない。写真下に記事があるが、記事の内容は本件写真とは関連しない内容で
ある上、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明
であるが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 一 有 無 G F E C F C C

甲１２－１６０ 左上 Ｍ A E C B C C E

甲１２－１６１ 右上 Ｐ A E C C C C E

甲１２－１６２ 左下 Ｑ A E C B C C E

甲１２－１６３ 右下 Ｎ A E C C C C E

甲１２－１６４ 上
Ｍ、Ｎ、Ｑ、
Ｏ、Ｐ、Ｒ

A D C D C B E

甲１２－１６５ 左下 Ｒ A E C B C C E

甲１２－１６６ 右下 Ｏ C E C F C C E

A

110

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させる
ために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能
活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び
肖像権を侵害するものである。

111 同上

甲１２－１２７は、左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情
まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるた
めに掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活
動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖
像権を侵害するものである。
また、甲１２－１２８ないし１３１は、被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写
真であり、芸能活動を撮影したものではない。甲１２－１２８の上に記事があるが、記事の
内容は写真４枚とは関連しない内容である上、記事の大きさは写真４枚の約４％にすぎ
ず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であ
るが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解
説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像
権を著しく侵害するものである。

92

93

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影した
ものではない。甲１２－１３２及び甲１２－１３５の下に記事があるが、記事の内容は写真４
枚とは関連しない内容である上、記事の大きさは写真４枚の約４％にすぎず、単に原告ら
の肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面
にわたり、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関す
る解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ
肖像権を著しく侵害するものである。

Ｂ 全 有 無

全 有

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。写真下に記事があるが、記事の内容は写真３枚とは
関連しない内容である上、記事の大きさは写真３枚の約２％にすぎず、単に原告らの肖像
を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものでは
あるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリ
シティ権及び肖像権を侵害するものである。

106 A 全

無

102

甲１２－１４３は、左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。表情
まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるた
めに掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活
動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖
像権を侵害するものである。
また、甲１２－１４４ないし１４７は、被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写
真であり、芸能活動を撮影したものではない。甲１２－１４４の上に記事があるが、記事の
内容は写真４枚とは関連しない内容である上、記事の大きさは写真４枚の約３％にすぎ
ず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたものである。撮影場所は不明であ
るが、プライベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解
説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像
権を著しく侵害するものである。

99

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。頁中央に記事があるが、記事の内容は写真３枚とは
関連しない内容である上、記事の大きさは写真３枚の約１％にも及ばず、単に原告らの肖
像を鑑賞させるために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したもので
はあるが、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパ
ブリシティ権及び肖像権を侵害するものである。

全 有

有 有

103

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影した
ものではない。甲１２－１４８の下に記事があるが、記事の内容は写真４枚とは関連しない
内容である上、記事の大きさは写真４枚の約２％にすぎず、単に原告らの肖像を鑑賞させ
るために掲載されたものである。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライ
ベート時の表情までアップで掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部と
して掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵
害するものである。

無

107

有

Ｂ

A 全 無

A 全 無

無

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されている。写真下に紹介記事があるが、紹介記事の大きさは
本件写真の約１％にも及ばず、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもので
ある。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能活動に関する解説の一
部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び肖像権を侵害するもの
である。

A 全
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甲１２－１６７ 上段（左） Ｑ A E C A C C E

甲１２－１６８ 上段（中央） Ｐ A E C A C C E

甲１２－１６９ 上段（右） Ｒ A E C A C C E

甲１２－１７０ 下段（左） Ｍ A E C A C C E

甲１２－１７１ 下段（中央） Ｎ A E C A C C E

甲１２－１７２ 下段（右） Ｏ A E C A C C E

甲１２－１７３ 上から１番目 Ｏ E E C B C E

甲１２－１７４ 上から２番目 Ｍ E E C A C E

甲１２－１７５ 上から３番目 Ｎ E E C C C E

甲１２－１７６ 上から４番目 Ｐ E E C C C E

甲１２－１７７ 裏表紙
Ｎ、Ｑ、Ｏ、

Ｐ、Ｒ

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したカラー写真である。頁の全面にわたり、表
情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させる
ために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸能
活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及び
肖像権を侵害するものである。

A 全 無 C E C D C A

無B 全

左記被撮影者のプライベート時の様子を撮影したカラー写真であり、芸能活動を撮影した
ものではない。記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させるために掲載されたもの
である。撮影場所は不明であるが、頁の全面にわたり、プライベート時の表情までアップ
で掲載されているものであり、芸能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではな
く、被撮影者のパブリシティ権を侵害し、かつ肖像権を著しく侵害するものである。

112

左記被撮影者のコンサート等の様子を撮影したモノクロ写真である。頁の全面にわたり、
表情まで分かるように掲載されており、記事等は一切なく、単に原告らの肖像を鑑賞させ
るために掲載されたものである。公開の場所における様子を撮影したものではあるが、芸
能活動に関する解説の一部として掲載された写真ではなく、被撮影者のパブリシティ権及
び肖像権を侵害するものである。

裏袖

A 全 無
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